
午前１０時２分 開議

○議長（薮野 勤君） おはようございます。ただ

いまから平成１１年第３回泉南市議会定例会継続

会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

なお、１７番 島原正嗣議員からは遅参の届け

出が出ておりますので、報告いたしておきます。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において２５番 巴里英一君、２

６番 嶋本五男君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、議案第２号 泉南市情報公開

条例の制定についてから日程第５、議案第５号

泉南市情報公開・個人情報保護制度運営審議会条

例の制定についてまでの以上４件を一括議題とい

たします。

本４件に関し委員長の報告を求めます。総務常

任委員会委員長 林 治君。

○総務常任委員長（林 治君） おはようござい

ます。議長より報告の旨の指名を受けましたので、

ただいまから去る９月２４日の本会議において総

務常任委員会に付託を受けました議案第２号、泉

南市情報公開条例の制定について、議案第３号、

泉南市個人情報保護条例の制定について、議案第

４号、泉南市情報公開・個人情報保護審査会条例

の制定について及び議案第５号、泉南市情報公開

・個人情報保護制度運営審議会条例の制定につい

てまでの以上４件について、審査の経過並びに結

果の報告を申し上げます。

なお、審査結果につきましては、お手元に御配

付申し上げております審査報告書のとおりでござ

います。

以下、審査経過の概要につきまして御報告申し

上げます。

本常任委員会は、去る９月２７日に委員及び関

係理事者の出席のもとに開催し、慎重に審査を行

いました。それでは、各議案ごとにその審査経過

を申し上げます。

まず、議案第２号、泉南市情報公開条例の制定
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について、審査の経過の概要を申し上げます。

本条例の制定については、市民の市政に関する

情報を得る機会を制度的に保障することにより、

公正で透明な市政運営を推進し、市政への市民参

加による開かれた市政の実現に資するという趣旨

の提案であり、この意を受けて本条例案の審査を

行いました。

質疑の中で、まず第１条で、「市民の市政への

参加を促進し、もって地方自治の本旨に即した市

民による市民のための市政の発展に資することを

目的とする。」とうたわれているが、情報公開条

例の条文にあっては、市民にわかりやすく、受け

入れやすい文章表現にするべきであると思うが、

その点どのように考えているのかとの問いに、文

章表現については、わかりやすい表現ということ

でいろいろと検討した中にあって、わかりやすい

表現にすることにより、かえって条例の趣旨が不

明確になることも予想される条文については、あ

えて多少法的な表現にしているとのことでありま

した。

次に、第２条第１項第１号で、実施機関とは、

「市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員

会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委

員会、消防長、水道事業管理者の権限を行う市長

及び議会をいう。」と明記されているが、これ以

外で、公共性を有するものについても情報公開を

進めていく考えであると聞き及んでいるが、その

点どのようになっているのかとの問いに、本市に

は、公共性を有するものとしては、シルバー人材

センター、社会福祉協議会等があり、市と同時施

行という形をとることがベターではあるが、各団

体については別の法人格を有する団体でもあり、

強制することもできない関係上、市の条例制定後

に市長名でもって、公開に努められたいという形

でのお願いをしていく考えであるとのことであり、

また市長が管理者を務めている南部流域下水道組

合、清掃事務組合についても、市の条例制定後に

それぞれの組合議会にお願いしていく考えである

とのことでありました。

さらに、同条第１項第２号の中で、情報とは、

「実施機関において決裁又は供覧の手続が完了し、

現に実施機関が管理しているもの（以下「公文書」



という。）に記録されたものをいう。」となって

いるが、仮に市民が知りたい情報が決裁または供

覧の手続が完了する前のものである場合、その対

応策は考えているのかとの問いに、この条例にお

ける公文書の位置づけとしては、あくまでも決裁

または供覧の手続が完了したものであり、公文書

として位置づけるため手続中である文書について

は、公文書としての意思確定がなされていないと

考えているとのことでした。

次に、第９条の中で、「個人の利益が害される

おそれがないと認められる情報」、「公共の安全

確保に支障が生じるおそれ又は不当な差別による

人権侵害を生ずるおそれがある情報」と、各条文

中にそれぞれ「おそれ」という表現があるが、一

定このような表現はあいまいであるように思慮す

るが、なぜこのような表現にしたのかとの問いに、

「おそれ」という表現を使った理由としては、情

報公開条例を施行していくに当たり、これから起

こっていくであろうという状況等々については、

物差しではかったようにはいかないことが予想さ

れ、なおかつ、ケース・バイ・ケースでの対応を

するため、このような表現にしているとのことで

ありました。

さらに、同条第１項第３号「公開することによ

り、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共

の安全確保に支障が生じるおそれ又は不当な差別

による人権侵害を生ずるおそれがある情報」につ

いては、当初示された素案にはなかったと思うが、

その点どうかとの問いに、この条項については、

素案の第１０条（公開しないことができる情報）

第１項第５号で、「公開することにより、人の生

命、身体若しくは財産に危険を及ぼすおそれ又は

犯罪の予防若しくは捜査等を著しく困難にすると

認められるもの。」としていたが、この条文では、

今回提案されている条文の内容まで読み取ること

が困難と判断した中にあって、あくまでも情報公

開条例は、個人のプライバシーについては、消極

的な立場を貫くということで、このような条文に

変更したとのことでありました。

また、「公共の安全確保」とはガイドラインを、

「不当な差別による人権侵害」とは同和問題を指

しているのではないのかとの問いに、「公共の安
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全確保」とは外的なものからの保護を指しており、

「不当な差別による人権侵害」とは内的なものか

らの保護を指しているとのことでありました。

次に、議案第３号、泉南市個人情報保護条例の

制定について、審査の経過の概要を申し上げます。

本条例の制定については、市民の基本的人権の

擁護と信頼される市政の推進に資するため、本市

が保有する個人情報の適正な取り扱いについて必

要な事項を定め、自己に関する個人情報の開示等

について制度化するという趣旨の提案であり、こ

の意を受けて本条例案の審査を行いました。

まず、第１３条第２項第２号の中で、「診断」

とあるが、本市には市民病院がないが、なぜこの

ような条項が入っているのかとの問いに、これに

ついては、本市保健センターで保管している診断

結果等のことであるとのことでした。

また、同じく第１３条第２項第２号の中で、開

示しないことができる自己情報として「選考」と

あるが、各市では内申書や試験結果を公開されて

きており、今日一定の時代の流れのように思われ

るが、その点どのように考えているのかとの問い

に、これについては、「開示してはならない」の

ではなく、「開示しないことができる」としてお

り、その辺については実施機関で判断、対応する

ことであるとのことでした。

次に、第１５条で「何人も、第７条の規定によ

る制限を超えて自己情報が実施機関に保有されて

いると認めるときは、当該実施機関に対し、当該

自己情報の削除を請求することができる。」とう

たっているが、個人が、どのような方法で制限を

越えて自己情報が実施機関に保有されていると確

認し、削除することができるのかとの問いに、毎

年１回この条例による運用状況を取りまとめ、公

表することになっており、個人情報を閲覧するこ

ともでき、その中で自己情報の誤りや制限を越え

て自己情報を保有されていると確認できれば、訂

正あるいは削除を請求することができるとのこと

でした。

次に、第１７条第２項の中で、別途に代理人規

定を設けるべきではないかとの問いに、第１７条

第２項の中に具体的に代理人規定を示せば悪用さ

れるおそれがあり、代理人規定については規則・



運用で定めていく考えであるとのことでした。

これに対し、悪用されることや乱用されること

に固執していると、本当に自己に関する個人情報

が必要な方が請求できるのかどうか心配であるが、

その点どのように考えているのかとの問いに、個

人情報はプライバシーであり、他人に知られたく

ないものと考えており、代理人が来ることは想定

しがたく、個人情報を保護するということを前提

として第１７条第２項を示しており、代理人規定

をこの中に加えたとしても積極的に個人情報を保

護することにはつながらないとのことでした。

次に、議案第４号、泉南市情報公開・個人情報

保護審査会条例の制定について、審査の経過の概

要を申し上げます。

本条例の制定については、情報公開制度及び個

人情報保護制度に係る不服申し立てを審議するた

め、中立的な第三者機関を設置するという趣旨の

提案であり、この意を受けて本条例案の審査を行

いました。

質疑については、第３条第２項で、「委員は、

情報の公開及び個人情報の保護に関し識見を有す

る者のうちから、市長が委嘱する。」とうたわれ

ているが、委員構成の要件として、住所制限はあ

るのかとの問いに、住所制限については特段ない

とのことでした。

次に、議案第５号、泉南市情報公開・個人情報

保護制度運営審議会条例の制定について、審査経

過の概要を申し上げます。

本条例の制定については、情報公開制度及び個

人情報保護制度の適正な運営を確保し、両制度の

改善を図っていくため、市民参加による第三者機

関を設置するという趣旨の提案であり、この意を

受けて本条例案の審査を行いました。

質疑については、第３条第２項で、「委員は、

市民及び学識経験を有する者のうちから、市長が

委嘱する。」とうたわれているが、委員構成の要

件として、住所制限はあるのかとの問いに、議案

第４号同様、住所制限については特段ないとのこ

とでした。

このほか、情報公開全般にかかわる問題として、

市民の市政への参加を促進するということは、ひ

いては市民への開かれた議会を構築するというこ
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とであり、一定本会議場での会議風景をテレビ放

映してはどうかと思うが、その点どのように考え

ているのかとの問いに、これについては、議会事

務局と協議をして対応していく考えであるとのこ

とでした。

以上が質疑の主な概要でございます。

続いて、一括して討論、採決に入りました。

それでは、討論のあった議案について御報告申

し上げます。

まず、議案第２号では、大阪府内でも４４市町

村のうち、既に２６市町で情報公開条例が制定さ

れており、今回本市もこの条例が議会に提出され

たということは、喜ばしいことであり、評価する

ものである。また、今後泉南市政がこの情報公開

条例をきっかけとして、市民に開かれた市政とな

ることを期待して賛成するとの討論があり、その

他３件の議案については討論は全くなく、かくし

て採決の結果、議案第２号から第５号までの議案

４件については、いずれも全会一致でもって原案

を可とするとの決定がなされました。

以上、甚だ簡単ではございますが、本常任委員

会に付託を受けました議案第２号から議案第５号

までの議案４件に対する報告といたします。

議員各位におかれましては、委員会同様よろし

くお願いを申し上げまして、委員長報告を終わら

せていただきます。

どうもありがとうございました。

○議長（薮野 勤君） ただいまの委員長の報告に

対し、一括して質疑を行います。質疑はありませ

んか。 小山君。

○２番（小山広明君） 林委員長には委員会での質

疑の中身を御報告いただきましたが、林委員長は

議会の経験も大変長く、十分いろんなことをわか

っていらっしゃる方でございますが、ひとつ委員

会の報告が、各委員の発言が、委員さんの名前が

全く、だれが何を言ったかということが示されず

に報告をされるんですが、これはほかの報告でも

ほとんどそうなっとるんですが、本会議なんかで

はきちっと議事録をとられて、だれが何を言った

かということの中で、どういう議論をされたかわ

かると思うんですが、委員会でも本会議と同じよ

うな最低限の必要なことについては、やはり発言



する委員の名前をきちっと報告していただく必要

があるんじゃないかなと思いますし、また正式な

委員会でありますから、すべての発言内容が漏ら

さず記録されておると思います。

恐らく筆記もされとると思いますし、テープも

きちっととっていらっしゃると思いますので、こ

ういうものの扱いについては、委員長としてはど

のようにお考えかですね。市民がそれを求めれば、

委員会の職員がとっとるメモとか、それからテー

プなんかもやはり本来的には私は公開していただ

きたいと思うんですが、そういう記録の 今回

の報告に関しての記録の開示については、委員長

としてはどう考えていらっしゃるのか。

国会なんかの議論でも、やりとりそのものが法

律と同じ意味を持つということで、市民の権利を

うたった重要な条例でございますから、今後もこ

の解釈をめぐって裁判ということもなると思うと

きに、条例の審議における行政側の回答というの

は、至って大変重要な意味を持ってくると思いま

す。

そういう点で、この議論の中身というのは、だ

れかが要約して出して、しかも名前がないという

形だけではなしに、やはり本会議と同じようなグ

レード、質で保管されるというんか、ちゃんと整

備しておく必要があると思いますので、その点に

ついて委員長の御見解をお聞きをしたいと思いま

す。

それから、もう１つ、報告の中にありまして、

本会議の中でも質疑があったんですが、代理人の

問題ですね。これはいろんなところでも、ちゃん

とした手続をとって委任をされれば、代理人でそ

の人にかわっていろんなことができるというのは、

これは当たり前のことでありますから、そういう

ことをうたうことが、本来個人情報というのは個

人しか知り得ないものだから、代理人、ほかの人

に自分の情報をとってほしいということを依頼す

るのは想定してないというような報告があったん

ですが、これはいろんな人がいらっしゃるわけで

すから、そういうちゃんとした手続をして、個人

のそういうプライバシーが守られる手続がとられ

れば、やはり代理人の申請というのがあるのは当

然だと思うんですね。
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それを何か、委員会の議論の中でもありました

が、規則とか運用でやっていきたいと。しかも、

そのときの表現でも、親等ですか、要するに自分

の身内か家族というように具体的に行政は答弁を

されておりますんで、この辺の矛盾は条例の方に、

やはり質疑でもありましたように、代理人につい

ては別途規則等で定めると書いておれば、条例を

見れば代理人でもできるということは明確になり

ますが、これでは本人しか申請できない。どうし

ても行けない人にとっては全く自分の情報をとる

すべがないということに、この条例上はなります

ね。もちろんやりとりの中でそういう理事者側の

発言がありますから、それは保障されるとしても、

条例の中にそういう骨格、骨子的なものはやはり

ちゃんとうたっていく必要があると思いますので、

その辺の見解もお聞きをしておきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○総務常任委員長（林 治君） 小山君の御質問

にお答えしたいと思います。

第１点目は委員長としての見解を言えというこ

とでありますが、その点は深く立ち入ることはで

きるだけ避けたいと思います。

ただ、これから市民に情報公開をやっていこう

という条例の審査ですから、この審査の問題、経

過、内容については、このことは当然テープレコ

ーダーも委員会ではとっておりますし、今後私は

委員長個人としてはできるだけその審査経過の内

容は、今おっしゃるように会議録としてきちっと

公表できるようにしていくべきだというふうに考

えておりますが、これは議長並びに議会の運営委

員会、その辺で御論議願って、私はきちっと正式

にそのことを決めていただければいいのではない

かなというふうに思います。

それから、この本会議での報告の中で、個々の

氏名、どなたが何を言ったかといったことを余り

事細かにはやっておりませんが、基本的な審議の

内容は全部一応御報告をさせていただいたつもり

であります。

それで、その報告のあり方については、委員会

に付託をしたわけですから、その概要を報告する

ということで、これは基本的には御了解をいただ

かないと、なかなかその同じものを委員長がここ



で再現するということは実際上困難ではないかな

というふうに思います。これは従来からやってお

る委員長報告と同じ形をとってるのは、これは議

会です。我が泉南の議会として一応慣例的という

ことでやってる方法ですから、これは私一存でそ

う事細かに経過を変えるということにはなり得な

いと思います。

それから、もう１点、代理人問題につきまして

ですが、確かにそうおっしゃる嫌いはあります。

そのことについての議論もありました。ありまし

たが、この条文をそこで いろんな意見は出た

んですが、最終的にはこの条文の運用、規則の中

でそのことは明らかにしていくということで、い

わばそれ以上の審議はありませんでしたから、そ

ういう質問をされた方も含めて御了解になったこ

とだというふうに思います。

そのことは委員会での記録の中に明らかになる

ことでもありますから、個人のプライバシーを、

本人のプライバシーを守るという立場を貫くとい

う点で、条例上はこの文案になってるという、こ

の点については当然のことではないかともまた思

いますし、皆さんもそれで御了解されたというと

ころであります。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） テープもとっておりますし、

ちゃんと職員が職務として記録もとっております

から……

○議長（薮野 勤君） 小山君に申し上げます。た

だいまの質疑は委員長報告に対する質疑でござい

ますので、私見その他についての質疑は委員長に

はできませんので、見解は求められませんので、

委員長報告に従った質疑をお願いしたい。

○２番（小山広明君） だから今言っとるんですよ。

そういうことで、慣例に従って、だれがどういう

発言をしたかということは今回もやはりしなかっ

たという、そういう答弁でありましたけれども、

ちょっとさっき言いかけて議長から制止されたか

ら、もう一回前後するんですが、テープもとっと

りますし、職員も公務でちゃんと記録をとっとり

ますから、そういうものでちゃんと担保されれば、

あといろんな問題で、どういう議論があったかと

－２１９－

いう詳しいことについては、市民にとってもそれ

が１つのきちっとした資料として担保されれば、

私はそれをカバーするものだということで、その

ことは委員長も個人的な見解と言われましたが、

一応大事だという見解をされましたから、それは

それでいいと思いますので、ぜひ議長におかれま

しても、このような議論の中身が委員以外の議員

なり、また市民にもきちっと担保としてわかるよ

うにしていただければ、それは一定それでいいの

ではないかなと思います。

あと、代理人の問題については、本会議でも議

論がありましたからあれですが、私の意見として

は、委員長の報告でありますが、やはり条例その

ものにそういう部分をきちっとうたうというのが

私は明確でいいのではないかなと。そういう大事

なことを規則とか運用でやるという答弁は、一応

担保はされておりますけども、やはり条例のつく

り方としてはそこまで審議をしてほしかったなと

改めて思います。

以上、委員長の報告に対しての私の質疑は、こ

れで終わります。

○議長（薮野 勤君） ほかにありませんか。

以上で委員長の報告に対する質疑を終わりま

す。

これより本４件について一括して討論に入りま

す。討論はありませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） ただいま委員長から報告の

ありました泉南市情報公開条例の制定について以

下４つの情報公開条例関連の条例に、賛成の立場

で討論させていただきます。

４４市町村の中で２６の市町が制定をされてい

るという報告がありまして、そういう中で泉南市

が今このような条例制定をするわけでありますけ

れども、知る権利を明記したということで、専門

家の中でもかなり高い評価をされておる条例であ

ることは事実だと思います。

しかし、細部にわたって、先ほど議論がありま

した代理人の問題や個人情報の問題についても、

ファイルに整理されておるものでないと出せない

点もあったり、また対象にしても努力目標という

ようなところがあって、それは逆に言うならば、

もし公開されない場合には不服申し立てができな



いという１つの問題点も持っております。

この条例が初めてのこういう条例でありますか

ら、今後の運用に当たっては、より市民が知る権

利を保障する形で整備されることを希望いたしま

して、この条例に賛成をしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 大森君。

○５番（大森和夫君） 議案第２号から第５号まで

について、日本共産党を代表しまして賛成討論を

行います。

大阪府内４４市町村のうち、２６市町で情報公

開条例が既に制定されております。泉南市でもお

くればせながら今議会に上程されたことは、喜ば

しいことだと思います。情報公開条例において、

知る権利、説明責任がその命であると考えます。

市の条例の目的にそれがきっちり明記されている

ことは、高く評価できるものだと思います。この

情報公開条例ほか関連４条例の制定が、市民の市

政への参加を促進するきっかけになることを期待

いたします。

また、この条例が市民の中に広く根づくように、

この条例を広報等で広く市民に知らせること、ま

た議会が市民にとって身近なものになるよう努力

することが必要だと思います。そのためにも１つ、

プライバシーや個人が識別されるもの以外の市の

保有する情報は原則公開していく。２つ、市が出

資する団体の情報も公開するようにしていく。こ

の２点は本会議でも総務常任委員会でも確認され

ていますが、厳守されることを重ねてお願いいた

します。

また、議会を市民に率先して公開していくため

にも、テレビ放映等を考えていただきたいと思い

ます。

不備な点や改善点もあろうかと思いますが、こ

れらは市民の中に根づく中で発展していくことを

希望いたしまして、賛成討論といたします。よろ

しくお願い申し上げます。

○議長（薮野 勤君） ほかにありませんか。

以上で本４件に対する討論を終結いたします。

これより本４件に関し一括して採決いたします。

本４件に対する委員長の報告は、いずれも原案

可決であります。

お諮りいたします。本４件につきましては、い

－２２０－

ずれも原案のとおり可とすることに決しまして御

異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第２号から議案第５号までの以上４件に

つきましては、いずれも原案のとおり可とするこ

とに決しました。

次に、日程第６、議案第９号 民事調停の成立

についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第９号、民事調停の成立について御説明を申し

上げます。７５ページでございます。

本議案は、バンドー化学株式会社が昭和１９年

以来所有する土地の行政区域及び所有権について、

本市と阪南市との間で認識の相違があることを理

由に、本市及び阪南市の両市を相手方として申し

立てた土地所有権帰属確認調停事件について、調

停を成立させるに当たり、地方自治法９６条第１

項第１２号の規定により議会の議決を求めるもの

でございます。

調停成立の方針といたしましては、当該土地は

現状のとおり、本市行政区域内においてバンドー

化学株式会社が所有する土地であることを確認す

る旨を内容とするものでございます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。よろしく御審議の上、御承認賜ります

ようお願いを申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第９号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ



って議案第９号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、日程第７、議案第１０号 平成１１年度

大阪府泉南市一般会計補正予算（第４号）を議題

といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第１０号、平成１１年度大阪府泉南市一般会計

補正予算（第４号）につきまして御説明を申し上

げます。

平成１１年度大阪府泉南市一般会計予算に変更

を加える必要が生じましたため、地方自治法第２

１８条第１項の規定により、議会の議決を求める

ものでございます。

補正の内容でございますが、議案書８３ページ

でございます。歳入歳出にそれぞれ１億５，３４８

万８，０００円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞ

れ２０３億２，４３４万３，０００円とするものでご

ざいます。

それでは、歳出の主なものにつきまして簡単に

御説明を申し上げます。議案書の９３ページをお

開きを願います。

一般管理費の委託料８００万円でございますが、

これは情報公開条例の施行に備えまして各部の文

書整理業務を行っている中、文書量が当初見込み

より相当数増大したことにより整理期間が大幅に

延長になったため、不足を補正をするものでござ

います。

次に、９４ページの老人福祉費の委託料５３０

万１，０００円でございますが、これは医療法人聖

心会ケアセンターホリが在宅介護支援センターを

本年１１月１日に開所するに当たり、その委託料

を補正をするものでございます。

次に、同ページ下段から９５ページ上段にかけ

てのし尿処理費の需用費１，００８万円でございま

すが、これは双子川浄苑の運営に伴いまして、光

熱水費や維持補修などの増大により、その経費に

不足が生じましたため補正をするものでございま

－２２１－

す。

次に、９６ページの商工振興費の負担金補助及

び交付金の３００万円でございますが、これは従

来の中小企業経営安定資金融資に加えまして、新

たに小企業等経営改善資金を受けている方に対し

まして１％分の利子補給を行う経費でございます。

次に、同ページの下段から９７ページの上段に

かけての道路新設改良費の工事請負費１，５４６万

円でございますが、これは市道男里北線の施工に

先立ちまして文化財調査を行う経費でございます。

次に、同ページの和泉砂川駅前地区再開発等調

査費の委託料５００万円でございますが、これは

再開発区域内に予定をしております道路、駅前広

場につきまして、都市計画決定を行うための調査

委託料でございます。

次に、９８ページの消防施設整備事業費の工事

請負費１，２００万円でございますが、これは樽井

分団車庫敷地内に耐震性貯水槽を設置するための

経費でございます。

次に、９９ページの小学校費の学校施設整備費

の需用費７００万円でございますが、これは施設

の老朽化に伴いますドア、便所等の修理、改修に

要する経費を補正するものでございます。

次に、１０１ページの公共土木施設災害復旧費

の工事請負費８００万円でございますが、これは

本年６月の豪雨により童子畑堀河線の一部の道路

のり面が崩壊をしたため、早急に復旧する必要が

生じましたので、その経費を補正するものでござ

います。

お手数でございますが、８８ページにお戻りを

願います。第２表で債務負担行為補正といたしま

して、市道男里北線用地取得事業の追加をお願い

をしております。

また、第３表の地方債の追加につきましては８

９ページに、変更につきましては９０ページに、

歳入につきましては９１ページから９２ページに

かけて記載のとおりでございます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。御審議の上、よろしく御承認賜ります

ようお願いを申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 井原君。



○１番（井原正太郎君） 大変厳しい財政状況の中

で、今回も１億円を超す補正が組まれたわけなん

ですが、ただいまも説明いただきましたけども、

歳出の方で、９３ページの議会費の方で若干補正、

１５万ありますが、特にインターネット、それか

らパソコン等、市全体でも相当この点に補正をさ

れとると思うんですけども、総額で幾らぐらいに

なるのかを示していただきたいと思います。

それから、９４ページ、国民健康保険会計の繰

り出しが本議会に２００万円補正計上されており

ますけども、今年度は４億９，１５４万９，０００円

という当初予算でありましたけども、かねてより

大きな問題の１つであろうというふうに理解して

おります。

現在、健康保険税の収納率、また本会議でも多

くの議員が問題提起をされておりますけども、決

算審査にありましても市債の残高が２４６億円、

さらに公債の比率が１６．３％、このような状態で、

財政運営が極めて厳しい状況であるということは、

皆さんも認識しておるとおりであります。

そこで、市税の収税率も先般８３．６％である。

また、これが１．２％も減少しておるというふうな

ことで、こんなときに国保への繰り出しが５億円

近いというふうな現況であります。ひとつ判断を

間違えてはならないんでありますけども、この納

税されている方は二重に負担を強いられておると

いうふうな結果というふうになりますけれども、

担当部局の見解をお伺いしたいと思います。

それから、９４ページ、衛生費、保健センター

費の中でやはり委託料、ここでも電算機の委託４

８万５，０００円の補正が計上されておりますけど

も、その内容をちょっと具体的に示していただき

たいと思います。

あと、同じく９４ページで、清掃費についてで

ありますけども、ただいまも助役の方から一定の

説明をいただいたと思うんですけども、その中で

１，００８万円の修繕料が上がっておりますけども、

その内容を示していただきたいと思います。

それからさらに、過日も、これは別な機会で述

べたらいいんかもわかりませんが、部長ともお話

ししたんでありますけども、公共下水道、つまり

各町内では今水洗化への移行への切りかえ、これ
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が業者等にいろんな御苦労をかけながら進んでお

りますけども、市民の間でトラブルが発生してお

りますけれども、これをどのように認識されて、

どうしようとされておるのか。このところでひと

つ説明をいただきたいと思います。

それから、９５ページ、農林水産関係でありま

すが、新家地区の土地改良総合整備事業、１５０

万円の調査委託がありますけれども、この内容に

ついて、この件に関しては特に前回の議会でした

か、非常に詳しい質疑がなされておりますけども、

ここで改めて補正されたその内容を示していただ

きたいと思います。

それから、９６ページですが、土木費の中の道

路維持費でありますけれども、これも一般財源よ

り１，５５０万を上げまして、その中で工事請負費

７００万ですか、ここら辺の説明をお願いしたい

と思います。

それから、住宅費についてであります。１つは

住宅管理費として修繕料１，１２０万、これはどう

いう内容になるのか。そして２つ目、住宅改修事

業費３００万が計上されております。これは今裁

判中でもありますから、どのような形でやられよ

うとしておるのかということを示してもらいたい

と思います。

最後に、教育研究費であります。９８ページ、

下の方でありますけども、これは特に報償費が１

８万円計上されております。合計６８万というふ

うになるわけですが、特に今学校でいろんな指導

員の方に御協力をいただいておるということは認

識しておりますけれども、そこら辺の御苦労の内

容、この補正の内容で、何人分でどのような内容

になっておるのか。

ちょっと多くなりましたけれども、よろしくお

願いいたします。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） ９３ページ、議会費の

インターネット関連の御質問でございますが、イ

ンターネット接続につきましては、プロバイダー

といいますか、接続の専門業者との契約が必要で

ございます。その関連で、プロバイダーとの契約

をする形でインターネットを接続可能な部署とい

たしましては、現在企画で１カ所がございます。



それと、あとは環境の方でインターネットと接続

する部分があるとは存じてございますが、これは

府との共通の中でのシステムとなっておると聞い

てございまして、単独でのプロバイダーとの契約

ということにはなってないかと思っております。

そういう意味では、議会のインターネット接続は、

本市では単独では２件目という形と理解している

ところでございます。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 井

原議員御質問のまず国民健康保険費の２００万円

の繰出金の件で、一般会計から国保会計の方に繰

出金を毎年行っていただいてるわけでございます

が、これの基本的な市の考え方というんですか、

それについてお答え申し上げます。

従来この国民健康保険特別会計への繰出金につ

きましては、当初相当な累積赤字というのがござ

いまして、平成４年度では累積赤字が約８億２，０

００万ほどございました。そういった中で、赤字

解消がこのままでは国保会計においてはできない

ということもありまして、平成６年度よりこの赤

字解消の分として１億３，０００万を繰り入れして

いただきました。そういった形で現在まで繰り入

れを行っていただいてるわけでございます。そし

て、最近９年度、１０年度においては、おかげさ

までこの国保会計につきましても単年度では黒字

という形で現在推移をしております。

そして、この国保会計の繰り出しにつきまして

は、交付税の方で実は算定されてる分がございま

して、その分、それとあと赤字の分ということで

１億３，０００万ということの繰り出しを行ってき

てもらっております。そして、平成１１年度にお

きましては黒字という方に転換してきましたので、

この分について５，０００万減額いたしまして、平

成１１年度では８，０００万という繰り出しを行っ

ていただいたということでございます。

ですから、この分につきましては、特に従来こ

の赤字の分について国保会計はどうするのかとい

う議論もございまして、今後財政サイドとこの赤

字解消の部分について繰入額をどういうふうにし

ていくかという議論を重ねていきたいと、このよ

うに考えております。

－２２３－

それと、続きまして保健センター費の電算の委

託料でございます。これにつきましては、実は今

回国保会計の方に補正予算をお願いしてるわけで

ございます。この中で、実は保健事業の関係で総

合データバンク事業、そして総合健康指導事業費

という事業で補正をお願いしているわけでござい

ますけども、これの必要額としまして一般会計の

方で２００万円の委託料、事業として行うわけで

ございますけれども、その中で保健センターの方

でこの事業について行う事務費的なものがござい

ます。これについて今回補正予算の計上をお願い

しているところでございます。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 井原議員の御質問

のうち、９４ページ、し尿処理費の１，００８万円

の補正について御説明申し上げます。

これにつきましては、双子川浄苑の維持管理に

伴う需用費の増額でございまして、詳細を申し上

げますと、まず燃料費で２３０万円、光熱水費が

２８０万円、修繕料が４１８万円、医薬材料費が

８０万円をお願いしておる件でございます。

実は、平成１１年度の維持管理につきましては、

職員一同、大幅な削減計画を立てまして管理運営

に当たってきたわけでございますが、結果的には

今回補正をお願いしておりますこれだけの額が今

年度必要であるということで、お願いしておると

ころでございます。

ちなみに、１０年度決算と比較をいたしますと、

現時点では昨年度より需用費総額では１，７００万

円ほどの減額になるのではなかろうかと、このよ

うに試算いたしておるところでございますので、

よろしく御理解いただきますようお願い申し上げ

ます。

また、２点目の公共下水道への接続に伴う最終

くみ取りの件の御質問ではなかろうかと思ってお

りますが、これにつきましては、くみ取り業者の

指導につきましては、徹底するよう担当課の方に

指示を行ってございます。何分、清掃業者の作業

員につきましては、市民の方々に詳しい説明が不

足している分野もあるのではなかろうかと、この

ように考えてございますので、市民の方には十分



納得のいただく説明を申し上げ、実施するように

と指示をいたしておりますので、よろしくお願い

申し上げます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 西坂教育指導部長。

○教育指導部長（西坂恭明君） 教育費の中の報償

費についての御質問ですが、実はこれは文部省の

方から、不登校児童・生徒の適応指導総合調査研

究委託事業としまして７０万円をいただくことに

なりました。その中で、今現在不登校で悩んでい

る子供たちの中で適応指導教室に通っている子供

たちがおるわけですけども、その子供たちのため

に体験的授業を考えております。

その中で、報償費として技術指導講師謝礼、こ

れが２回で２万円、それからボランティア講師の

謝礼としまして１回当たり５，０００円の１０回で

ございます。それから、特別にカウンセラーにカ

ウンセリングをお願いするということで、１回１

万円が７回、それから適応指導教室に指導員を１

人置いておりますが、この指導者等々の育成のた

めの講師謝礼として８，０００円を５日と、こうい

うように計画をしております。合計１８万円でご

ざいます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 井原議員御質問の事業

部にかかわります３点について、お答えをさせて

いただきたいと思います。

まず、９５ページの土地改良に関する補正の件

でございますけども、新家土地改良事業につきま

しては、平成６年度から事業を実施しておるとこ

ろでございます。新家の大池のパイプライン化を

行うということでございまして、当初の全体の工

事予算といたしましては約２億１，０００万円を予

定しておるところでございます。現在、１２年度

の完了をめどに事業を実施しておるわけでござい

ますが、最終的な段階に来ておりまして、今回補

正をお願いしておりますのは、特にＪＲ阪和線を

縦断する水路、パイプ、それについての設計を行

おうとするところでございます。

それと、２点目の道路維持管理費の補正の件で

ございますけども、これにつきまして当初予算で

－２２４－

相当の予算を計上させていただいておるところで

ございますが、特に道路の延長も相当長うござい

まして、改良を加えなければならない部分がたく

さんの箇所出てまいりましたので、今回補正をお

願いして、細かい部分の補修も含めて優先的に実

施をしたいということで、生活道路の部分でござ

いますので、ぜひとも市民に迷惑かけないように

修理を行いたいというふうに考えておりまして、

補正をお願いしたところでございます。

それと、住宅費の営繕関係の補正でございます

けども、これにつきましては、まず需用費で計上

させていただいております部分につきましては、

空き家になっている住宅、これを新しく入ってい

ただくために整備をしまして、有効的な利用を行

いたいということで、いつまでも空き家にするわ

けにはいきませんので、今回８戸程度の改修を予

定しております。

それと、木造の住宅も含めてでございますけど

も、相当老朽化しておりまして、公営住宅である

以上は営繕管理に努めていくという方針でござい

ますので、すぐにでも建てかえられるような状況

ではございませんので、必要最低限の補修は行い

たいということで、特に屋根の修理を主体といた

しまして補正をお願いしておるところでございま

す。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） 一定の答弁をいただきま

した。再質問さしてもらいますけども、１つは清

掃費についての説明をいただきました。私は、双

子川浄苑につきましては修繕費、これは具体的に

どこをどのような形で修理の必要ができたのかと

いう質問を主にさせていただきましたんで、改め

てそれを示していただきたい。

それから、下水道が普及率も２８、いわゆる３

０というふうな形で徐々に面整備ができてきてお

る中で、今部長からも話がありましたように、い

わゆる市井の中で消えそうなんですが、トラブル

も発生しとると。この前も部長にもお話ししまし

たように、いよいよ水洗化の工事に至るについて

は、やはりくみ取り業者に来ていただいて、そし

てお世話になっとると。そのときに具体的にその



当月分のくみ取り料を払うとして、別途幾らか請

求されたと、こういうような事例が何回か出てき

まして、これは市内のくみ取り３業者に対しては

一定の指導をされておるというふうなことであり

ますけども、市民にとりましたら、やはり場当た

り的な料金を請求されたんじゃないやろうかとい

うふうなことの不信感もあるようでございます。

改めてこの席でその方向づけなり、市民の方々が

わかるような方向づけを示していただきたいと、

このように思います。

それから、道路維持の問題であります。今も答

弁いただいたんですが、一応補正の方でいろんな

道路の整備もしていかないかんというふうなこと

の中で、ちょっと私この前も部長にもお話しした

んですけども、私がお世話になってる地域におき

ましては、特に側溝の溝ぶたが大変傷むというふ

うな事例がありまして、その都度いろんな形でお

世話いただいとるんでありますけども、その原因

系が非常にこれはほうっておかれへんなというふ

うな事例がありました。

というのは、公共下水道をやるとどうしてもや

っぱり大型車が入ってまいります。そういうよう

なことで側溝のふたを踏まざるを得ないと。また、

それが整備を終わりますと一般家庭へのつなぎ込

みをすると。このときも大きな自動車が入ってき

て、側溝、溝ぶたを傷めてしまうと。これは一般

の自動車であればそうでもないんですけども、そ

ういう作業車が入るとどうしても傷みが早くなる

というふうなことで、下水道部と、それから特に

山内さんとこの管轄の方で、ちょっとこれは調整

をいただくような話も聞いておりますけれども、

そこら辺はどのようにしていく方向づけなのか。

これは今後ともどのまちでも起こるような事例じ

ゃないかなというふうに思いますので、方向づけ

を示していただきたいなと思います。

それから、住宅改良事業費であります。泉南市

も市営住宅が今まで市民の中で非常に論議の的と

なってまいったわけなんですが、今回８世帯に関

して入所できるような形で整備したいという報告

を受けました。しかし、あわせて、今裁判の途中

であります、補正で３００万の計上をいたしまし

て修理を行うという答弁をいただきました。

－２２５－

もちろん裁判中の対象物件でありますから、所

有権の移転、これを訴えられておる物件でありま

すから、当然配慮しておると思いますけども、こ

のことで裁判にどのような影響を生じると思われ

るのか、どういうふうな認識をされておるのかと

いうことを示してもらいたいと思います。

それから、教育問題でありますけれども、今い

ろんな形で不登校の生徒の指導に当たっている先

生方のための補正がなされとるという説明を受け

ました。

何でこういうふうな問題を取り上げたかといい

ますと、本当に現場の先生は大変な御苦労をいた

だいておるということはみんなよくわかっとるん

ですが、先般ある中学校で ある中学校と言う

たらいいんですか、泉南中学校でしたけども、暴

力事件が発生して、先生が非常に御苦労いただい

たと。そのようなことに関して一言、こういう神

聖な場所で暴力事件であるとか、あるいは人権問

題、これは起こってはならないのが本来の姿であ

りますけども、悲しいかな我々の近くでこういう

ふうな事例が発生しとるということに対して、教

育委員会はどのような決意で、どのような方向づ

けで進もうとされとるんか、改めて示していただ

きたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 井原議員の再度の

御質問の修繕費４１８万円の増額補正につきまし

て、御説明申し上げます。

具体的にどこをどのように修理するのかという

質問であったと思いますが、現状では具体的な箇

所は出ておりません。といいますのは、双子川浄

苑につきましては、万が一故障等があった場合、

２日以上とめることができない施設でございまし

て、すぐさま修繕し、稼働する必要がございます。

そのための修繕費として計上さしてもらったもの

でございます。

従来、平成７年、８年等につきましては、修繕

件数として４０件から５０件程度の修繕がござい

ましたので、そのような、いつ何時のための対応

を行っていきたいということでございます。

また、２点目の最終くみ取りの件でございます

が、当然公共下水道へ接続する場合、どの家庭に



おきましても、古い便器の清掃及びその最終くみ

取りについての料金を各家庭で御負担をいただき

たいということでございます。

その御負担願う場合の説明につきまして、先ほ

ど申し上げましたくみ取り業者の作業員が、各家

庭に十分説明ができていなかった分野もあるので

はなかろうかと、このように判断いたしておりま

すので、十分御説明を申し上げ、御理解いただき、

トラブルの発生しないよう実施するよう、担当課

の方から業者へ指導するよう現在指示を行ってお

りますので、御理解いただきますようお願い申し

上げます。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） まず、道路の修繕の件

でございますけども、鉄板とかに限らず、道路を

掘削する場合には原因者が復旧をしていただくと

いうのが基本でございまして、工事に当たりまし

て、公共事業の実施に当たりましては、事業部と

特に下水道部と協議を行っておるところでござい

ます。きちっと補修をしていただくということは

原則でございますので、今後とも現場の確認も含

めまして、協議も行っていきたいというふうに思

っておるところでございます。

それと、木造の住宅の補修と訴訟とは影響があ

るのかということでございますけども、古いとは

いいながら木造住宅も市の財産でございますので、

維持管理に努める、また入居者の安全も確保しな

ければならないということは、法律でも規定をさ

れておりますので、今後とも鋭意努力しながら補

修には力を入れていきたいというふうに思ってお

ります。

まず、きちっと裁判も確定して、どっちになる

かわかりませんけども、その時点で判断というこ

とになるんですけども、建てかえということにな

りますと当然壊すという形になりますが、今現在

の時点をとらまえてみれば、安全確保のために補

修するのが、費用をかけるのが当然ではないかな

と考えているところでございます。

○議長（薮野 勤君） 西坂教育指導部長。

○教育指導部長（西坂恭明君） 先ほどの御質問に

お答えいたします。

教育問題、とりわけ中学生における問題行動に

－２２６－

つきまして、多くの皆様方に御心配をおかけいた

しておるところでございます。教育委員会といた

しましては、学校とも連携をとりながら、悪いこ

とは悪いということで、毅然とした態度で意思統

一を図り徹底するということと、もう１つは、地

域の方々の力も得る中で、関係機関、とりわけ凶

悪な行為に対しましては被害届を出すなどの徹底

した対応をしていきたいと、このように考えてお

りますので、御理解賜りますようお願いいたしま

す。

○議長（薮野 勤君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） 清掃関係に関しましては

一定の答弁をいただきましたが、やはり市民に直

結した非常に大事な設備であります。したがって、

危険予知という意味でこのような補正をしておる

んだと。いつ、いかなるときにどういうふうなこ

とがあってもそれに対応できるというふうな予防

処置ではないかというふうに理解するんですけれ

ども、かねがね思っとるんですけども、こういう

市民に直結した非常に大事な設備であるだけに、

ひとつ点検、定期点検であるとか日常点検、これ

はやはりしっかりしてもらわないと困るなという

ふうに思うわけなんであります。これを機会にそ

れをひとつお願いしておきたいと思います。

それから、山内部長からも答弁いただきました

が、原因系がしっかりフォローに当たるのが本来

の筋であるというふうに私は受け取ったんですけ

ども、御存じのようにこういう問題は、その因果

関係をはっきりさせようと思うと非常に難しい面

があるなと、私ははたで見ておるわけなんです。

工事用の車が道の端にとまっておれば、その側道

を通過しようとしたときに、どうしても無理な通

行が生じてくると。そこで傷めたものが、じゃど

この責任なのかと。駐車しておる側の責任なのか、

通過した側が責任をとるのかというふうなことに

なってくると、非常に抽象的な判断になります。

そういう意味で、僕の言いたいことは、市民が

非常に困っておりますよというふうな状況をよく

知ってもらいたいなというふうに思います。少し

の湾曲が非常に大きな騒音となってくるというふ

うなことも知っておいてもらいたいと思います。

それから、住宅についてでありますけれども、



確かに人道上、今裁判中であるとはいえ、老朽化

してきたものに裁判中であるからほうっておくと

いうふうなことの選択は、非常に困難な面はよく

わかるんでありますが、今までの裁判の中でやは

りメンテは市民に、あるいは入居者に一時託して

まいっておったというふうな経緯もありますし、

裁判の中で大事な争点の１つにもなっておるなと

私はそう理解しております。そういった中で、人

道上からほうっておけないということは非常に理

解できるんでありますけれども、これはやはり非

常にデリケートな判断を要求されるなと。

そういった意味で、この住宅払い下げ問題、い

わゆる所有権移転の問題に関しては、上林町長、

市長の時代から非常に歴史を刻んでまいって今日

に至っとるわけなんですが、事の発端が、御存じ

のように町、市の財政を乗り切るための苦渋の選

択からスタートしたというふうな経緯からしても、

非常に似通ったようなものを感じるわけなんであ

ります。

今回、改めて補正をつけて高岸の対象住宅の屋

根の修理をするということについて、市長からも

し説明があれば あればで結構です。ひとつつ

け加えてもらいたいと思います。

それから、最後になりますけども、学校、教育

委員会の方では非常に努力されとるなというふう

に私は認識しておりますけども、毅然とした態度

で臨んでいくんだと。これは単なる学校側の責任

じゃないですよと。今の時代、親御さんの、ある

いは地域のＰＴＡ挙げて、全体を挙げて今の教育

現場のありようを本来の姿に戻していくんだとい

うふうなことで、今回も早速被害届を出しますと

いうのか出したというのか、そこら辺だけ後でも

う一回はっきりさしていただきたいなというふう

に思います。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 木造住宅につきましても、

従来から屋根の改修でありますとか、あるいは集

会所の設置でありますとか、あるいは根太の改良

とか、そういう補修作業をやっております。今回

も特に屋根に関することですから、やはりほうっ

ておけないという部分がございますから、住宅を

－２２７－

管理する者として修繕を行うということでござい

ます。

○議長（薮野 勤君） 西坂教育指導部長。

○教育指導部長（西坂恭明君） ただいまの御質問

の中で、被害届を出したのかどうかということで

ございましたが、どの事案を指して御質問いただ

いているのかということがちょっと具体にわかっ

ておりません。教育委員会といたしましては、こ

の前申し上げましたように、関係機関の協力を得

るというスタンスで対応をしていくつもりでござ

います。（井原正太郎君「運動会」と呼ぶ）出し

ております。

ただ、最終的には、本人あるいは学校ともども

最終的な結論を出すということで、これはまた事

案、ケース・バイ・ケースにもよることと思いま

すので、その中に指導的な配慮ということも入る

可能性は十分あるということは御理解いただきた

いと、このように思います。

〔井原正太郎君「以上であります」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 他に質疑ございませんか。

小山君。

○２番（小山広明君） ２つほど質疑をしておきた

いと思いますが、先ほども質疑がありましたから

繰り返す答弁はいいんですが、議会の方でインタ

ーネットの関係の予算が上がっております。現在

はどうなっておる 現在もインターネットつな

がっとると思うんですが、新たに新しいものを入

れるのかどうか。

それから、先ほどの答弁で泉南市においては企

画と議会と２つだけで、あと環境の方はちょっと

はっきり答弁がなかったと思うんですが、思うと

いうようなことで、大阪府をメーンとして末端で

処理するから、単独のインターネット接続ではな

いというように聞こえたんですが、その辺の位置

づけとですね。

こういうもの、インターネットをやっていくと

いうことは、情報が簡単に収集できるということ

ですから、当然経費の節減に結びつくということ

がないとだめだと思うんですが、こういうように

これから資料がそういう電子でとれるということ

で、全体的にそういうことが進んでいくと思うん

ですが、その分で今まで情報をとっておった分が



要らなくなるわけです、そういう労力がですね。

そういうものをやっぱりきちっと精査をしてやら

ないと、どんどん入れて経費は下がらんわという

ことでは市民の批判もかわせないと思いますので、

その辺の入れることと、それによってどれぐらい

の財政効果があるのか。

それから、行政効果もありますね。今まではと

れなくていろいろ政策決定にも支障を来したのが、

政策決定にもやはり正確さなり敏速性が加わって、

より市民サービスがふえるという、そういう効果

もありますから、そういう点での評価をどうされ

るのかをお聞きをしておきたいと思います。

それから、もう１つは、今の住宅問題での議論

がありました。３００万の明細がきちっと報告さ

れてないんですが、多分これは高岸住宅のかわら

の取りかえで、市長も基本的なことだからほうっ

ておけないということで、維持管理をするという

御答弁がありましたから、これは微妙にいくと、

一遍にやらないために、どこからやるんかという

ことで、なかなか住民にとっては、本来的には一

遍にやらないかんとこと思いますよ、こういうか

わら的なことですからね。そういう点では全体的

な補修のスケジュールはきちっと示していかない

といけないし、どこからやるかについてもちゃん

とやはり客観的に、恣意的な思い、そういうこと

にならないようにきちっとした基準を示して、こ

の問題にどうするのかという……。

これも先ほどあったように、建てかえとなれば

それは壊すわけですから、むだになるという問題

がありますのと、それからもう１つは、払い下げ

となれば、それは当然払い下げを受ける方の１つ

の利益になるわけですから、むだになる率からい

えば払い下げる方がむだにならないと思いますの

で、その辺の投資に対する評価というのは、きち

っとしておいてもらわないといけない。

私からすれば、やはりこれだけ長い経過の中で

払い下げをするということを言ってきたわけです

から、これも払い下げをすれば今回の補修も生き

てくるわけですので、やはりこういう政策決定と

いうんか予算決定については、そういうシミュレ

ーションもちゃんとして、市民の理解のある予算

執行をしないといけないと思います。当然これは

－２２８－

当初予算で上がるべき予算だと私は思うんですが、

こういう補正で上がってくることもちょっと異例

ではないかなと思いますので、お聞きをしておき

たいと思います。

ほかのことも質問したいことはあるんですが、

ほかの議員がされるのではないかなと思いまして、

ほかは触れないでおきます。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 議員の御指摘のとおり、

木造住宅の改修については、高岸住宅を予定して

おるところでございます。高岸住宅の一番雨漏り

のひどい家について、２戸を予定しておるところ

でございます。

それと、当初から予算計上すべきだという御意

見ですけども、全体に相当古いんで、同じ程度に

古くなっておる部分がございます。また、これか

ら経年変化に伴いまして雨漏りもひどくなってく

る可能性もありますので、財政との打ち合わせの

中で今回補正をお願いしたところでございまして、

計画的な維持補修については努めていきたいとい

うのが今の現状でございます。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） インターネットに関す

る御質問でございますけども、庁内的に統一して

やるとなればインターネット関係の基盤整備とい

うんですか、いわゆるＬＡＮというんですか、そ

ういうふうな整備が必要ではないかと思っており

ます。

本市におきましては、今の庁舎的な、物理的な

制約がございまして、そういうふうな基盤的な制

約がございまして整備されてないという中で、今

のところ個別に具体の目的に合わした接続という

形しかとれないという現状がございます。そうい

う中で、先ほど申しましたように企画と今回議会、

そしてもう１つは環境の方で個別にインターネッ

トの接続ができる状況であるということでござい

ます。

今の本市におきましては、情報関係においては

統一的なことはまだこの程度でございまして、基

本的な電算システム、この点に関しましては現在

財務会計システムですね、電算システム、これの

構築が当面の課題であるというふうに認識してる



ところでございます。

〔小山広明君「現在もうやっとるでしょう、議

会。あれは試験的にやっとるんかな。もう１

台入れるの」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 質問しとることに答弁をま

とめてしてもらいたいんですが、現在議会事務局

に入っとると思うんですが、インターネット接続

ね。これ予算上がってますから、もう１台入れる

というのか。図書室でも入れて議員もとれるよう

にするのか、どういう計画なんですか。それはま

とめてしてください、何回もやるのはあれなんで。

そこがちょっと漏れとったんで、どういう設備に

なるのかね。

これは、電算室の話を持ち出しましたが、やは

り世の中が大きく変わって、企業はほとんどこう

いうインターネットも入れていろいろやっており

ますし、１つのキーがあれば、一遍とっておけば、

ためとけば、見たいものはまたそこで見れば、一

々プロパイダーですか、そこにつながなくてもい

いわけと思いますので、私も余りこういうことは、

今やりかけたとこですから詳しくは知りませんけ

ども、やはり全体的にこういうシステムを入れて

いく中で、これからの行政は随分変わってくると

思います。

そういう点で、出張しなくても本庁とのやりと

りも電子でやれるようになるかもわかりませんし、

そういうことも含めてこれだけの予算を投じるわ

けですから、やっぱりそういう全体的な精査をし

て、電算に余りなじみのない人にも、電算を入れ

ることの効果なり利点なりをちゃんと予算説明の

ときに私はしてもらいたいと思うんですね。そう

いうことをぜひお願いをしたい。

それから、山内さんの御答弁では、僕の質問に

は余りきちっと答えていただいてないと思うんで

すが、やはりそういう払い下げか建てかえかとい

う状況がある中で、この予算を投じるときに払い

下げになったらこうだと、建てかえになったらこ

うだという、執行効果というんか執行影響という

のを考えないといけないと思うんですね。

私がさっき言ったように、払い下げをすればそ

れはむだにならないわけですね。建てかえとなれ

－２２９－

ば、これは壊すわけでしょう。これから２戸で３

００万ですから、あそこは２０戸ぐらいあるんで

すか。そうすると、１つ１５０万ですから３，００

０万ぐらいかかるんですね。

これは、古いから屋根を直せばそれで済むとい

う問題じゃなしに、あなたは計画的に管理をして

いきたいということですから、きょうの提案のと

きに、これだけいろんなことが議論されてる問題

については、今後の補修は法律にも明記されとる

から、しなかったら逆に法律違反ということにな

ると思うんですが、それだけ重大な責任のある予

算の出し方については、もう少し現状のことも考

えて、ひとつ計画をここに示してもらいたいと思

うんですね。

市民かて、どこからやられるのかわからない、

あとの方はいつやられるのかわからない。明らか

に格差が出てくるわけですから。しかし、予定、

計画がきちっと出されればそれはそれなりの安心

もあるので、計画的に維持補修していきたいとい

うけど、今計画書はできてないんですか、この予

算を提案するに対しては。ないんであれば、やっ

ぱりそれはちゃんと議会にも市民にも示してもら

いたいと思うんですよ、こういう問題については。

どうなんですか。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） たまたま高岸住宅につ

いては所有権移転の訴訟が提起されておりますが、

公共施設の修繕に当たっては、払い下げを前提に

するとかそうでないとか、そういうシミュレーシ

ョンと申しますか、それを念頭に置いて我々は事

業をやるわけではございませんので、御理解いた

だきたいと思います。

それと、当然全体的に古いわけですから、全部

修理すべきということは、住民の方の要望として

上がっておりますが、予算のあることでございま

すので、一番効果的なと申しますか、一番古い部

分、これから修理をしていくということでござい

ます。将来的には当然きちっと全部、屋根に限ら

ず修理ができたらいいわけでございますけども、

これについては不公平にならないように、入居者

の皆さんに納得いただくような優先順位、これは

はっきりさせていきたいというふうに思っており



ます。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 抽象的な答弁だから、具体

的にどうしていくのか、全くわからないですね。

住民が納得するといったって、それは住民個々の

財産として住んどるわけですから、住民にどこか

ら先にやるかを決めてもらうといったら、それは

不可能ですよ。あなた方が客観的にきちっとどこ

からやる分という基準を示して、その中で恣意的

じゃなしに、きちっとそういう状況に合わして改

修計画を立てていくと。それを住民に全体的に示

して、そしてやるということなんですが、これは

やっぱりそういう市が行ってきた、先ほども触れ

ましたが、財政問題から市がこのままではパンク

するということで、市民全体の財産を払い下げす

る決定を議会の理解も得てやってきた行為がある

わけですからね、それをやはりきちっと処理をし

なくてきょうまで来たことが、今回の補修問題に

ついてもいろんな問題になり、すっきりした問題

処理ができない。

そういうことなんで、これは行政マンのレベル

ではなしに、理事者の政治家トップの向井市長が

この問題をやはりいろんな矛盾はあるけども、こ

うするんだという一日も早い解決をしないと、争

いばっかりしとったってだれも得しないわけです

から、そしてこうやって屋根が傷んでくればやは

り直さないかんと。こういういろんな矛盾がいろ

んなとこへ出てくるわけですので、市長、いろん

な今までの経緯があっても、市長の決断から時間

もたっておりますし、この問題は、基本的な問題

が解決しない限りいろんな矛盾が起きてくると私

は思います。

市長にはこういう視点で何回も質疑しておりま

すから、あえて答弁は求めませんけども、市長、

やはり決断するのはいつでもいいですよ。あっと

夜が明けたら突然いろんなことが急展開して解決

しておるということはいっぱいあるわけですから、

市長もこの状況をよく見ていただいて、わずか２

戸の住宅の改修で３００万、その後いっぱい問題

があるわけですから、屋根だけ直して済むことは

ないというのは市長もよく御存じだと思うので、

しかし今の裁判という流れに身を任したんではな

－２３０－

かなか解決がつかないという、そういうところか

ら総合的に考えて、一日も早く６万市民が安心し

て新しい課題に取り組めるような整理を私はして

いただきたいと強く思います。それは要望してお

きます。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 数点質問させていただき

ます。

９９ページ、小学校費、学校施設整備費で委託

料４５０万円ですか、これが何の委託料なのかと

いうことと、中学校費、幼稚園費に関しまして５

００万円、２００万円という形で補正予算が組ま

れているわけですけれども、どのような目的でこ

の予算を計上されてるのか。

それと、前回の一般質問でも指摘させていただ

きましたけれども、砂川駅前開発をめぐって不用

地が大量に発生して、市の財政圧迫を重ねている

ということもございまして、９７ページの和泉砂

川駅前地区再開発調査費ですね。これの、我々と

しましてはこれまでのような形ではなく、より慎

重な駅前開発をやっていただきたいという観点か

ら、議員各位が不安がってらっしゃる部分も極め

て多いようでございますので、事業部の方から我

々が納得いくようなアカウンタビリティーを持っ

て説明していただくということと、いろんな資料

が、我々も入手してない資料も結構あるみたいな

んで、できたらその辺のこの調査費に絡めて提出

できる、我々がまだ入手していない資料等の公開

もお願いしたい。その点、御説明をお願いいたし

ます。

○議長（薮野 勤君） 西坂教育指導部長。

○教育指導部長（西坂恭明君） 私の方から、一番

初めの部分の委託料４５０万の件を御説明させて

いただきます。

平成１４年度完成を目指して小学校にコンピュ

ーターの導入を考えておりますが来年度導入する

前の ４校に配置するわけですが、これの設計

委託料ということでございます。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 砂川駅前再開発事業、

これの委託料、いろんな調査を行っておりまして、

議会でも相当議論されまして、現在１億３，０００



万円ほどですか、の調査費を使用しておるわけで

ございますけども、これについては、期間が経過

したために、その都度その都度現状の調査をしな

ければならないという部分があった嫌いもござい

ます。また、区域の変更等もございましたし、ま

た社会的、経済的な状況も相当大きく変わってる

んで、調査としては基礎的な調査でございますの

で、今までの調査については当然有効であるとい

う認識を持っておるところでございます。

また、今回５００万円の再開発の推進の業務委

託という形で補正をお願いしてるわけでございま

すが、今現在ケースといたしまして、ケースの４

を改めたという東街区の部分、これについては大

半が公共施設の整備を含んでおる部分でございま

して、今回お願いしている部分につきましては、

この調査の主な目的といたしましては、東街区の

中でどれだけいわゆる公共施設、信樽線との接続、

また駅前広場、また砂川停車場線の拡幅の問題、

これらを府と協議もしなければいけません。また、

再開発の準備組合にも御説明をしなければいけま

せん。大きな公共施設の位置づけによって再開発

そのものも影響を受けるんではないかなというふ

うに思ってるところでございます。

また、市といたしましても相当の事業費の負担

があるわけでございますので、駅前再開発も慎重

に進めるとともに、公共施設の整備についても必

要不可欠なものであるという認識を持っておりま

すので、今回府との協議を主体とした、公共施設

をどのような形態にするのかという調査を行いた

いということで予算計上をお願いしているところ

でございます。

○議長（薮野 勤君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 御質問の中で、学

校・園の施設整備の関係でございますが、これに

つきましては需用費で、修繕費でございます。か

ねてから御心配をいただいております施設整備に

ついて、今回危険性のある教室等の扉やトイレの

環境衛生面を重点的な中身で補修、改善を行いた

いというふうに考えておりますので、どうかよろ

しく御理解賜りますようお願い申し上げます。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 学校関係からなんですけ

－２３１－

れども、一般的な御答弁でしたけれども、例えば

中学校、幼稚園ですね。どことかいうふうに指定

はございますんでしょうか。それとも全体的に押

しなべて、万遍なく分散して補修をするというこ

となんでしょうか、その点ちょっとお聞かせ願い

たい。

例えば、泉南中学校の場合だと、もう修繕費が

底をついて、ないというふうに報告を受けており

ますし、どの程度の補修になるのか。例えば、全

体の必要な修繕費の中で何割程度の補てんになる

のか、その辺はいかがなものか、御説明いただき

たいと思います。

それと、砂川駅前については、今回の調査費に

基づいて、砂川駅前の都市計画決定に絡んでどの

ような動きに今後なってくるのか。我々としまし

ては慎重を期して判断さしていただきたいと思い

ますので、今ケーススタディの４の改良というこ

とでございますが、その辺のもう少し細かい説明

をしていただければと思います。

○議長（薮野 勤君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 施設整備の関係で、

危険箇所とか申し上げております。

この中身では、例えば１つ例を挙げますと、理

科室とか家庭科教室、特別教室、そのあたりで例

えば危険な、火をいらうとか、そのあたりで非常

口なんかでその扉が使えないというような、そう

いう危険性のあるところを考えておりまして、こ

れは１つの例なんですが、それと、教室とかの出

入り口で、外れて倒れそうな部分とか、そのあた

りの危険性のあるところ、あるいはトイレでそう

いう関係面で非常にぐあいの悪いとこ、そのあた

りの整備を図っていきたい。

これは各幼・小・中、全部その箇所をどことど

ことをやるというように現在のところ申し上げら

れませんけれども、そのあたりの重点的な中身で

整備に当たっていきたいというふうに考えており

ます。

○議長（薮野 勤君） 曽木事業部参事。

○事業部参事（曽木輝二君） 私の方から、砂川駅

前地区の今地元の準備組合の総会に提示しており

ますケーススタディ（その４）の概要を御説明さ

せていただきます。



砂川駅前地区再開発事業は全体で⒊３ヘクター

ルを当初想定しておりましたけども、今の経済状

態ではなかなか進んでいかないという中で、コン

パクトにおさめるというような計画をしておりま

す。

それで、計画そのものは、今砂川駅停車場線か

ら大阪側のところ、旧ライフがあったところです

けども、そこを東街区と呼んでまして、そこの区

域が１万４，７００平方メートルぐらいの全体の面

積の中で、公共面積が１万７００平方メートル、

残りを再開発のビルの用地として約４，０００平方

メートルぐらいというような状況で、公共施設が

特に大きい再開発をやろうかなと考えております。

現状では、信達樽井線が市役所の方から駅のど

ん突きまで、それから線路沿いを砂川樫井線が一

丘の団地を抜けるような計画になっておりますけ

ども、これでは駅前広場を設置するのにちょっと

支障を来すというようなことで、その道路計画を

変えております。

駅前広場につきましては、砂川駅の前に約３，３

００平方メートルぐらいの駅前広場を設けると。

それで、砂川樫井線につきましては、今区域のと

ころから砂川岡中線を左へ折れまして、それから

ライフの裏を線路側へ上ると。それで、現在事業

を計画決定してる砂川樫井線の方と結んでいくと

いうような計画にしております。

それで、今後の事業スケジュールでございます

けども、今の準備組合に提示してる計画は、平成

１０年度内に都市計画決定をやって、平成１７年

度中の再開発事業の完成を目指しております。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 学校施設整備費、私が聞

いたのは、改善しなけりゃならない全体のどれぐ

らいの手当てになるのかですね。

それと、ここに予算計上されてる限り、きちっ

とした目的、用途があると思うんですよ。その点

について、どの学校をやるのかということをお聞

きしたつもりで、もしそうじゃなければ、ばらま

き的に個別に補てんしていくのか。その辺の判断

を聞いたんで、今であったら最初の答弁と全く同

じですので、全くわからないということでござい
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ますので、もう少し論点を整理した答弁をいただ

きたいと思います。

それと、砂川駅前開発も、これまで泉南市の駅

前開発はすべて失敗してきてる歴史でございまし

て、ただ南海線の岸和田駅とか すべてという

ことは取り消させていただきます。

○議長（薮野 勤君） 北出君に申し上げます。そ

の中で、計画中のもので失敗かどうであったかと

いうのは、本会議場の中で各自が判断されること

でありますけれども、まだ完成はいたしておりま

せんので。

○２１番（北出寧啓君） それで、ＪＲを見まして

も熊取駅とか日根野駅とか、南海本線を見まして

も泉佐野駅とか岸和田駅とか、駅前開発が展開さ

れておりまして、都市計画の中心になっておりま

す。残念ながら泉南市の場合は、まだ整然とした

駅前開発がされていませんので、今後明確に詳細

な計画を持った駅前開発をやっていただきたいと

思います。

ただ、もう少し、今の御説明も資料等が不足し

ていまして、できたらその資料を我々にいただき

たいと、その辺議長の方から要請をお願いいたし

ます。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 議会に対するアカウン

タビリティーも、これも大事というふうに認識い

たしますので、平面的な図面、当然これは準備組

合の総会にも御提示させていただいておりますの

で、この部分について昼から御配付させていただ

きたいというふうに思っております。

〔小山広明君「議長、議事進行で」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 本会議中に資料を出せとい

うのは、どんな資料かもわかりませんし、だから

それは本会議までに必要な書類は質問者がちゃん

ととっといてくださいよ。でないと、どんな資料

を請求してるんかわかりませんし、これ全部２６

人に配るものなのかよくわかりませんし、そら資

料はいっぱいありますけども、それはやっぱり議

会前に請求してもらうようにしてください。

○議長（薮野 勤君） 小山君の議事進行に対しま

して、適切に対応してまいります。金田教育総務



部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 学校整備について

の御質問でありますけれども、これについては当

初私どもが考えておりました内容では、学校・園

２４カ所ありまして、視野の中にはこれは全部入

っております。その中で予算をいただいた分とし

て、パーフェクトにいければいいんでありますけ

れども、そうもいかない面もありまして、しかし

ながら９０％の補修ができるのではないかという

ふうに考えております。９０％ほどは可能ではな

いかというふうに考えております。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） ９０％というのは修繕費

全部、泉南市の中・小・幼を全部賄われるんです

か。雨漏りとかすべて直るんですか、あと１０％

足せば。そしたらあと５０万円足せば ７００

万ですから７０万ですか、全部完了するんですか。

ちょっと答弁がわからない。

○議長（薮野 勤君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 失礼しました。私

の解釈違いでありました。学校整備そのものでは、

全体的には大規模も含めて非常なものがあり、ま

た修繕におきましてもたくさんメニューがござい

ます。その中で、この予算をいただきましたら、

今回の場合、今私がある程度想定している分が９

０％ぐらいは可能であるというふうに考えており

ます。

ただ、議員御質問の中身としましては、ちょっ

とパーセンテージは何％というようなことは、現

在のところ数字は持っておりませんけれども、事

業内容としてはたくさんございますので、少しで

も改善していきたいというふうに考えております。

○議長（薮野 勤君） 午後１時１０分まで休憩い

たします。

午前１１時５２分 休憩

午後 １時１７分 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

質疑を続行いたします。北出君。

○２１番（北出寧啓君） それでは、資料をいただ

きましたので、少し質問させていただきます。

ここに駅広と公共施設と道路、砂川樫井線との

－２３３－

連絡を含めた道路地図をいただきましたけれども、

今回の再開発等推進事業委託料というのは、この

点の道路、駅広、公共建造物のその位置づけを明

確にするということで委託料を計上されているの

でしょうか。

それから、このケースに従って、１、２階が核

テナント・専用店舗用、３、４階が駐車場という

形で、以前は駐車場がほかの地域ということを考

えられていたこともあるかと思うんですけども、

この駐車場が公益床として位置づけた場合、その

意義ですね。それと、投資に対する利益の還元年

数とか、その辺の位置づけを説明していただきた

い。

都市計画決定が平成１２年前後に行われるとい

うことと、ここではうかがわれるんですけれども、

都市計画決定に及んでは、当然地域住民の同意を

踏まえなければならないことだと思いますし、そ

の辺は当然、しこうしてしかるべき判断をされる

と思うんですけれども、平成１２年度再開発、都

市計画決定について、その辺の手続的な問題を御

説明いただきたい。

午前中、工事完了が平成１７年ということで、

この１７年の完了というのは組合の意向だと伺っ

ておりますけれども、その点についてもお聞かせ

願いたいと思います。

以上、お答え願います。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） ３点ほど御質問の内容

がございました。お答えをさせていただきたいと

思います。

まず、今回の委託料５００万円を計上している

主な目的ということでございますけども、議員御

指摘のように砂川樫井線、これについては鋭意事

業認可区域内の事業を進めておるわけでございま

して、いよいよ近い将来、２４年もかかっておる

わけでございますけども、部分的ではございます

が、開通のめどが立ってきたということでござい

まして、効果的な事業を進めるに当たって、道路

が砂川駅に隣接しなければ何の事業効果もないわ

けでございますので、今回事業認可を取っておる

終点の部分ですか、そのあたりから砂川駅前再開

発事業の東街区の区域内に接点を設けなければな



りません。

また、ＪＲの北一番踏切ですか、これの取りつ

けも協議をしなければなりません。また、府道で

あります砂川停車場線、これの費用負担なども含

めた大阪府との協議も進めなければなりません。

それについては、具体的な再開発事業の公共施設

のあり方、これについてきちっとしなければそれ

ぞれに対しても協議が進められないわけでござい

ますので、今回公共事業の位置とか線形とか広場

の面積、これも含めまして十分な専門的な調査を

行いたいということで、計上をお願いしておると

ころでございます。

それと、公益床の再開発ビルの３階、４階、こ

れについては駐車場を予定しておるところでござ

いまして、以前駐車場につきましては、平面的な

駐車場ということで民間にお願いするということ

でございましたが、いろんな組合員の方からの希

望もあり、また住宅の駐車場以外にも駅前に買い

物に来られる方の駐車場も確保する必要があると

いうことで、公益床として泉南市が３階、４階の

駐車場の床を保有いたしまして、入居者以外の方

にも 入居者といいますか、住宅の所有者以外

の買い物に来られた方に対しても、車の駐車でき

るスペースを供給する必要があるという公的な目

的のために保有をするということでございます。

それと、事業のスケジュール的な部分でござい

ますけども、平成１７年に完了するということで、

逆算いたしますと５年程度かかりますので、平成

１２年度に事業の都市計画決定をしなければなら

ないということで、平成９年度から年間のスケジ

ュール的な分が進んでおりますので、地元に対し

ても、また議会に対しても、準備組合に対しまし

てもオープンにしてるスケジュールでございます。

これについての変更は、今のところ協議しており

ません。泉南市といたしましては、それに従って

１２年度に都市計画決定を進めるという段階で、

今回の事前の調査をお願いしておるところでござ

います。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） ちょっと質問に対する答

弁が一部まだなかったと思うんですけれども、公

益床等に投下する投資額の回収をどういう年限で
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見てらっしゃるのかということなどもちょっとお

答えいただきたいんです。

それと、いつも、この間の問題がありますけれ

ども、泉南市の場合、６カ町村という形で、公共

道路の開発がみんな部分、部分で終わってしまっ

てると。こういう財政危機の中でまず優先道路を

決めると。それは第１に砂樫線であろうというふ

うに判断します。そのためには当然砂樫線が今度

大きな買収に入ると思うんですけども、その砂樫

線の公共性をより効果的に高めるためには、砂川

の駅広を含めて道路網の整備というのは、これは

もう当然であると。

ただ、問題が、例えばこの駅前広場の広さとか、

道路がこのようにあって、果たしてそれがいいの

かどうかと、その辺のことはまだまだ今後協議し

なきゃならないと思います。今回はその点につい

ての推進、委託料であるというふうに判断してる

わけですけれども、その点そうかどうか、答弁い

ただきたい。

それと、以前はこの公共施設がもともと和歌山

側であったと。それが、どういう事情かちょっと

よくわからないんですけど、できたら説明してい

ただきたいんですけれども、和歌山側が中止とい

う形で、公共施設はそれにかわって大阪側という

ふうになったと思うんですけども、もともとここ

の公共施設、今計画策定している施設は、各オー

ナーが別個に開発を考えていた用地じゃないかと

思うんですけども、それは例えばそのオーナーが

納得してるんかどうか。公共施設を建設するため

の同意がもらえてるのかどうか、あるいはその辺

の周辺を含めて、さっき言いましたように１２年

の都市計画決定のときに、当然それを地域住民の

全員の同意がなかったら強行することはないと思

うんですよね。その辺も含めてちょっとお答え願

いたい。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 先ほどの答弁で答弁漏

れがございました。

公益床、これについての投資効果は申しました

が、回収に当たってのめどがあるのかというお話

でございましたが、公益床の３階、４階部分の駐

車場、これについては公的に管理を行って運営を



するということでございまして、まだ具体的にど

れだけの駐車料金にするとか、そこらの部分につ

いては検討を加えていないというのが現状でござ

います。できるだけ経費が安いというんですか、

経費を削減した状況での駐車場管理、これはやっ

ていきたいと思います。

それから、還元の問題ですけども、どれだけの

期間で元を取るというとこまではまだ積算はいた

しておりません。トータル的な駅再開発ビルの事

業がどのぐらいになるかというのは、具体的に設

計の段階に入っておりませんので、その時点には

はっきりさせたいというふうに思っているところ

でございます。

それと、いろいろ変遷があるわけなんですけど

も、今回東街区になったと申しますか、西街区の

方から広場が移行したということでございますけ

ども、この場合、西街区の大口の権利者の方の強

硬な反対があったということで、トータル的には

成り立たない状況でございましたので、これは役

所が決めたことではございません。理事会を何遍

も開いて、総会の同意も得て、東街区の方でまと

まりができるんではないかなという判断のもとに

計画を立てておるところでございます。

この中にも反対の権利者の方もおられますが、

できるだけ具体的な事業の説明をして、１００％

に近い形での権利者の同意を得て事業を進めたい

という気持ちは持っているところでございます。

○議長（薮野 勤君） 曽木事業部参事。

○事業部参事（曽木輝二君） 今の部長答弁の中で

ちょっとつけ加えるとこがありますので、つけ加

えさせてもらいます。

今回、駅前広場が前回の位置から動いたことに

つきましては、昨年度の準備組合の総会で一応諮

りまして、先ほど申された権利者の方の反対の意

見も受けました。その意見も踏まえた上で、意向

調査の中で全体の道路計画、駅前広場の計画を再

度見直していこうじゃないかというような意向調

査の結果のもとに、今回見直しを図ったもので、

反対があったからすべて移行したというものでは

ありませんで、組合全体の意向、全体の配置計画

の見直しを図ってほしいというような意向を受け

た上での変更でございますので、よろしくお願い

－２３５－

いたします。

〔北出寧啓君「議長、答弁漏れ。もう一回答弁。

いいですか、議長」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） だから、申しましたよう

に駅前広場とこの道路網の整備ですね。これが、

砂樫線の公共性をより高めるために優先的にまず

ここをやらなきゃならないんじゃないかと。これ

まで旧来の泉南市の道路開発というのは、６カ町

村のそういう枠もありましたし、部分的、部分的

に処理してたけれども、やっぱり財政を含めて砂

樫線をまずやると、それで駅前広場開発をやると、

それから信樽線へ行くということで基本的に考え

てるんでしょうかという話を、今それに答えてく

ださいと言ったわけですから、それに対して答弁

をお願いします。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 申しわけありません。

大きな事業を抱えておるわけでございまして、ど

れから優先的にやるかということは、大変重要な

ことであるというふうに認識しております。先ほ

ど議員が申された砂樫は、これは当然二十何年間

手がけている部分でございまして、これと駅前の

広場とを効果的につなぐことによって、またそれ

から事業認可を取ってる部分の信達樽井線、これ

の延長も考えまして、段階的に大きな事業に取り

組んでいるということでございます。

○議長（薮野 勤君） 真砂君。

○１２番（真砂 満君） それでは、北出議員の関

連で若干質問させていただきます。教育委員会の

関係だけに絞ってさせていただきますので、よろ

しくお願いをいたします。

まず１点目は、設計費の関係でございますが、

先ほどの御答弁で、平成１４年度実施を目指して

コンピューターの導入に関する設計委託料だとい

うことでございますけれども、これは４校分なん

ですよね。残りの小学校は１１校ですから、残り

の分はどうなってるのか。実施年度は全校一斉に

されるのかどうか、そのあたりお聞かせをいただ

きたいというふうに思います。

それと、修繕費の関係でございますけれども、

ちょっと先ほどの答弁で聞いてましても非常にわ



かりにくいというか、理解がしづらかったわけな

んですけども、基本的にはこの厳しい財政の中で

予算を捻出したということは、一定理解をするわ

けでございますけれども、あくまでこれは補正予

算でございますから、今さっきの金田部長の御答

弁を聞いてますと、非常口の部分がつぶれてる、

また出口がつぶれてると。これは急につぶれたわ

けではないわけでありまして、本来は当初予算の

中できちっと予算取りをして、しなくてはいけな

い問題と、これは当然の話だというふうに思いま

す。

しかし、さきにも言いましたように、非常に厳

しい財政の折の中で認められなかったということ

は、教育委員会としても非常に胸が痛い思いの中

で今日まで過ごされてきたことだろうというふう

に思うわけですけれども、ただ今回小学校で７０

０、中学校で５００、幼稚園で２００、それぞれ

の修繕費を計上されておりますけれども、果たし

て現場サイドから上がってきてる 一説により

ますと３００項目にわたる要望が出てるそうであ

りますけれども、果たしてこれだけの金額でその

要望なり改善がされるのかどうかというふうに考

えますと、甚だ疑問であります。部長の答弁では

８割とか９割とかいうようなお話でございますけ

れども、どう考えてもこの程度の金額で解消する

道理はないというふうに思うんです。

私も学校現場を何カ所か見させていただきまし

たけども、それはこの本会議場の中でもいろいろ

言われてますように、ひどい状態であります。そ

のあたり、教育委員会として今回補正を上げられ

てますけども、この金額を積み上げたときの根拠

ですね。そのあたりどうなってるんか、もう少し

具体というか明らかにしてほしいなというふうに

思います。

その２点、よろしくお願いします。

○議長（薮野 勤君） 西坂教育指導部長。

○教育指導部長（西坂恭明君） コンピューター関

係について私の方から御答弁させていただきます。

新しい指導要領が始まります２００２年までに

小学校にコンピューターを設置するということで

計画してきたわけですけども、１１校すべて同じ

年にスタートということについては大変しんどい

－２３６－

部分もございまして、３年計画で４校、４校、３

校ということで、１４年度の夏休みを使った工事

で完成を見るという段取りでございます。

○議長（薮野 勤君） 津野教育総務部参事。

○教育総務部参事兼教育総務課長（津野和也君）

学校関係の修繕費について御答弁申し上げます。

学校関係の修繕費につきましては、私どもとい

たしましても、現場から三百数項目の修繕要望が

出ておるのは十分認識をいたしております。ただ、

この３００項目の要望事項をすべて解消していく

のには、早く言えば計算、ちょっと今の時点では

不可能なぐらいの数字でございます。

そういう意味も含めまして、特に私といたしま

しては、担当課長としては、やはり一番子供が教

室の中でおるような状況の中で、震災等が起きた

ときにガラス等が倒れてきたりとか、そしてまた

児童課長等もしておりました関係上、Ｏ－１５７

のああいう関係がありまして、衛生面については

特に重点的にやっていきたいという考え方をもち

まして、財政課の方に要望してきたところでござ

います。

そして、金額につきましては、従前でしたら改

修等につきましては夏休みを中心的にやってまい

りましたが、現実的に学校を開いておる関係上、

修繕できる時期というのが限定されてまいります。

それも早く言えば春休み数日、それに日曜日、そ

ういう状況の中で考えていきますと、本当に危険

箇所で短期間にできるものしかできないという最

終的な判断をもちまして、今回そういう金額を要

求をさせていただいたところでございます。

そういうことで、私どもとして残された期間を

含め、今できる事業としてこれが限度だろうとい

う考え方で財政課の方に要望したところでござい

ます。ですから、私どももこの金額だけですべて

のものができるとは絶対に思っておりませんし、

あと残ってる部分の方が多く残っておるというの

は十分認識をいたしておりますし、その部分につ

きましては、今後も財政課なりに要求は続けてま

いりたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

○議長（薮野 勤君） 真砂君。

○１２番（真砂 満君） １点目のコンピューター



の関係ですけども、３年計画でされるということ

でございます。

ただ、問題になってくるのは、そしたらどこの

学校から始めるんやということになってくるとい

うふうに思います。多分、今の段階で決定はされ

てないのかなというふうに思いますけども、その

辺はどの学校ということになるとやっぱりいろい

ろ出てきますんで、そのあたりは十分検討しなが

ら進めていただきたいなというふうに思います。

それと、修繕の関係でございますけれども、今

津野参事の方から御答弁いただきましたように、

確かにおっしゃることはよくわかります。ただ、

基本的にはやはりこれは補正になじむものではな

いと、この辺だけはきちっと財政当局も含めて申

しておきたいなというふうに思うわけであります。

ただ、参事の方から発言がありましたように、

やはり夏休み期間中、工事しようとすれば一定の

期間等がありますから、今の時期に補正を上げて

修繕するにしても、ほんまの小さな規模というか、

補修程度のものでしかないなというふうに思いま

す。

今、御答弁の中でありましたように、大半修理

ができないということが明らかになりましたので、

この辺は財政当局としてどうなんでしょうか。現

場サイドから要求があったときに、きちっと対応

ができるんかどうかですね。当初予算、ことしの

場合、非常に厳しい予算組みをしたということは

一定理解をしますけれども、やはり現状を正しく

見ていただきたいなあというふうに思います。

特に役所の仕事でございますから、学校という

場所柄を考えますと、例えば災害があったら避難

場所ということで、イの一番に学校の方に退避す

るわけです。その場所が一番危ないということに

なると、何をか言わんやということになってくる

わけでありますから、そのあたり財政当局はどう

なんでしょうか。教育委員会関係のそういう補修

関係についての要望ということの理解度は、どん

な程度なんですか。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 学校施設関係につきま

して、かなり施設自体が老朽化してるという中で、

その改修等の必要性は十分認識しております。今

－２３７－

年度の当初予算につきましては、かなり厳しい中

で、教育委員会だけでなしに、ほかの部分も含め

ましていろいろと御不便をおかけしてるところで

ございます。

そういう中で、６月議会の中で一定の論議があ

った中で、今年度とにかく補修的に対応できる部

分につきまして、今回補正を組ましていただいた

ということでございまして、先ほど教育の参事も

答弁してございましたように、当面の改修項目、

３００項目等々は十分認識してるところでござい

ますけれども、限られた今年度のあと残された期

間の中で対応できる部分、そういうことも勘案し

た中で今回の補正も組ましていただいたというこ

とでございますので、その点御理解をお願いした

いと思います。

○議長（薮野 勤君） 真砂君。

○１２番（真砂 満君） 状況的には非常に理解は

できるんですけども、もう１点だけ指摘をしてお

きたいなと思うんです。

今、金田部長の方から北出議員に対して御答弁

がございましたけども、例えば非常口の部分が壊

れてると。いろいろ報告を聞いてますと、例えば

火災報知機が機能していないというようなことが

あるわけですね。こんなんは、公共施設でそうい

うことが許されるんでしょうか。

この辺はちょっと消防長にお聞きをしたいと思

うんですけども、実際民間でありましたら、当然

そこは改善命令をきちっと出して指導するわけで

すね。それが役所の仕事なんで、当然だと思うん

です。それはきちっとしていただかないかんわけ

なんですけども、実際自分ら、指導する側の足元

がそういうことで、ほんとに民間あたりを指導で

きるのかというたら、なかなか説得力がなくなっ

てくるんですね。そこを優先順位として、金がな

かろうが、やっぱりきちっとやらさないかんと思

うんですよ。

それは財政当局もきちっと認めていかなあかん

というふうに思うんですけども、ちょっと法律的

によくわかりませんので、消防長、そのあたりは

どうなんですか。

○議長（薮野 勤君） 小川消防長。

○消防長（小川眞弘君） 消防といたしましては、



議員おっしゃるとおりでございまして、一応我々

といたしましても、公共施設に対しましても立入

検査を行います。その結果、不備、欠陥がござい

ましたら、指示書をもって初めは指導いたしまし

て、それがだんだん効力というんですか、長い間

放置しておきますと、だんだん命令という形で、

最終的には告発ということになってくるわけでご

ざいます。できましたら、それまでの間に設置し

ていただきたいというのが実情でございまして、

民間の企業でございましても一緒でございまして、

段階的に踏んでいって告発ということになってく

るわけでございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） ほかにございませんか。

松本君。

○６番（松本雪美君） それでは、質問させてもら

います。

公園管理の部分で草刈りの補正予算が出てたと

思うんですが、都市計画費ですね。それで、俵池

の草刈りなんかも、除草も実施されるのかどうか。

私もたまにあの辺へ行って朝のウォーキングを

するんですが、草ぼうぼうで大変ですわ。それこ

そ畳の目になってる、レンガ敷きになってる、ブ

ロック敷きになってる部分のそのすき間、詰めた

すき間から草が生えてきて、早いうちに抜き取れ

ば大きくならないで済むし、浮いてくることもな

いだろうと思うんですが、すごくたくさんの草が

そういう目地の中にも生えてきて、それでもちろ

ん最初は国体のソフトの練習会場に使われたとい

うことで、当時はたくさん花も植えられてきれい

だったのが、今はもう草ぼうぼうで、花の時期が

来ても草の中にまみれて、残った種が芽を出して

花を咲かせると。それが済むともう草ぼうぼうで、

また半年、小一年、それも整理されないまま、除

草されないまま、せっかくいい施設がそういう状

況になってるということで、これは俵池だけでは

なくて、泉南市内の公園どの部分にも共通する問

題じゃないかと思うので、これぐらいの予算でい

けるかどうかということをお聞かせください。

それから、教育の学校施設の整備費ということ

で、ずっと論議になりましたけれども、この論議

の中で今も真砂議員から出てたのは、消防関係な
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んかででも、火災報知機が壊れてるという話もあ

りましたけど、例えば信達幼稚園では倉庫がわり

にしてるところにプロパンガスを置いてると。こ

れはいつも消防の方からの点検で指摘されて、結

局物置がないからこういうことになってるんだと

いう園の先生のお話でした。

だから、そういう不備な部分、ほんとに１つ問

題が起これば大変なことになるような、そういう

緊急な問題として私はとらえたんですが、そうで

ないということもあってか、ようわかりませんけ

れども、放置されたままになってる部分があると

いうこととかね。

それから、あと鳴二小学校なんかやったら消火

管のところで漏水があって、その修繕のお願いを

してもだめとか、西信中なんかやったら理科室の

中のガス漏れ、この修理もお願いしてるとか、信

中なんかでも理科室や便所の排水なんかが結局ち

ゃんとできないために、実験はできないし、清掃

時にもお便所の掃除もできないという、そんな状

況もあるということですね。

それから、西信小学校やったら２階のトイレの

水が１階に漏れて掃除ができないとか、そんなこ

ともありますし、至るところでほんとに今緊急に

やらなならんというところがたくさん出てるので、

私はこの予算で大丈夫かどうかというのがすごく

心配なんです。

それで、東小学校なんかも、学校の屋上の部分

にコーティングというんですか、今回そういう大

規模に修理をされましたけれども、今も雄信小学

校を見せていただいたら、草ぼうぼうに生えて、

草が幾つも生えて、草を抜き取るのが怖い、雨漏

りで怖いと、これを抜き取ったらまた雨が漏って

くるんじゃないかというので、ゴムの中に流した、

古くなったぼこぼこになったところに根を張って、

どんどん雨のときの浸食があって雨漏りを起こし

てると。

こういう状況はほっとけばほっとくほど大修理

をせんといけないし、お金がたくさんかかる。こ

ういうことをしっかりと確認されてるにもかかわ

らず放置されてるということは、私は問題だと思

うので、こういう改修の問題についても、しっか

りと方向づけをしてほしいと私は思うんです。学



校の大規模の改修の問題としてお願いします。

それから、駅前の問題ではせっかく せっか

くというよりか、こういう図面が今も配られまし

たけれども、その図面の中にでもはっきりしてま

すように、再開発区域の中の計画図はできていま

すが、その周辺の問題として踏切の対策なんかも

何も表にきちっとした形で方向づけもされてない

というのは、私は大きな問題だと思うんですね。

やっぱり周辺で住む人、ここを利用する人、駅

前を通る人が、安全で便利なようなまちづくりを

進めてほしいという、そういう思いがこの中には

ないと思うんですよ。だから、そういう周辺の部

分も含めてちゃんとやっていかねばならないとい

うことは指摘をさしてもらいたいと思いますし、

考え方を知らしてください。

それから、もう１点は、道路部分ですが、この

図面を見せていただいたり、今までの論議の中で

も幾つか答えていただいてますが、公共施設管理

者負担金というので２６億８，９００万の数字とし

て、道路整備をするために必要な費用がこの中に

数字としてあらわされてるんですが、その財源の

内訳を聞かしてもらったときには、府道砂川駅停

車場線ですか、その府道の位置づけが、府道があ

るのにもかかわらず開発区域の中やから今度の再

開発の中に組み込んでこれを整備するとおっしゃ

ってましたが、府道であるにもかかわらずそこに

府費が組み込まれていないような答弁が駅前の委

員会の中でもあったように思うんです。

その辺、府道としてきちっとした位置づけで整

備をする場合、府の持ち分ですね、府の補助とし

て出てくる、府費として出てくる部分の金額も聞

かしてほしいし、なぜそういう形のものにならな

いのかということも聞かしてほしいと思います。

それから、もう１つは、今度の再開発計画の中

で大きな土地や建物を持っておられる権利者の方

がいるんですが、その方が今度再開発ビルの中に

権利変換を受けた場合、どの程度の権利変換にな

るのか。

この今配られたものを見てみましても、地下１

階から１３階までで、１階、２階がお店で、３階、

４階が駐車場、それから１３階までは住宅やと、

こういうことですけれども、駐車場は泉南市が買

－２３９－

うと、全部負担するんだと、こういうふうに今ま

でからの論議ではっきりしてますが、そこは抜い

て、それで権利変換を行う部分の、その変換を受

ける一番大きな権利者の方の状況、全体からいえ

ばどの程度 保留床の処分の分は除いてくださ

いよ。権利変換を受ける部分の何割ぐらいの部分

を権利変換を受けるのか。

その数点にわたってお答えしていただきたいと

思います。

○議長（薮野 勤君） 池上道路課長。

○事業部道路公園課長（池上安夫君） 道路公園課

の方から、俵池公園の管理の問題につきましてお

答えをいたします。

俵池だけじゃなくて、私どもで管理いたしてお

ります公園施設につきましては、市内に開設都市

公園で８１カ所、それからその他チビッコ広場等

で十数カ所ございます。それぞれ年間の管理計画

を立てまして対応しておるところでございますけ

ども、特に俵池公園の除草等につきましては年２

回やっております。

除草の問題につきましては、草刈りの問題につ

きましては、天候によく左右されます。特にこと

しは雨が多くて、この辺の需要が非常に多かった

というのも事実です。私も俵池公園はしょっちゅ

う管理、パトロールに行っておるんですけども、

なかなか限られた予算の中で満足のいくようなこ

とができるかというと、ちょっと難しい面もござ

いますが、なるだけ効率的に対応をしていきたい

と思っております。

それから、公園の施設の中にいろんな施設がご

ざいまして、駐車場につきましても、雨のときは

非常にぬかるんでいろいろ御迷惑をかけておると

いうことで、ことしは駐車場につきましては、舗

装を今年度の事業で予定をいたしております。で

すから、駐車場部分につきましては、草の問題は

解決すると思っております。

あと、中の問題につきましては、今後とも適正

管理に努めたいと思っておりますので、よろしく

お願いをいたします。

○議長（薮野 勤君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 学校・園の施設に

ついてお答え申し上げます。



御指摘されておりますように、修繕項目として

は約３００項目ございます。それにつきましては、

十分認識させていただいてるところでございます。

そんな中で、今回、危険箇所とか衛生面、そうい

うあたりでの補修を行いたいということでやって

まいりたいということでございますが、これにつ

きましては、当然項目としてはたくさん課題が残

っておりますので、できるだけ１つでも改修に向

けて努力してまいりたい。

そして、これにつきましては市教委サイドでこ

ことこことやるんだというようなことではなしに、

学校現場の意見も聞いた中で、そのあたりの意見

も吸収した中で、その補修に当たっていきたいと

いうふうに考えておりますので、どうかよろしく

お願い申し上げます。

○議長（薮野 勤君） 曽木事業部参事。

○事業部参事（曽木輝二君） 私の方から、砂川駅

周辺に関する質問に対して御答弁させていただき

ます。

今、砂川駅の上下を結ぶために狭い踏切があり

ます。ここについては当然広げていかなければな

らない。それと、駅上につきましても、当然整備

の必要は感じております。しかしながら、今の経

済情勢の中で、できる範囲はどこかというふうな

ことで絞っていったら それと、ここ十数年、

砂川の再開発につきましては、地元の権利者を巻

き込んで準備組合の立ち上げをしまして事業化に

向けてやっておりますので、当然今の再開発のエ

リアの方から整備していかざるを得ないというふ

うな状況でございます。

それと、府道の砂川駅停車場線の整備費につき

まして、今の資金計画では市の方で持ち出しにな

ってるではないかというような質問でございまし

たけども、これについては平成７年当時でござい

ますけども、砂川駅の再開発区域⒊３ヘクタール

全体をやるとき、旧の泉佐野岩出線の方からこの

再開発区域への導入路、それから今の区域と交番

との間の整備、ここらも踏まえまして大阪府の方

と、それと再開発区域内の道路整備でございます

けども、これについて整備計画を立てまして、そ

の費用負担区分につきましても協議した経過がご

ざいます。その整備計画の中では、現在整備予定

－２４０－

の区間につきましては、泉南市で持つというよう

な協議をいたしております。

しかしながら、現在の計画は大分縮小してきて

おります。それと、先ほど申しましたような岩出

線への接続の道路、これについていつになるかわ

からないというような状況の中、これについては

今委託にかける中で、いろいろと資料も提供する

ためにその委託をかけまして、今後府の道路担当

課の方とも十分にその費用負担区分については協

議していく必要があると思っております。

それと、砂川駅の今の計画の中で、大権利者の

方の権利変換はどうなるのかというようなことで

ございますけども、あくまでもこれは権利変換の

モデルとしてうちが試算したものでございます。

（松本雪美君「パーセントで答えて。割合で」と

呼ぶ）

パーセンテージはちょっと数字的に出せません

ので、一応核店舗、１階、２階に３，９００平方メ

ートルほど計画しておりますけども、これのすべ

てを取っていただくと。それから、専門店につき

まして７９６平米程度を考えておりますけども、

そのうちの１７５平米程度を取っていただくと。

業務として一応医療関係、その他事務所関係がご

ざいますけども、そのうち３８０平米程度の計画

の中で１７５平米を取っていただくと。それと、

住宅につきましても４０戸から４１戸について大

権利者の方で取ってもらうというような権利変換

のモデルとして作成してきております。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） それでは、最初の学校施設

の問題ですけれども、先ほどちょっと一言つけ加

えたらよかったんですが、例えば直接学校の施設

そのものでなくて、西信達幼稚園なんかは進入路

を全面的に舗装してほしいというような要望があ

るから、これは学校の費用以外のところの道路課

なんかでもできるものじゃないかなと私は思って

たんで、その辺は今後検討課題にちょっと意見を

言うときますので、お願いしときます。

それから、雄信幼稚園なんかでも修理してもら

いましたけど、ああいう遊具ですね。遊具なんか

は幼稚園なんかでは絶対大事な道具ですから、や



らなあかんということで、すぐに修理もしていた

だいたようですが、鳴滝幼稚園なんかも遊具がす

ごくさびがいってて大変だというのが、見せてい

ただいた３００項目の中の一部に出てましたから、

こういうのはお金もそんなにかかるものではない

でしょうから、絶対にすぐにやってほしいなと思

います。

ずっとこの間、こういう教育施設の論議さして

もらってきたんですけれども、やっぱりこれは、

１つは教育の施設整備の予算というのがどんどん

削られて、今までの論議の中でもずっとあったん

ですが、９５年から９８年、向井市長が誕生して

からは１億４，０００万しか使っていないと。しか

し、その前の４年間、その前の４年間、ずっと見

てみたら、平島さんのときには４億円以上のもの

が使われてたりね。２期にわたってそうだったし、

その前のときは９億円、大方１０億円近いものが

使われてたと。

そういうふうに、もう３０年もたつような学校

施設がどんどん老朽化して当たり前ですから、新

しく建つところも１年、２年、１０年と、そうい

う単位でどんどん償却していくわけですから、そ

れを復活させる意味での予算は、どんなことがあ

っても毎年系統的につけていかなければ守れない

と思うんですよ、学校施設そのものがね。プール

なんかもどんどんもう古くなってきてますしね。

そういう意味で、私は今後このまま、今のまま

でわずかの改修費でお茶を濁すんでなくて、これ

からの計画、きちっとした対策を立てるべきだと、

こう思って質問を何度かさせていただいたんです

が、今後この補正予算でそういうことがきちっと

表明されるのかと思ったらそうではありませんし、

その辺、市長はどう考えておるられのか、市長に

きちっとした対応策をお答えいただければなあと、

こういうふうに思ってます。

それからあと、駅前の問題では、先ほどの曽木

さんの中身で、もし府道が府道として整備された

ら、この駅前停車場線ですね。この道路整備をす

るときにどれくらい府費ということで出るのか。

ちょっとその辺は額を示していただきたいなと思

うんですよ。

それから、先ほどの大権利者の方の権利変換分

－２４１－

が大体報告されたんですけれども、私がちょっと、

電卓をきょう持ってきたんでざっと計算してみま

したら、大体８割超えてますよね。この再開発ビ

ルの中でその大権利者の方が占める床ですね。

そういう状況が、先ほどの曽木さんの方の言っ

ていただいた、権利変換を受けるべく専門店、核

店舗、それからビルの中の業務用の床、それから

住宅ね。住宅は４１戸ということで、これはあく

までも想定ということでしたが、権利変換をとい

うことで権利変換される住宅、９９戸のうち４１

戸が大権利者の人のところへ、想定ですが、そう

いうような数字が算出されると、こういうことで

すから、私はとても６８億円という多額の 多

額というんか、段階的整備ということで縮小され

た計画であったとしても、今までの論議でも明ら

かなように、泉南市の負担というのは２７億円を

超える負担をせねばならないと。今の財政の困難

な時期にこういうことが前に進められると、泉南

市の財政はどうなるのかということがすごく心配

なので、その点について財政を担当される方に御

意見を伺いたいなと、こういうふうに思うんです

が、いかがでしょうか。

○議長（薮野 勤君） 曽木事業部参事。

○事業部参事（曽木輝二君） まず１点、この事業

試算をするために、従前と従後の権利を同等に扱

っていったらなかなか事業が進まないということ

で、大権利者の方から土地について２０％、それ

から建物について７．５％の権利放棄をしていただ

いてる。これだけつけ加えときます。

それと、砂川駅停車場線の府道部分に係る府補

助金というか、今市の方が見てる金額でございま

すけども、２億３，５００万円程度が府道砂川駅停

車場線に係る市負担分でございます。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 教育施設の改修並びに

修繕につきましては、効率的な運営と申しますか、

効果的な処置がとれますように、今後とも教育委

員会と連携を密にしながら、対応を進めてまいり

たいと思っております。

それと、砂川駅前再開発の資金計画につきまし

ては、今後の長期的な各プロジェクトとあわせま

して、一定の資金計画を組み込んでるところでご



ざいます。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） ごく簡単にお答えいただい

たんですが、資金計画を組むとおっしゃいました

が、財源はどこから捻出されるおつもりでしょう

か。砂川駅前再開発の２７億円の負担分ですね。

それは簡単に言葉や数字合わせでは済まない現実

の問題としてどう考えておられるのか、その辺を

聞きたいので質問さしていただいてるんで、答え

ていただきたいんです。

それから、教育施設の改修をせねばならない問

題ですが、これも合理的にというようなことです

けれど、現実に今のこの状況を見たとき、しかも

平成９年から 前に空調設備など設置をせねば

ならないということもあって、各学校の整備の方

向というんですか、それが一覧表になって示され

たので、あ、これでよかったなと平成８年のとき

は思ったんですよ。

ところが、平成９年になったら全くそれが実施

されなかった。９、１０、１１、大規模改修もほ

とんど計画どおりに見合ったことはやられてない

わけですから、もちろん保健室に空調設備がない

ために、子供たちが体の調子が悪いから休憩をせ

ねばならないときでも、本当に暑い中で、子供た

ちを休めてあげる場所ですらきちっと整備されて

いない。

それから、職員室なんかでも扇風機で暑さをし

のいでと、こういうふうなことも対応策としてあ

るんでしょうが、先生らの方にとったら、扇風機

がどんどん回ってるところで、机の上の書類が全

部飛んでしもて、それこそ落ちついて準備もでき

ないじゃないかというような苦情もたくさんあっ

て、きちっとした整備をしてほしいということで、

今まで皆さんの要望を受けてきた中でこういう計

画図が示された。

これはあなたたちがつくったものですよ。それ

が実施されてこなかったわけですから、今の学校

施設のぼろぼろになった校舎、今後これをどうし

ていくのかということをきちっと年次的に計画を

立てて、それを方向づけて、そして実施していく

という方針、それをどんなふうに持っておられる

のか、その辺もお願いしてるんですが、答えてい

－２４２－

ただけないので、その辺についてどうですか。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 砂川駅前再開発の議員

御指摘の２７億の中身でございますが、このうち

一般財源につきましては約８億程度、あとは起債

という形での対応を考えているところでございま

す。

それと、学校施設の関係でございますが、今年

度も厳しい中、大規模改修を含めまして一定の予

算措置をとらしてもらってるところでございます。

議員御指摘のように、一定程度、今後とも改修は

必要だと思っておりますし、その対応につきまし

ては、今後とも教育委員会と連携をしながら効果

的に進めてまいりたいと思っております。

○議長（薮野 勤君） 松本君、まとめてください。

○６番（松本雪美君） 何遍質問してもちゃんとし

たお答えいただけないので、もう私ほんとに……。

さっきも一般財源と起債だとおっしゃったんです

が、そうすると、その財源の内訳で起債はどの程

度見ておられるのか。今の平成１０年度の決算で

６，７００万も赤字になるくらい大変な状況で、泉

南市の決算の状況を見ても大変な状況だというこ

とはもう明らかなように、その辺でその起債をど

の程度見られるのか。起債発行高、公債発行高、

それが安全圏内で落ちつくのかどうか、きちっと

した数値をもって答えていただけますか。

それから、学校施設の問題は、大規模改修を含

めてどうされるのか。今後の対応として、今のわ

ずか１，４００万ですか、そんなだけで今皆さんか

らも指摘されたように、この３００項目に及ぶよ

うな改修、修繕ができるのかどうか。それはでき

ないのは明らかなわけで、やりますというんです

が、こんな少ない額で実際対応できないでしょう。

大規模改修も含めてやるんなら、何年計画でどう

いうふうにして進めていくんかということをちゃ

んとお答えしてほしいんですよ。

○議長（薮野 勤君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 学校施設の整備に

おきましては、先ほども申し上げましたように、

修繕項目においては約３００項目ございます。こ

れはこれで、残ってる修繕の方が多いわけであり

まして、引き続きこれにつきましては努力してま



いりたい。

そして、学校設備は特に市民の避難場所にも位

置づけられておりまして、この点は十分認識いた

しております。

そして、大規模改修というあたりでは、これは

年次的に、財政当局とも相談させてもらいながら

努力してまいりたいというふうに考えております。

どうかよろしくお願いいたします。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 今後、駅前再開発等に

起債を充てていくとすれば、公債費負担比率等、

大丈夫なのかというふうな御質問でございました

が、これは中期的財政展望の中でもお示ししてご

ざいますが、平成元年から投資的経費は三十数億、

また５年、７年、８年では六十数億という形で推

移してきておりましたが、これにつきましては、

１０年、１１年については２０億以内という形で

推移してきてございます。

今後も各主要なプロジェクトは計画しておりま

すが、それのスケジュール的なものを十分見きわ

めながら、できるだけ議員御指摘のような心配が

起こらないような財政運営に心がけてまいりたい

と思ってるところでございますし、今のところそ

の財政予測でいきますと、一定程度、この二、三

年はかなり１６～１７％という形で推移しますが、

その後の上昇というのは、今後の計画的な運営で

あれば、率的にはペースダウンという形を考えて

いるところでございます。

○議長（薮野 勤君） ほかにありませんか。

〔松本雪美君「ちょっと待ってください。もう

あと一言ね」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 回数が過ぎております。松

本君。

○６番（松本雪美君） 何遍も私の思いを答えてい

ただけないからこういう結果になるんやから、ち

ゃんと答えていただきたいんですよ。もう終わり

にしときますけど、あなたたちが示してる中期的

財政展望の、平成１１年６月、ことしの６月に出

されたものの中にも、ちゃんと大変な財政難だと

いうことで今後の予測されてますでしょう。私は

このことを心配してるんですわ。都市計画決定さ

れた後 都市計画決定を１２年にやるとします

－２４３－

ね。そしたら、そこからずうっといろんな形で事

業を進めていく。権利変換の時期は大体１４年と

いうことに位置づけられてますが、平成１４年ま

での財政アセスされてますやんか。その中のあな

たたちが財源の予想される不足額というのをちゃ

んと示しておりますよね。何とその１４年には、

約１４億円の財源不足が予測されるんだというこ

とを示しておられる。このことを私は心配してる

んです。

こういう財源不足になるということがわかって

ながら、泉南市の 起債で先送りにしてどんど

んローンを組んで借金をして進めていくとおっし

ゃいますけれども、私たちの次期、私たちの後を

継いでいく若い世代の人たちにまで大きなツケを

回していって、そして泉南市の財政を食い物にす

るような計画なんだということがはっきりしてる

じゃありませんか。

だから、さっきも言うたように起債をどの程度

見られるのか、その起債がこの中に含まれてるの

かどうか、一般財源の出す額がこの中に含まれて

るのかどうか、何にも答えていただけませんが、

そういう状況でしょう。

だから、公債発行率でも１５％を超えるともう

危険範囲やということで、泉南市の今の財政の状

態はそういう状態だということは、皆さんも既に

はっきりと確認されてることですわ。経常収支比

率だって１０３％を超えてるんでしょう。１０４．

３ですか。そんな中でどうするんですか。答えて

ください。そこのところは指摘しときます。

○議長（薮野 勤君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 中期財政展望の中で、確か

に厳しい状況を指摘をさせていただいております。

したがいまして、緊急対応策としてさまざまな歳

入の確保策、あるいは歳出の削減策ということで、

何とか投資も含めて平成１４年、ほうっておくと

非常に十数億の財源が足らなくなるのを確保して

いこうということでお示しをし、今懸命の努力を

しておるところでございます。

その後の投資の財源につきましては、中期財政

展望では１４年度までの見通しについて、一定、

今の時点でわかる範囲でいろいろと書かさしてい

ただいておりますが、御承知のとおり砂樫線等が



一定のここ二、三年でピークを迎えると。それと、

その後の砂川の駅前開発を見ていただいてもわか

りますように、平成１５年以降本格的に財源が必

要となってくると。その整合性をどうとるかとい

うことでいろいろと今議論をしておるところでご

ざいます。

いずれにいたしましても大きな事業が２つ３つ

重なってピークを迎えるというのは、今の私ども

の市の財政は耐えられません。したがいまして、

その辺の時期的な問題をうまく調整しながらやっ

ていくと。幸い砂樫線につきましては、先ほど事

業部長からもお答え申し上げましたが、それと駅

前の開発、これとがセットにならないと事業効果

がなかなか上がらないという側面もございますの

で、そういう年次的なスケジュールも上手に組み

ながらやっていきたいと。

それと、もう１つ、起債の話でございますけれ

ども、これは展望の中にも書いてますように、１

３年、１４年がピークになります。それ以後は漸

次低減化していくといいますか、まだかなり高い

レベルではございますが、漸次下がっていくとい

う傾向もありますので、そういう下がるというこ

とを維持しながら、駅前開発についても我々取り

組めるというふうに思っておりますので、御理解

をお願いしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） ほかにございませんか。

和気君。

○１３番（和気 豊君） １点だけ質問をしてまい

ります。先ほどから質問されておりますので、重

複部分を避けまして、駅前事業推進委託料、これ

のみに限って質問をしてまいります。

まず、最初に確認したいのは、この事業が、お

示しをいただいた資料に基づく再開発計画の都市

計画決定、これを進めていく上で必要な公共施設

の配置計画、これを最終的に決定するためのいわ

ゆる要件書類を、必要書類をつくるそのための委

託料だと、こういうことで確認をしていただかし

ていいのかどうかですね。

それから、この資料ですね。なぜ質問しなけれ

ば全面的な資料が出てこないのか。この駅前再開

発事業は、先ほどからも論議がありますように、

非常に財政不如意な当市にあって、大変な財政が

－２４４－

入用になる、必要になる、こういう事業ですよね。

その事業の費用について、どれだけの費用が要

るのか。そしてそのうち大変な市の財政の持ち出

しはどうなるのか。こういう肝心なところが資料

として出てこない。全面的な資料を出すことによ

って、開陳することによって、開示することによ

って、皆さんの理解を促していく、これがあるべ

き姿ではないかというふうに思うんですよ。ちょ

っとその辺の肝心な資料が、このお出しになった

資料の中には出ていない。

財政計画ですよ。事業をしていくのには財政の

裏づけが必要でしょう。それが出ていない。これ

についてはどうなのか。十分な説明をさしてほし

いという北出議員の質問にかかわって出てきた資

料でしょう。それが財政計画も出てないような資

料を出してどないするんです。私はその辺、理事

者側の対応、これは非常に遺憾だと思います。

それで、出ておりませんので、お聞かせいただ

きたいと思いますが、駅ビル建設にかかわる事業

費、総事業費が一体どれぐらいになるのかですね。

これについても、うちの計画は単なる整備ではな

くて、再開発方式で店舗の権利変換等を保障する

ためには駅ビルを建設をする、一番大きな事業に

なると思うんですが、そのうちの駅ビルの費用が

費用総額に占める割合は一体どうなってるのか。

それから、先ほどからこの事業には不可欠だと

市側が言われる砂樫線、これが総費用額のうちの

どれぐらいになるのか。それから駅広、これはな

くてはならないわけですから。たまたまジョイン

トするために砂川樫井線というのが大変な費用に

なるわけですけれども、もともと駅前再開発事業

というのは駅広が必要ですから、駅広はどないな

るのか。それから、砂川停車場線ですね。

それから、先ほどちょっと言われましたけれど

も、府費の割合等もどれぐらいの腹づもりでやっ

て、大体その辺ではどれぐらい切り縮められるの

か。その辺も財政問題では説明は避けられない問

題だろうと、こういうふうに思うんですよ。

それから、当然保留床処分による財源確保です

ね。保留床処分の総額は一体どないなるのか。そ

のうち３階、４階における市の持ち出しは、市が

購入する部分はどれぐらいになるのか。そういう



ことも資料を出してくれたら質問する必要ないん

ですよ。当然要る資料でしょう。その辺明らかに

していただきたいと、こういうふうに思います。

それから、今駅前再開発がどことも破綻をして

いる、中とんざしている、そのまま凍結している、

見直しを迫られている。たまたま駅ビル等がない

ところではうまくいってるところもあると。駅ビ

ルを抱き込まないところではね。いろいろ千差万

別ですよね。しかし、やっぱりうまくいってない

という事例の方が圧倒的に高いわけですね。

今回の場合、果たして権利変換してここに入ら

れた、専門店なりに入られた、あるいは権利床を

圧倒的に多く確保された皆さんの将来の営業展望

ですね、こういうものは十分なのかどうか。この

辺も、これは駅前再開発の１つの柱です。これに

参画してくる権利者、とりわけ商業者の商業展望

というのは抜きにできないでしょう。Ｂ調査はど

うですか。昭和６２年に出されたＢ調査では、そ

の辺非常に泉佐野の駅前ビルまで、そこまで想定

して、この地における消費購買力はどないなるん

だと、こういうことまで明らかにされてるんです

ね。

そういうことも当然我々に判断を求める場合に、

総合的な判断をさしていただくためには、どうし

ても今の時点で出していただかなければならない

資料だろうというふうに思うんですよ。そういう

のも出てこない。これからやということではね。

それだったらそういうものが出てきて、総合的に

判断できる材料が出てきてからこの公共施設配置

計画も進めていくと、こういうことでやられたら、

それが一番いいのではないかなというふうに思い

ます。

それから、やっぱり問題は、果たしてこの事業

が地権者の皆さんの意向に沿って進められてるか

どうか、これが一番心配なんです。私も二、三の

皆さんに当たって声を聞いてきました。なかなか

よっしゃと、いわゆる手ぐすね引いて待っている

事業、乗り込んでいきたいと、こういうふうな意

向がないんですよ。賛成者も非常に消極的賛成な

んです。まだまだ材料が不足している、判断材料

が足りない。圧倒的な皆さんがお答えになってい

るわけですね。

－２４５－

だから、総会の出席を見ても、参加者は３４名

中９名。１９名の委任をとってやっと２８名。し

かし、地権者は３９名実際おられるわけですね。

準備組合に入っておられる。それからいえばその

分の２８名と、こうなるわけですから、その辺、

本当に自分のこれからの土地の、財産のあり方が

決せられるような重要な総会に、委任状だけで果

たしていくんだろうか、そんな危険な橋を公共事

業たるものが渡っていいんだろうか、こういうふ

うに思うんですよ。

それから、委任状を取るときに、どういうふう

な説明の仕方をされたのか。１軒１軒回ってね。

あるいは、我々はもらっておりませんが、私がた

またま資料請求をしていただいた資料があるわけ

ですが、そういう資料ですね。概要版ではなくて

きっちりした資料をお示しされて、そしてそこか

らその材料を読み取っていただいて、その上での

不安、疑問にお答えになったのかどうか。その上

での委任状なのかどうか。この点もひとつ明らか

にしていただきたい。

それから、ちょっとこれは細かい問題になるん

ですが、保留床のうちで３階、４階部分、これを

駐車場として確保される。ここに１８３台という

資料をいただいているわけですが、先ほど駅前に

来ていただいた人にも広く利用していただいて、

有効に、それが駐車場買い取りの意義だと、こう

いうふうに山内さん言われましたね。１８３台で

９９台ね。そのうちは９９軒の家ができるわけで

すから、１８３台のうち９９、あと８４台しか残

らないですね。テナントさんもおられる。業務ゾ

ーンに来られる方、当然自動車等でですね。そう

いうやつを引いたらあとどれだけ残るのか。

これだけの面積で大型テナント、スーパーが来

る場合、いわゆるスーパー協会ですね。正確な名

前はあれですが、スーパー協会で出しているこの

面積に見合う駐車台数は一体どのぐらいになるの

か。満杯になればほんとに足りませんよ、そんな

もん。その辺はどういうふうに試算されているの

か、その辺もお聞かせをいただきたいというふう

に思います。

それと、先ほどの問題とちょっと重なるんです

が、権利変換をこのビルの中に希望されてる方の



希望は、全部満たせるのかどうか。この辺もお示

しをいただきたい。弱小の権利者ですね。借地権

だけの方もおられますし、いろいろあると思うん

ですが、その辺の権利はすべて満たせるのかどう

か、その辺もあわせてお聞かせをいただきたいと、

こういうふうに思います。

そして、ちょっと全部一遍にやってしまいます

とあれですから、あと答弁のいかんによっては再

度お聞かせをいただきたい。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） まず、今回の調査の委

託費、これについては議員おっしゃられるとおり

の目的で実施をするものでございます。平成１２

年度に都市計画決定するに当たっての公共施設の

位置、また規模、またその周囲にかかわります公

共施設の接点の問題、これについて十分な協議を

するために調査の委託を行うものでございます。

それと、資料の問題でございますけども、資料

については駅前の準備組合、またそれぞれの所管

の委員会に全部提出させていただいておるもので

ございまして、今回の補正に当たっての資料に、

前回の出させていただいた資料も全部つけるとい

うことについては、我々は考えておらないところ

でございます。

〔和気 豊君「そんなこと言うてない。財政問

題だけの資料を出せと言うてる。財政問題が

抜けてる」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 曽木事業部参事。

○事業部参事（曽木輝二君） 私の方から、砂川駅

前再開発に関する計画の件について御答弁させて

いただきます。

まず、砂川駅前再開発事業に係る総事業費でご

ざいますけども、６８億１，０００万円が必要でご

ざいます。そのうち道路整備として 道路整備

といいますのは砂川樫井線、それから砂川駅に抜

けるところ、現在の砂川駅停車場線、それから公

共広場、踏切との接道等の整備に要する費用とし

まして２６億８，９００万程度でございます。

それから、一般会計補助といたしまして、これ

につきましては再開発……（和気 豊君「ビル関

係」と呼ぶ）ビルの建設費はすべてで４４億８，１

００万が建設だけに必要な金額でございます。そ

－２４６－

の他、電波障害対策とか供給施設負担金としまし

て組んでおりまして、総額で施設本工事としまし

て４６億１，６００万の工事請負になってございま

す。

それと、保留床処分でございますけども、保留

床処分につきましては１８億２，４００万程度、そ

のうち市の方が購入するのが８億４，０００万程度

だったと思います。

それと、公共施設整備費の金額でございますけ

ども、先ほど砂川駅停車場線の道路特会の補助金

分は申し上げましたけども、全体工事費で４億７，

０００万程度、それから踏切取りつけ道としまし

て７，６６０万程度、それから砂川樫井線としまし

て１２億３，８８０万、それから砂川駅前広場とし

まして９億３００万程度を見ております。

それから、営業調査の件がございましたけども、

確かに昭和６３年だったと思うんですが、Ｂ調査

をやった時点で商業コンサルへの委託にかけまし

て、例えば商業が成り立つかどうかについては検

討いたしました。その後実際行われておりません。

今回は、設計委託料を上げながら、準備組合の

中でもその事業費というか、この委託そのものが

いけるかどうか、いろんなところを判断しまして、

補正予算で総会の中で見てもらうというようなこ

とで約束になっております。

それと、今度の委託がこの議会でも認められた

ら、早速理事会また総会を開きまして、商業コン

サルに商業として成り立つのかどうか、そこらも

十分その中で明らかにして皆さんの方にお示しし

ていきたいと思っております。

それから、権利者の意向についてでございます

けども、現在まだ準備組合に入っておられない方

がございます。多分、反対の意向をお持ちだと思

います。これにつきましては、先日の準備組合の

総会の中で権利変換モデルを個々にお示ししてい

くというようなことを約束しております。それで、

この議会明けすぐにでも、個々に権利者区分ごと

に権利変換モデルをお示しして、十二分に御説明

していって、何とか同意を得るような格好で持っ

ていきたいなと考えてございます。

委任状につきましては、総会案内をして配布、

それから回収、その間にもう一回地元の方にうち



の担当の職員が参ってます。その中で、一応説明

はさせていただいております。それで、権利者の

方の都合によって出てこられないという方も多々

あるみたいでございます。

それから、大店法、先ほどスーパー云々という

話がございましたが、大店法の関係かなと思いま

す。大店法では本テナントビルで必要な駐車場台

数は１２０台弱だったと思います。今回は１００

台ぐらいになるんじゃないかなと。１００台か８

０台ぐらいですかね、なるかなと思うんですけど

も。申しわけございません。

この地域につきましては特に駐車場が必要な方

ということは、自動車で来られる方よりも近隣の

方が来られるだろうというので、現在駐車場にか

わるものといたしまして駐輪場を４６０台程度と

いう格好で、この近隣の方が十分に利用できるだ

けの駐輪場も一応確保いたしております。そちら

の方で十分対応できるんじゃないかなと思ってお

ります。

権利変換の借地権者の分は幾らかというような

ことでございましたけども、これにつきましては

土地所有者と借地権者の借地割合ですね。この分

が幾らになるというのがちょっと想定できており

ませんので、その分については今のところ試算と

いうか、権利変換についても幾らになるかという

想定もできませんので、その分についてはこの資

料の中では作成いたしておりませんので、よろし

くお願いします。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 声も上がってるようです

から、ごく簡単にしていきたいというふうに思い

ます。

市の方も極めて憂慮されておりますように、経

済情勢は非常に厳しい。スーパーでも、従来のい

わゆる１万平米から３万平米の床面積のそういう

スーパーについては、ほんとに売り上げが低下を

している。ほとんどがコンビニエンス方式、地域

ごとにあるような小型のああいうローソンとかフ

ァミリーマートとか、あるいはセブン－イレブン

とか、そういう格好のところにどんどん移行して

いると、こういうこともあります。どでかいやつ

を建てるんであれば、アスレチックの施設とか地
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域の交流センターなんかも含めたどでかいやつは、

数市を巻き込んだような、そういうテナントがで

きるというのが今の傾向であって、こういう中途

半端なスーパーについては、現にＳＡＴＹが来た

から、それが１つのあれとしてライフは撤退して

いるわけですから、果たしてここへ核テナントが

来るのかどうか、あるいは住宅がすべて確保でき

るのかどうか。

こういう点なんかについても、やっぱり地権者、

あるいはこの予算は先ほど冒頭に言われましたよ

うに、都市計画決定を打つための１つの書面をつ

くるための予算だと、こういうふうに言われてい

るわけですから、当然そういうことも示した上で

判断を求められると、これがやっぱり当然のある

べき姿ではないだろうかというふうに思うんです

よ。それは後からやる、後からやる。しかし、１

つの重要な配置計画は決まってしまうんです、都

市計画決定を打つための。後戻りできないんです

よ、そういうことになれば。

そら１億３，０００万もむだ遣いして平気な市当

局のあり方からすれば、これぐらいどうかと思い

ますけど、今財政難で貴重な財源を投入する上で

は、その確固たる裏づけを議会にも示し、当然自

分の財産の処遇にかかわって非常に悩んでおられ

る地権者の皆さんに、答えがない、そういう皆さ

んが多々あったと、こういうふうに言われるわけ

です。不安で仕方がないんですよ。

何を判断基準として皆さんに権利変換を求めら

れるんですか。そうでしょう。権利変換これから

やっていくんやと。もうこれが認められればすぐ

やっていくんやと。先に商業展望等、振興展望等

をお出しになって、それを提示しながら権利意識

を調査していかれると。これが本当の筋立った市

のとるべき手続、手だてだろうというふうに思う

んですが、これから予算を盛って、これから商業

調査については準備組合でやってもらうんやと、

こんな逆立ちしたあり方というのはないんではな

いかなと、こういうふうに思うんですよ。

それから、大店法に基づく駐車場スペースなん

かについても、これは駅前で特殊やから、自転車

のあれをたくさん配置をして、自動車については

それなりのと。１２０台というても８０台という



ても足らんじゃないですか、あれ９９台占めてし

まうんやから。それから、ほかテナントやら業務

ゾーンの関係の方の駐車場も確保せないかん。こ

ういうことになったら、それだけでも足りません

がな。

こういうものに４４億も出して駅ビルをつくる。

そして、あとの分は２６億８，９００万、それで市

の持ち出しは、この道路特会については約半分、

十三億四、五千万と。道路の配置、それから駅広、

それから道路については２つありますね。そうい

うことを含めて、私は砂川樫井線については、あ

んなどでかい砂川樫井線についてはもうちょっと

見直す必要があるかと思いますが、それをあえて

入れてでも１３億でできるんです。圧倒的に多い

部分が駅ビルですよね。

ちょっとこれ計算合えへん。道路関係で２６億

８，９００万、公共施設配置で４６億１，６００万、

７３億ほどになるんですが、これもちょっと計算

が合わないんですが、これはよろしいわ。例えば

２０％ほど土地については権利放棄をしてもらっ

た、大地権者からね。そういうやつを引いたらこ

ういう数字になるんだろうというふうに思います

から、それは結構ですが、その辺ほんとに全面的

ないわゆる材料提起をされて、そしてそれから議

会にも地権者にも判断をもらう。それで合意した

ら進めたらいいじゃないですか。その合意も材料

を十分に示さんと、不十分なままにやっていく。

きょういみじくも財政の裏づけになるような資

料が出てこなかった。こういう態度ではね。やっ

ぱりここにもあらわれてると思いますよ、市の態

度が。全面的な資料開陳、提示をして、せっかく

あれだけの情報公開条例が通ったわけですから、

そういうことで皆さんの意見をもらう。これが当

たり前の姿勢ではないですか。情報公開条例が泣

きますよ。どうですか。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） まず権利変換、これに

ついてはトータル的な部分を出さないと、各個々

の権利者に対してどれほどの権利になるのかとい

う分ができません。

それと、また今の段階の準備組合では、それを

明らかにするわけにはまいりません。当然組合を
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設立して、それから組合が責任を持って各権利者

に転換の額と申しますか、どれだけに変わるかと

いう説明をして、それから成立するわけでござい

ます。

それと、まず公共施設がどうあるべきかと、そ

ういう判断を泉南市が行わなければ、再開発自体

は成り立たないと思います。まず、公共施設、広

場、道路などを含めまして確定しなければ、各権

利者の方もどれだけの権利がふえるんか減るのか、

ここらについて不安を持っておると思いますので、

各権利者のためにもまず公共施設の確定を行いた

いというふうに考えておるところでございます。

○議長（薮野 勤君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 私の方から権利者関係、特

に組合員の関係でこれから準備組合として予定を

しております関係上、一応御報告申し上げたいと

思います。

議員おっしゃるとおり、この駅前開発、これは

今の取り巻く事業環境からいえば非常に厳しいも

のがございます。大阪府下でも、かなり凍結とか

そういう結果を生み出しているところが多々あり

ます。そういう関係上ももちまして、これは非常

に慎重にやらなくてはいけないなというのは十分

認識をしております。それで、今回補正で上げさ

せてもらってる委託料は、一定公共の関係の分を

大阪府と協議するための調査費ということでござ

います。

一方、準備組合といたしましては、当然意向調

査も平成１０年度には実施いたしました。その結

果では一定結果が出ておりますけども、やはり権

利者の中には一定不安を持ってることがあります。

それは、特に自分の財産はどう変わるんだという

ようなことで、やはり先に権利変換等の具体論を

各権利者にお示しをする必要があるというような

ことで、理事会で十分意見が出まして、当然その

件につきましては、全体の関係の分を隣組単位で

説明をしてほしいというようなことも実施しまし

て、その中でやっぱり個々の権利者にその説明に

入る必要があると。そういうことで、もう既にそ

の計画、予定を立てております。

そして、権利変換の説明じゃなくて、やっぱり

ヒアリングも通じて、当然質問者がおっしゃると



おり、商業的なこれが大いに出てくるんじゃない

かというようなこともありますので、準備組合と

いたしましては、その権利変換のヒアリング等を

実施し、その状況を踏まえての上で商業調査も一

応組合の予算でやっていくというようなことにも

なっております。予算措置についてはやっぱり補

正で対応したいなと、かようになっております。

いずれにいたしましても、やはりそういう面を

踏まえまして、権利者の合意形成は十分必要と思

っております。今回上程いたしました委託料と並

行してそういう関係も一応進めていきたいと、か

ように思っております。やはり失敗は許されない

という認識で、慎重な上に慎重を期していきたい

なと、かように思っておりますので、ひとつよろ

しくお願いをいたしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 最後にいたします。

若干個々の権利変換については、組合ができて

からでないと提示できないと。今、理事長である

上林助役は、商業展望等を含めて組合の段階で明

らかにし、それをもとに各権利者の意識調査もや

っていくと。ちょっと相反した答弁が出てきてお

りますが、私はまさに今これだけ経済情勢が厳し

い。とりわけ中小企業をめぐる情勢が厳しい。こ

ういう折から、やはり権利者に十分な材料を提供

して もちろん議会にもですよ。それを代表す

る議会にも示して、総合的な判断を求めていくと。

１つも欠けてはならない。

そして、先ほどから言われるように、公共施設

の配置計画だということやけれども、この事業と

いうのはもう明らかに４４億、六十数％の 六

十数％以上です。７４％の駅ビルを配置をした、

それを取り巻く公共施設。単なる駅前整備じゃな

いんです。駅前再開発なんです。権利者の権利を

駅前ビルで保障するというやり方なんです。それ

が成り立つかどうかと、こういうことは極めて重

要な選択のファクターなんですよ。ここに財源的

にも帰趨は決してるわけですから、一番の重みが

あるわけですから、その辺を明らかにしていくと。

これでないと一体何を権利者に求めていくのか。

それを今やりなさいというふうに言ってるわけで

す、私は。それが全面的な資料開示ではないかと、
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こういうふうに言ってるわけですよ。

そういうことで、非常に部分部分で、各個でや

っていかれる。しかし、その各個は、このケース

スタディＣの４の改訂版につながっていってるわ

けですから、それ抜きの単なる公共施設の配置計

画ではないわけですから、この辺はこれを認めれ

ばそこへ連動していくわけですから、１つそれを

認めたことになっていくわけですから、そういう

ばかな資料開示の方法もないし、余りにも議会に

不親切に判断を求めることになっている、こうい

うことを私は言って、質問を終わります。

○議長（薮野 勤君） 午後３時３０分まで休憩い

たします。

午後３時 ０分 休憩

午後３時３５分 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

申し上げます。本日、本会議の最終日でもござ

いますので、今後の進行に対しまして議員各位の

御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

林君。

○２２番（林 治君） 今議長から、最終日とい

うことでもありますし、御協力ということであり

ましたので、私もそのつもりで簡潔に質問をした

いと思います。

砂川駅前再開発の問題に絞ります。砂川駅前再

開発は、これまでいろんな議論が出ました。特別

委員会でも御議論があったことだと思います。

私は、この砂川駅前再開発が昭和５７年からこ

のことに取りかかって以降、これまで進めてきた

１億３，０００万の調査費、それから開発公社の方

で負担をしている２３億円の用地買収、こういっ

た全体のことについて、これは西側街区とでもい

いましょうか、大体そこを中心でやってこられた。

実際上この図面を見ても、そういうものだという

ことが明確であるわけです。

そこで思うんですが、まず私はこの点でここを

置いて東街区でやると。先ほど大口の権利者が西

側街区で反対された云々て御答弁もありましたが、

それにしてもこちらで、東側に主にその重点を置

いた開発を進めていく、こういうことでは一体こ

れまでの進めてきた、また市の開発公社に土地の



買い取りを要請してやってきた、この行政上の責

任というのは一体どうなるのか。これは一体だれ

がどのように責任を持つのか。大変な市民負担を

強いてきたし、これからも強いるわけですから、

この点についてまず市長の明快な御答弁をお願い

をしたいと思います。

それから、財政問題もいろいろ議論がありまし

た。１２年に都市計画決定ですから１３年から実

際上１７年で完成させるという今の計画を単純に

考えますと、総額６８億、うち２７億が市の一般

会計負担になるという、大ざっぱな話ですが、あ

るわけですが、ちょっとこの数字、実際私は中身

は質問で明らかにしたいと思うんですが、こうい

う本会議場で余り個々の数字であれこれすると、

資料が錯綜してますから誤解があってはいけない

ので、これはまた別な機会に譲るとして、少なく

とも今まで御答弁があった２７億５，０００万、こ

れを単純に１３年から１７年の５年間で割ります

と年間５億５，０００万ですよ。こういう財政的負

担を、今の中期財政展望との兼ね合いで、果たし

て市の財政でできるのかなという不安を持ってる

わけです。

そこで、そういうことは先ほどからも皆さんか

らお話がありました。６８億の事業をやっていく

という砂川駅前での開発をこれをもってやろうと

いうわけですが、泉南市には４つ駅があるんです

ね。例えば岡田の駅、何か具体的にやったかどう

か。樽井駅は一応形なり、少しはやったんですが、

新家の駅もしたと。私は市の財政状況から考えた

ら、市内４つの駅全体としてやっぱり何らかの具

体化を図っていくということも、本来伴わないか

ん。砂川の駅にだけ集中してこれだけの予算を傾

注するのも少し大変ではないかな、こう思います。

それから、３つ目の問題として、市長、今度の

いわゆる東街区での事業の推進で、この中心的な

事業者、大口債権者は市長の清樟会の会員ですね。

そうですね。私も資料を調べてみたら、ほとんど

会員１社月１万円ぐらい、ここだけが月２万円で、

年間２４万円ずっと払ったりしてますけども

いやいや、市長が手を振ったって、私は資料を持

って言うてるんです。そういうふうなことでは、

私は果たしてこの駅前再開発も、こういう形で進
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めるということ自身が大変疑問に思います。

私は、樽井もそうでしたが、駅前の一定の整備

をしていく、駅を利用する皆さんの利便にかなう

ようにしていくということについては、当然やら

なければならないことだと思いますし、そして特

に交通安全対策を講ずるということは当然のこと

だと思います。

今、これはある方ともお話ししてたんですが、

ゲートタワービルだって大変な赤字だと。どうも

大阪市のビルも赤字だ。近隣の泉佐野だってそう

ですし、泉大津だってそうですし、あのバブルで

つくったときのはみんな大変な事態になってる。

こういうときに、こんな大きなものを今計画して

やろうという考え方自身も問題だと思うんです。

とりあえず私は、駅を利用する皆さんの便宜を

図る、交通安全対策としてやる、そういうところ

に最低限限るべきではないかなということを、そ

ういう意見を持って、特にさきの３点についてお

答えをいただきたい。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず１点目の計画当初から

かなりの歳月と、それから調査費、それと先行取

得の問題についての御質問でございますけれども、

和泉砂川駅前につきましては、樽井駅前とともに

泉南市の２つの大きな都市軸の両端という、いわ

ゆる都市核としての位置づけを総合計画でもいた

しているところでございます。

その中で、都市計画道路の拡幅、砂川樫井線あ

るいは砂川駅停車場線を２０メーターに拡幅する

という都計決定を打ったわけでございますが、そ

のときの１つの地元からの条件として、街路事業

でやれば当然直接買収方式という形で、今の道路

に面している方々が、ちょうどそれぐらいの奥行

きになるんですけれども、ほとんどすべて買収さ

れてしまうと。そうなれば当然この区域外に転出

をしないといけないということになるわけでござ

います。

それは非常に困ると、我々は昔からこの駅前で

商売をし、または生活してると、そういう現状の

中で、道路拡幅というのは賛成だけれども、その

道路拡幅をやった後も駅前で残りたいという非常

に強い希望がございまして、都市計画決定の際に



そういう要望書もちょうだいをいたして、それに

こたえるという形で都市計画決定をしたわけでご

ざいます。

御承知のように、面的整備をなぜやるかという

のは、駅前の道路だけではなく、駅前広場と、そ

れからいわゆる交通広場と、そして道路拡幅、そ

して駅前のにぎわいづくりというこの３つから、

再開発手法しかないという考えのもとにスタート

したわけでございます。

ただ、御承知のように、再開発というのは非常

に時間もかかりますし、また難しい問題がたくさ

んございます。いわゆる独立採算でやらなければ

いけないということでございますので、それなり

の事業の見きわめが必要でございます。当初、西

側街区を中心に計画をいたしましたけれども、東

側街区の皆さんからも一緒にやってほしいという

要望がございまして、地元のまちづくり協議会の

中で御議論いただいた中で、２つの区域を合わせ

て全体で約３．３ヘクタールという非常に大きな区

域でございましたけども、全体構想を立てたとこ

ろでございます。

しかし、その後の経済状況が非常に厳しくなっ

てまいりましたのとともに、駅前すなわち核店舗、

スーパーという構図が成り立たなくなってきたと

いうこともございまして、再度いろんな角度から

の見直しをやったということでございます。

その過程で、権利者からは一方、再開発をやっ

た場合、どうしても地区外に転出される方も当然

幾つかおられるということと、それから住居と店

舗と分離ということも出てまいるということもあ

りまして、代替地をまず確保してくれという話が

ございまして、今土地開発公社で所有しておりま

すようなところからのいわゆる買い取り請求、公

有地拡大推進法による買い取り請求が出て、検討

した中で先行したということがございました。

（林 治君「簡潔にお願いします」と呼ぶ）

その後のいろんな、駅前の火災等もございまし

て、また状況が変化をいたしまして、最終的に駅

の東側街区からやろうと。しかも、今の時代に合

った、先ほど林議員が言われましたように、必要

最小限にとどめると。核店舗も、生活密着の食品

スーパー等を中心とした必要最小限のものにやっ

－２５１－

て、あと処分が比較的可能で補助率の高い住宅を

積もうということになったわけでございます。

その中で、今度は東街区ということになりまし

たけれども、砂川樫井線との接続の問題、それか

ら原則として駅舎と一体となって駅前広場をつく

るという１つのルールがございますので、その関

係で東側街区から先行するとすれば、街路事業の

一部見直し、それから駅前広場の設置という問題

が出てまいりまして、今皆様方にお示しをしてい

るような案で行うという考えを持っているところ

でございます。

それから、先行取得用地についてはそういう経

過がございまして、区域内で所有している分もご

ざいますし、区域外もございます。これらについ

ては、先般の開発公社の決算の報告の中でもいろ

いろ御指摘をいただきましたけれども、当時とし

ては、代替地を確保するというのが地元の要求を

満たす１つの大きな要素でもございましたし、そ

の当時の環境としては、なかなか代替地の取得と

いうのが非常に難しい時代でございましたので、

当時の判断としてはやむを得なかったのではない

かというふうに判断をいたしますけれども、しか

し今日になりますと、これらの後の始末といいま

すか、処分なり活用という問題が大きな課題とな

っておりますので、やはりこれは私も含めまして

早急に公社とも相談しながら対応をしていくべき

だというふうに思っております。

それから、東街区の大規模権利者については、

私の政治団体の会員ではないかということでござ

いますが、そうでございます。ただし、指摘され

ました額については誤っておりますので、間違い

でございます。平成９年度、１０年度、ごらんい

ただきたいと存じます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） ちょっと市長、財政問題

についてはお答えなかったんですが。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 財政展望との絡みでご

ざいますけども、中期計画の中では一応平成１４

年までに経常経費の中で１４億と、そして投資的

経費を足していきますと３億程度の赤字と。基金

を取り崩した中でね。（林 治君「今まで言うた



ことはいいよ」と呼ぶ）

そういう中で、今後毎年度、１０年度でもそう

ですけども、１１年度でもトータル事業経費では

１８億程度、そして一般財源の持ち出しが６億程

度ということの中で、赤字解消ということを計画

してございます。

そういう中で、主要なプロジェクトにつきまし

ては、現在砂川樫井線とか農業公園とか行ってる

わけでございますけども、時間差的なもので、１

つは砂川駅前につきましては、先ほど議員も御指

摘ございましたように、１３年から１７年という

ふうな目標がございまして、これはある程度時間

的な、時間差と申しますか、現在の砂樫とか農業

公園とのずれが一定程度ございます。

そういう中で、２７億ということでございます

が、市の単費の持ち出しとなりますと、平準化し

ますと年間１億６，０００万程度ということになっ

ていく計画でございます。そういうことであれば、

現在の１０年、１１年の事業のベースでいきます

と何とか対応していけるんではないかと、そうい

うふうに思っております。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 御答弁あったんですが、

泉南市に４つの駅があるという問題も含めて、今

の事業は、ここでこれだけの事業費をこれから使

っていくとなると、いろいろ問題がありますし、

私はまず１つは砂川樫井線との連絡を解決してか

ら考える必要があるんじゃないか。それから、駅

前整備は、私もやっていかんというものじゃなし

に、樽井の駅のようにやっぱりやっていけばいい

というふうに思うんですよ。

ただ、今までの投資が、いろんな事情があると

市長は言いましたけれども、私も聞いてるのでは

いろんな別な事情も聞いてますから、そういう点

ではやっぱり全く、つくった道路計画もここにあ

りますが、実現性のない道路計画をつくって、そ

こを用地買収してるとか、いろんな問題かありま

すし、そういう点で、このままこのことを横へ置

いて、また新たにここで６８億の事業投資をして

いくという点について、私は市の財政事情からも

非常に難しいことになるんではないかということ

です。

－２５２－

清樟会のことについては、市長、これはあれで

すよ。７年、８年はそれじゃ認めると、こういう

ことですね。７年、８年はちゃんとそういうふう

になってるんですよ。そうでしょう。だから、そ

のことを言って、私はそういうことでは非常に不

安を感じるということです。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 駅前の整備計画でござ

いますけども、今回上げておる委託料の中には入

っておりませんが、昭和５７年から実施いたしま

した二十数件の調査の中には、砂川駅前以外の駅

前整備についての調査委託も入っておるわけでご

ざいます。

また、先ほど市長が申しましたように、総合計

画の中でも中核となる交通アクセスのポイントで

ございますので、整備をするという位置づけをし

ております。また、昨年制定いたしました都市計

画の基本方針の中でも、これについては平成２７

年に完了ということで想定をしてるわけでござい

ますけども、その中でも交通アクセスの中で、砂

川駅、また樽井駅との連結が大事であるというこ

とで、位置づけをしておるわけでございます。

また、砂川樫井線につきましては、これは北２

番踏切 閉鎖した踏切でございますけども、こ

こまでの事業認可を取ってるわけでございまして、

そこから駅側については、駅前整備に位置づけを

してセッティングをするということで進んでおり

ますので、今回砂川駅前整備によって、今事業認

可を取っておる砂川樫井線についての効果的な事

業を図れるという確信のもとに事業を進めておる

わけでございます。

○議長（薮野 勤君） その他ございませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

〔和気 豊君「動議」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） この際動議を提出いたし

ます。ただいま議題となっております議案第１０

号については、一部修正するとともに、これを議

題とされんことを望みます。

〔発言する者あり〕



〔真砂 満君「議長」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） お静かに。真砂君。

○１２番（真砂 満君） 今、和気議員の方から動

議提出の旨の発言がございましたけども、既に議

長の方が討論を宣言しておりますので、議長、整

理をまずしていただきたいなというふうに思いま

す。よろしくお願いします。

〔小山広明君「議長、議事進行で」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 確かに討論という表現はあ

りましたが、その後、和気議員が手を挙げられて、

当てて、動議という提案を受け入れて議事を進行

しとるわけですから、これは至って議長の裁量権

の範囲で、これは何の矛盾もないんで、粛々とや

っていただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） ただいまの議事進行に対し

まして、議長の判断を申し上げます。

討論に入るということを宣言いたしまして、た

だいまから討論を行ってまいります。その後の運

営の中で御発言を願えればと思いますので。

〔和気 豊君「議長、緊急動議」と呼ぶ〕

〔林 治君「動議が出てるのに議長は下を向い

ててわからへんかった」と呼ぶ〕

〔和気 豊君「僕は手を挙げてるがな」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 質疑を終結しまして、次に

討論を宣言しておりますので、討論に入るという

ことに関して、討論はないかという宣言をしてお

ります。

〔和気 豊君「議長」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） はい。

○１３番（和気 豊君） 手を挙げて、こっちを向

いてくれんとあかんよ。動議と言うてるがな。さ

あっと読んでしもてやね。

○議長（薮野 勤君） 先に質疑終結を申し上げて

おります。

〔林 治君「議長、議事進行で」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 議長ね、議長が下を向い

てそれを読んでおられたときに、手を挙げて「議

長」と言うてるんですよ。だから、その時点では

そう言うてるわけですから、それから緊急動議と

いう声も出してるわけですから、緊急動議はやっ

－２５３－

ぱりそれはそれで受け付けていただかないと、ち

ょっとおかしいですよ、それは。別に悪いことし

てるんと違うんですから。

○議長（薮野 勤君） 林君の議事進行に申し上げ

ますが、議事の進行、運営上の中で、討論に入り

ましても、そのときに動議の提出がございますれ

ば、それを議長の方で判断してまいりますので、

討論を宣告いたしておりますので、討論に入って

いただいて、その後についての問題として扱って

まいります。

〔和気 豊君「動議」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） まだ採決には至っていな

いというふうに思いますので、その途中での緊急

動議ですから、優先をされんことをお願いいたし

ます。

○議長（薮野 勤君） 討論に入りますが、討論は

ありませんか。

〔小山広明君「議長、議事進行で」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 討論はありませんかと言っ

てから、だれも討論の挙手をしてない間に動議が

出とるわけですから、その動議を取り上げて、そ

の動議がどういうものかをやったらいいと思いま

す。だれか討論を始め出したらそれはあかんかも

わかりませんが、だれもまだ討論なしとかありと

か言ってないわけですので、ちゃんと議事進行し

てください。

○議長（薮野 勤君） 小山君に申し上げます。議

事運営につきまして、ただいま私の方で討論を申

し上げておって、別にそれに対して誤りがあると

か、または動議が採決できないとかいうことでは

ございませんので、そのように進行してまいりま

す。

〔和気 豊君「緊急動議」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） この際、緊急動議を提出

させていただきます。

ただいま議題となっております議案第１０号に

ついては、一部修正するとともに、これを議題と

されんことを希望します。

〔「賛成」「反対」の声あり〕



○議長（薮野 勤君） ただいま和気 豊君から議

案第１０号については修正するとともに、これを

議題とされたいとの動議が提出され、所定の賛成

者がありますので、動議は成立いたしました。

議員提出議案第２４号 議案第１０号に対する

修正動議を議題といたします。

本件に関し、提出者を代表して、和気 豊君か

ら提案理由並びに趣旨の説明を求めます。和気君。

○１３番（和気 豊君） ただいま議題に上りまし

た議員提出議案第２４号について、提案理由を申

し述べたいと思います。

今お手元に配付されました修正動議の用紙の３

枚目をおめくりをいただきたいと思います。

平成１１年度大阪府泉南市一般会計補正予算に

ついての修正案でございますが、款土木費、項都

市計画費、目和泉砂川駅前地区再開発等調査費、

この部分の需用費２万５，０００円、委託料５００

万、合計５０２万５，０００円、この分について削

減をいたします。

当然、歳入のところでも削減をしなければなり

ません。その３枚目の上段部分をごらんください。

地方交付税から５０２万５，０００円、これを削減

をいたします。

トータルで、補正予算部分１億５，３４８万８，０

００円、ここから５０２万５，０００円を減額し１

億４，８４６万３，０００円とする、こういう提案で

ございます。

以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げま

す。

○議長（薮野 勤君） ただいまの提出者の説明に

対し質疑を行います。質疑はありませんか。

質疑なしと認めます。

これより修正案に対する討論を行います。討論

はありませんか。 討論なしと認めます。

続いて、原案に対する討論を行います。討論は

ありませんか。 討論なしと認めます。

これより議案第１０号について、順次採決に入

ります。

まず初めに、議案第１０号に対する和気 豊君

ほか９名から提出されました修正案について、起

立により採決いたします。本修正案に賛成の諸君

の起立を求めます。

－２５４－

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立少数であります。よっ

て議案第１０号に対する修正案については、否決

されました。

修正案否決でございますので、これより原案に

ついて採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立多数であります。よっ

て議案第１０号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、日程第８、議案第１１号 平成１１年度

大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第１１号、平成１１年度大阪府泉南市国民健康

保険事業特別会計補正予算（第２号）につきまし

て御説明を申し上げます。

議案書１０５ページでございます。補正内容と

いたしましては、歳入歳出総額にそれぞれ１，７９

９万６，０００円を追加し、歳入歳出の総額をそれ

ぞれ４８億２，１７４万５，０００円とするものでご

ざいます。

その内容につきましては、国民健康保険事業に

対する国庫補助事業の助成を有効に活用いたしま

して、市民の健康の保持増進のための保健事業を

実施するものでございます。

事業の目的といたしましては、市民の健康保持

のための健康管理体制の確立を図ることにより、

医療の給付の対象となる保険事故の発生等の未然

の防止や、疾病の早期発見による重症化の防止の

一次予防、二次予防としての予防対策により、保

健福祉施策の向上を図ることを目的としておりま

す。そのため、この事業運営のための健康管理シ

ステムの導入に必要な事業経費の補正を行うもの

でございます。



具体的な内容について御説明を申し上げます。

議案書１１０ページをお開きを願います。事業と

いたしましては、総合健康指導事業と総合データ

バンク事業を実施してまいりたいと考えておりま

す。総合データバンク事業につきましては、経費

の８割が国庫補助の対象となります。事業費の総

額は９９９万６，０００円で、そのうち７９９万６，

０００円が補助の対象となり、残りの２００万円

を一般会計から繰り出すということとなっており

ます。

また、総合健康指導事業につきましては、１０

割補助ということでございます。経費は８００万

円となります。したがいまして、両事業の経費の

総額は１，７９９万６，０００円でございます。

なお、国庫補助につきましては、１０９ページ

に記載のとおり、特別調整交付金として交付をさ

れるものでございます。

少し事業の内容を御説明申し上げますと、総合

健康指導事業につきましては、市民の健康状態の

チェックや疾病の早期発見、早期治療等による生

活習慣の改善指導などを通じまして、医療費の削

減と市民の健康保持の増進を図るための事業経費

としてのコンピューターによる健康診査のための

委託料及び需用費、役務費としての経費でござい

ます。

また、総合データバンク事業につきましては、

高齢者や国保被保険者等の健康情報、受診者の傷

病歴、検査データ、在宅療養者の健康情報、家族

介護の状況、訪問指導等の実施状況等の訪問結果

の記録を保健福祉施策として基礎資料にするため

のコンピューター管理を行うための健康管理シス

テムに必要な委託料等でございます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。よろしく御審議の上、御承認賜ります

ようお願いを申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 和気君。

○１３番（和気 豊君） この事業については問題

ないというふうに思うんですが、これは一般会計

からの繰り入れなんですが、１つは財政法上の問

題として、これについては国庫補助等つかないの

かどうかですね。財政調整交付金、特別調整交付

－２５５－

金ということで１，５９９万６，０００円があるわけ

ですが、この中に計上されておれば、それについ

てどの程度ここに算入されているのか、そのこと

をお示しをいただきたい。

それから、過日谷部長が平成４年の赤字総額が

８億何がしかというふうに言われたんですが、私

は今までの赤字の最高額は５億５，０００万弱と、

こういうふうに記憶しておったんですが、その辺、

確かな数字をできればお示しをいただきたい。そ

こまで赤字額が伸びたというのはちょっと記憶が

ないんで、正しければそれでいいんですが。ちょ

っと私もその裏づけの資料を今持ち合わせており

ませんので、よろしくお願いしたいというふうに

思います。

○議長（薮野 勤君） 島原国保年金課長。

○健康福祉部国保年金課長（島原功明君） まず、

和気議員の２点について御質問にお答えいたしま

す。

国庫補助については、先ほど助役が冒頭説明し

ましたように、１，７９９万６，０００円がこの事業

の経費でございます。そのうち１，５９９万６，００

０円が国庫補助の対象でございます。その２００

万については当然補助がつきませんので、一般会

計からの繰り入れをお願いしたものでございます。

それと、あともう１点目なんですけど、累積赤

字の件なんですけど、私どもの資料の中では、平

成４年度において８億２，０００万程度の赤字がご

ざいました。その時点で、累積赤字を解消するた

めに１億３，０００万の予算を、繰出金をお願いし

たわけでございます。

以上でございます。

〔和気 豊君「結構です」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第１１号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第１１号は、原案のとおり可とすること



に決しました。

次に、日程第９、議案第１２号 平成１１年度

大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第１２号、平成１１年度大阪府泉南市汚水処理

施設管理特別会計に変更を加える必要が生じまし

たため、地方自治法第２１８条第１項の規定によ

り補正予算を調製し、同法第９６条第１項第２号

の規定により、議会の議決を求めるものでござい

ます。

補正の内容でございますが、歳入歳出予算の総

額に６５０万円を追加し、４，０７７万７，０００円

から４，７２７万７，０００円とするものでございま

す。

歳入につきましては、１１５ページに記載のと

おり汚水処理施設管理基金から繰り入れを行い、

本年１０月をもって樽井みずほタウンの公共下水

道への接続が具体化いたしましたため、接続に伴

う最終汚泥引き抜き及び消毒等の一連の経費を負

担するものでございます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。御審議の上、御承認賜りますようよろ

しくお願いを申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第１２号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第１２号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第１０、議案第１３号 平成１０年

－２５６－

度阪南市外一市一町隔離病舎組合歳入歳出決算及

び解散に伴う精算認定についてを議題といたしま

す。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第１３号、平成１０年度阪南市外一市一町隔離

病舎組合歳入歳出決算及び解散に伴う精算認定に

つきまして、その概要を御説明を申し上げます。

提案理由についてでございますが、第１回定例

議会におきまして阪南市外一市一町隔離病舎組合

の解散決議により解散手続を行いましたが、今回

地方自治法第２９２条の規定に基づき準用する同

施行令第５条第３項の規定により、平成１０年度

阪南市外一市一町隔離病舎組合歳入歳出決算及び

解散に伴う精算認定を監査委員の審査に付し、そ

の意見をつけて議会の認定に付す必要から提案す

るものでございます。

なお、監査委員の審査意見書と平成１０年度阪

南市外一市一町隔離病舎組合歳入歳出決算書及び

解散に伴う精算書につきましては、別冊にお示し

のとおりでございます。

この精算書１３ページに、歳入歳出差引額とい

たしまして、決算剰余金５４３万４，６３８円がご

ざいました。このうち泉南市分配額は２３５万７，

７２７円で、市に歳入をされているところでござ

います。

また、議案第１３号の参考資料として、隔離病

舎組合の解散届出書等を別冊につけておりますの

で、よろしくお願いを申し上げます。

以上、簡単でございますが、どうかよろしく御

承認賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第１３号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり認定



可決することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第１３号は、原案のとおり認定可決する

ことに決しました。

次に、日程第１１、議案第１４号 平成１０年

度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算認定につい

てから、日程第２８、議案第３１号 平成１０年

度大阪府泉南市水道事業会計決算認定についてま

での以上１８件を一括議題といたします。

ただいま一括上程いたしました平成１０年度泉

南市各会計決算認定１８件につきましては、いず

れも議案書の朗読を省略し、まず初めに監査委員

より報告を求めます。監査委員 谷 外嗣君。

○監査委員（谷 外嗣君） それでは、議長のお許

しを得ましたので、ただいまから平成１０年度一

般会計及び特別会計等、並びに水道事業会計の決

算審査を執行した結果を報告いたします。

地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき、

泉南市長より審査に付されていた一般会計及び特

別会計の決算について、平成１１年７月２７日に

黒須監査委員と私が審査いたしました。この中で、

審査に付された歳入歳出決算及び附属書類は、関

係法令に準拠して作成され、その計数は関係諸帳

簿と照合した結果、いずれも符合しており、その

収支は正確であることを認めました。

引き続き、平成１０年度水道事業会計決算審査

を執行いたしました結果を報告いたします。地方

公営企業法第３０条第２項の規定に基づき、泉南

市長より審査に付されていた水道事業会計決算に

ついて、平成１１年７月６日に黒須監査委員と私

が審査を行いました。これにつきましては、水道

事業会計決算書を中心に証拠書類並びに関係諸帳

簿等について審査いたしましたところ、いずれも

法令の定めるところにより執行されており、その

状況は適正に行われました。

なお、審査意見書につきましては、それぞれ別

添のとおりお手元に配付しております。

甚だ簡単でありますが、審査報告といたします。

○議長（薮野 勤君） ただいまの監査委員の報告

に対し、質疑等ありませんか。 質疑等な

しと認めます。

－２５７－

次に、ただいま一括上程の各会計決算認定１８

件に関し、理事者から順次内容の説明を求めます。

収入役 辻 勇作君。

○収入役（辻 勇作君） 議長から御指名をいただ

きましたのて、ただいま一括上程されました議案

第１４号から同３０号に至ります平成１０年度泉

南市一般会計及び各財産区会計並びに特別会計の

歳入歳出決算につきまして、その概要を簡単に御

説明申し上げます。

まず初め、お手元の平成１０年度の決算書の１

ページから８ページにわたります一般会計でござ

います。歳入決算額１９４億６，６３７万３，５８７

円に対し歳出決算額は１９４億８，８１２万７，２１

９円となり、その差引額２，１７５万３，６３２円並

びに仮称農業公園整備事業ほか４件の繰り越し事

業での繰り越し一般財源等の額が４，５９７万６，０

００円等を合わせますと６，７７２万９，６３２円の

不足額が生じ、昭和６１年来の赤字決算となりま

したので、その不足額を翌年度繰上充用金により

まして補てんをいたした次第でございます。

なお、平成１０年度だけの単年度の収支で申し

ますと、６，８８７万７，６８０円の赤字でございま

す。

続きまして、９ページから１０ページの泉南市

樽井地区財産区会計でございます。歳入決算額７

億１，５４４万５，６１９円に対しまして歳出決算額

５，７９３万５，７９４円となり、歳入歳出差引額６

億５，７５０万９，８２５円は、平成１１年度へ繰り

越しをいたしました。

次の泉南市狐池財産区会計、同じく信達市場

（久堀池）財産区会計、同じく馬場財産区会計、

同じく海営宮池財産区会計、同じく信達市場財産

区会計、同じく新家（大池）財産区会計、同じく

道光寺池財産区会計、同じく新家高野・野口（大

掛）財産区会計、同じく幡代財産区会計、同じく

信達岡中財産区会計の１０財産区会計の各歳入歳

出決算につきましては、１１ページから３０ペー

ジにお示しのとおりでございますので、まことに

勝手ながら省略させていただきますので、御了承

のほどよろしくお願い申し上げます。

続いて、特別会計の決算について御説明を申し

上げます。



３１ページから３２ページの泉南市交通災害共

済事業特別会計でございます。歳入決算額５１５

万６，５５０円に対しまして、歳出決算額５１４万

３，７３７円となります。その歳入歳出差引額１万

２，８１３円は、平成１１年度へ繰り越しをいたし

ました。

次に、３３ページから３６ページに記載の泉南

市国民健康保険事業特別会計につきまして御説明

をいたします。歳入決算額は４１億３８７万２，８

８２円で歳出決算額は４１億７，５８１万３，７１４

円となっており、実質収支ではその差引額７，１９

４万８３２円の不足が生じましたので、翌年度繰

上充用金によりましてその不足額７，１９４万８３

２円を補てんいたしました。

次の３７ページから３９ページの泉南市老人保

健特別会計でございます。歳入決算額４５億２，６

７９万９，１９１円に対し歳出決算額は４５億４，５

２７万３，１７９円となり、歳入歳出差引額におい

て１，８４７万３，９８８円の不足が生じましたので、

同額を翌年度繰上充用金によりまして補てんをい

たしました。

次は、４１ページから４３ページの下水道事業

特別会計についてでございますが、歳入決算額４

５億７４７万８，４９７円に対し歳出決算額４５億

７４６万９，４９７円となり、その差引額９，０００

円は繰り越し事業の既収入の特別財源でございま

して、平成１１年度へ繰り越しをいたしました関

係で、実質収支額はゼロとなります。

最後に、４５ページから４６ページにかけての

泉南市汚水処理施設管理特別会計でございます。

歳入決算額は２，９９０万７，８５３円、歳出決算額

は２，７６７万８，５３４円となっており、歳入歳出

差引額、すなわち実質収支額でございますが、２

２２万９，３１９円は平成１１年度へ繰り越しをい

たしました。

なお、ただいま御説明を申し上げました一般会

計を初めといたします各会計の歳入歳出決算事項

別明細書につきましては、決算書の４７ページ以

下にお示しをいたしておりますので、御参照賜り

ますようよろしくお願いを申し上げます。

以上、極めて簡単でございますが、平成１０年

度の一般会計、各財産区会計及び各特別会計など

－２５８－

の決算につきましての概要説明とさせていただき

ます。何とぞよろしく御審議をいただきまして、

御認定を賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。

○議長（薮野 勤君） 佐野水道部長。

○水道部長（佐野芳男君） 一括上程されました議

案第３１号、平成１０年度泉南市水道事業会計決

算認定につきまして、御説明申し上げます。決算

書につきましては別冊になっておりますので、よ

ろしくお願いします。

５ページをお開き願います。収益的収入でござ

いますが、税込みで１４億２，２１８万７，６０８円

で、前年度比２，４０６万３，７２１円、率にいたし

まして１．７％の減、支出につきましては１４億７，

０８２万１，８２２円、対前年度比６，１４２万４，１

５７円、率にいたしまして４．４％の増でございま

す。収支差し引きにつきましては、税抜きで６，７

８６万８，５０３円の純損失を計上することとなり

ました。

収入減の主なものといたしましては、営業外収

益の分担金、支出増の主なものといたしましては、

受水費、減価償却費となっています。内容につき

ましては３４ページから４５ページにかけてお示

しのとおりでございます。

次に、７ページをお開き願います。資本的収支

につきましては、収入額５億３，７８９万４，１５０

円、支出額７億４，７６０万９，１５４円、収支差引

不足額２億９７１万５，００４円でございます。こ

の不足額は、当年度消費税資本的収支調整額８６

８万５，３８８円、当年度分損益勘定留保資金２億

１０２万９，６１６円で補てんいたしました。

以上、甚だ簡単ではございますが、決算の概要

の説明とさせていただきます。よろしく御審査の

上、御承認賜りますようお願い申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより各会計決算認定１

８件に関し、一括して質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） 予定として決算特別委員会

で審議していただきますから、細かい点について

は省きますが、今収入役の方から決算の状況が報

告されました。

結果的には６，７００万円の財源不足があって、



次年度から手当てをしたという報告でありました

が、日ごろ収入役の役目として、やっぱりこうい

うことに至らない、どんなことを言ってもお金が

なければ何もできないわけですから、そういうお

金の管理をしとるということからいえば、税収の

問題も含めて、このことの収入役としてのこの年

度でやってこられたことについて、もう少し私た

ち議会にもその役目を示していただきたいと思い

ます。

水道の方は、いわゆる行政一般でいえば市長に

当たる方が報告をされとるんですが、この報告の

仕方として、やっぱり収入役的な方が報告しなく

てもいいのかどうか。収入役が兼ねておると思い

ますので、その辺の役割なり任務を少し御説明い

ただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 辻収入役。

○収入役（辻 勇作君） 決算報告をいたした中で、

私の職務ということでまた御質問がございました

が、私の職務は、地方自治法１７０条に規定され

ておりますように、現金の管理とか、また小切手

とかの発行、また歳出につきましての支出負担行

為の確認とか、そういうようなものがあるわけで

ございます。

その中で税収をどのようにということでござい

ますが、私といたしましては、当然調定をいたし

ました歳入の税収につきましては、できるだけそ

の収入に努めるということについての努力をする

わけでございますが、これは市長部局の方で、収

税の方でいろいろと努力されておりまして、私と

いたしましても、その中で特に例月の出納検査等

で監査委員から指摘を受けますことにつきまして

も、その点を十分に担当部局の方に伝え、またそ

のことにつきましても私は私といたしましての意

見を述べるということで、通常の業務をいたして

るところでございますので、よろしくお願いいた

します。

また、水道の分につきましては私担当いたして

おりませんので、その点よろしくお願いします。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 御答弁の中にも意見を言っ

ておるということですから、やはりその意見をど

れだけ重みをもって行政の方が受けとめて、行政

－２５９－

執行するかにかかっとると思うので、三役のうち

の１人の、こういうお金の面を管理をしている

金がなければ、収入役が何ぼ払いたくても払え

ないわけですから、そういう点では収入役の注意

なり指示というのは、行政の側も収入役の役目と

いうのは法的にもきちっと位置づけられてあるわ

けですから、その辺は通り一遍の指示、またそれ

を受けたというあり方だけではなしに、やはりき

ちっとした拘束力というんか、担保を持った形で

そういう注意が守られるようにすれば、こういう

結果にはならないと思うので、その辺も含めてそ

ういう三役のあり方ということを再度実効性のあ

るものに御検討いただいて、議会の方にもその役

目を明確に責任も含めて今後示していただきたい

と、お願いをいたします。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 以上で本１８件に対する質

疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます平成１０年度各会計決算認定１８件につきま

しては、１２名の委員をもって構成する平成１０

年度決算審査特別委員会を設置し、これに付託の

上、閉会中の継続審査に付することにいたしたい

と思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って平成１０年度泉南市各会計決算認定１８件に

つきましては、１２名の委員をもって構成する平

成１０年度決算審査特別委員会を設置し、これに

付託の上、閉会中の継続審査にすることに決しま

した。

さらにお諮りいたします。ただいま設置されま

した平成１０年度決算審査特別委員会委員１２名

の選任につきましては、議長において指名するこ

とにいたしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議長において指名することに決しました。

これより指名いたします。

平成１０年度決算審査特別委員会委員に、



３番 辻 彌一郎 君

８番 松 原 義 樹 君

１３番 和 気 豊 君

１５番 上 野 健 二 君

１６番 重 里 勉 君

１７番 島 原 正 嗣 君

１９番 角 谷 英 男 君

２０番 西 浦 修 君

２１番 北 出 寧 啓 君

２２番 林 治 君

２３番 稲 留 照 雄 君

２５番 巴 里 英 一 君

の以上１２名の諸君を指名いたします。

ただいま議長において指名いたしました１２名

の諸君を平成１０年度決算審査特別委員会委員に

選任することに決しました。委員各位におかれま

しては、よろしくお願い申し上げます。

次に、日程第２９、議案第３２号 泉南市樽井

地区財産区管理委員の選任についてを議題といた

します。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

案第３２号、泉南市樽井地区財産区管理委員の選

任につきまして、提案理由の御説明を申し上げま

す。

樽井地区財産区管理委員につきましては、本年

６月２２日をもちまして任期満了となっておりま

す。今般、関係者と協議を行い、御提案申し上げ

ることとなりましたので、泉南市樽井地区財産区

管理会協議書第３条の規定によりまして、別冊議

案書１ページから２ページにお示しの方々を泉南

市樽井地区財産区管理委員として選任をいたした

く、議会の同意を求めるものでございます。

よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願

い申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 嶋本君。

○２６番（嶋本五男君） ちょっと市長、お尋ねす

－２６０－

るんやけれども、このお名前の方にどうのこうの

ということじゃなしに、樽井には四丁目と五丁目

しかないんですかな。ここへ選出されてる方は、

もうほとんど四丁目と五丁目、しかも３４番の１

とか２とかというふうにお隣さん、もうそこで構

成されているように感じるんですね。これ、仮に

ほかの人が見たら、樽井は四丁目と五丁目で全部

委員を占めてしまってる。しかも、その中に、３

４番の１０号と１１号、２号、もう隣組ですね、

これ。

ちょっとね、樽井はもっと広いと思うんですけ

れども、広く人材を求める方がいいんではないか

と。いやいや、だれを入れろということじゃない

んですよ。これを見ると四丁目と五丁目だけです

ねん。そしたら樽井は四丁目と五丁目だけしかな

いんかなと、そのような感じがしますし、しかも

五丁目でも２２番とか１９番とか１０番とか、も

うほとんど御近所の方ばっかり。

これ一応選考するときに、そら無理もないんだ

と思うんですけれども、お考えになった方が、何

か問題が起きたときには、ちょっとこれ奇異な感

じがすると思います。これは、市長はお答えでき

んのやったらお答えできんで、向こうから提出し

てきたものだと思うんで結構やけれども、これを

見たらちょっと奇異な感じしますよ。

樽井は四丁目と五丁目で、ほかは何もないんや

なと。樽井財産区という大きな財産を管理する中

で、四丁目と五丁目の人と、しかも隣組の人ばっ

かりがやってるというような感じさえこの中から

受け取れるんで、今後ひとつこういう選考につい

ても、広く樽井の中から人材を求めるようにして

いただいて管理していただいたら、非常に結構か

と思います。非常に偏ってると思いますよ。御返

事にならなかったらそれで結構ですけども、一応

御指摘だけしておきます。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 御承知のように、樽井財産

区管理委員の場合は、樽井地区から協議の上とい

いますか、御推薦をいただくということに相なっ

ておりまして、区の中ではいろいろ議論されたこ

とというふうに思っております。その結果として、

おっしゃるように、たまたま非常に近い方がおら



れるということも事実かというふうに思いますが、

区の中で整理されたものというふうに認識をいた

しておりますので、御理解を賜りたいと存じます。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 私、九丁目でございます。

ただいま嶋本議員がおっしゃってるような問題は、

本来ならそれなりの樽井区の中で、やっぱり一応

特別財産区ですから、そういう意味では選び方の

方法論、選出の方法論といいますかね、いわゆる

推薦のあり方そのものをもう少し管理者としてき

ちんと位置づけなきゃならないんじゃないかなと

私も思います。そういう点では、今後のあり方を

若干問いたいというふうに思います。

御承知のように４年前でしたか、９８条、樽井

財産区にかかわって調査特別委員会がつくられま

した。そして、そういった意味では樽井財産区の

財産管理あるいは運営についてはいろいろ問題が

あったということで、委員長報告がございました。

また、残された問題も多くあります。これを今後

どのような形でいわゆる財産区管理会委員が行っ

ていくのかということに対しての市長の見解です

ね。これをまず示してもらいたい。

もう１点は、過去、合併以来地元の選出議員が

かなり推薦されて、近年は２名ということになっ

てますけれども ２、２、３でしたかね、なっ

ておりますけども、今回なぜ提案がなかったのか

なと。何らかそれは議員そのものに問題があるの

か、それともそれ以外に、ただ選出は、先ほど市

長がおっしゃってましたように、市長がいわゆる

区長に委任しているということだけでの理解でい

いのかということで、ひとつお答えを願いたい。

そして、さらに今後も、今私が申し上げた方法

論を踏まえて、もうこれから地元議員は推薦しな

いんだということも含めて、いわゆる民間からこ

の選び方を方法論として、あるいは方向としてき

ちんと位置づけていかれるのかどうかということ

でお答えいただければ。

この３点です。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず１点目の以前にも樽井

地区財産区の調査特別委員会がございまして、い

ろんな形での御指摘なり、あるいは改善の提案等

－２６１－

もいただいております。これらについて、当然今

回選任をいただきます皆様方にも十分管理者とい

たしましても周知をいたしまして、その改善に取

り組んでいただくようにお願いもしてまいりたい

というふうに考えております。当然、公正、公平

な立場で職務を執行していただける方であるとい

うふうに認識をいたしております。

それから、２点目の選出基準の問題で、前回は

地元の市議会議員の方が２名入っておられたわけ

でございますが、今回民間の方ばかりということ

でございます。これにつきましては、いろいろ入

った方がいい、あるいは一般の方の方がいいんで

はないかという両論があろうかというふうに思い

ますが、地元の地区としての整理といたしまして

は、今後民間の方にやっていただきたいという強

い考えがあるということもお聞きをいたしました。

その中で、できるだけ円満にといいますか、そう

いう理解も含めてやっていただくように私から注

文もつけておいたわけでございます。

したがって、今回民間の方でそういうふうに委

員として選任をお願いするということとなったわ

けでございます。ですから、区の方にも申し上げ

たのは、あるときは議員が入った方がいいとか、

入らない方がいいとか、そういうふうに揺れ動か

ないようにしていただきたいと。区の考えがそう

であれば、今後ともそういう形で１つのピシッと

した見解を持っていただきたいということを申し

上げたところでございます。

そういうこともございまして、今後の考え方に

ついても、区の方に一応きちっと私の方からも注

文をつけておいたところでございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 市長はやはり管理者だし、

提案されているわけですから、市長に権限がある

わけですね。市長がいわゆる管理会に対して、そ

の管理運営に対しての委託ですね。そこに問いか

けてるといいますか、それで問題があればそこで

審議をしてもらって、それを市長が議会に出すと

いうことになるわけですね。

それと、この樽井財産区というのは、言わずも

がなの話ですけども、市長が先ほどおっしゃって



ましたけど、ちょっと字句の間違いがありました

ので、樽井財産区調査特別委員会だと。樽井調査

委員会ではなかったと思うんで、ちょっと裏返っ

たかなと。私の聞き違いかどうかわかりませんが、

ありましたらまた御訂正をお願いしたいと思いま

す。

それで、今回の選出の方法がどういう形でどう

なったのかというのが、私たちには見えないまま

提案されてくるわけでしょう。これは樽井財産区

やから樽井の者がしたらええんやという話では僕

はないと思うんですね。地方特別公共団体という

いわゆる自治法における位置づけの中でつくられ

たものでございますから、その管理運営に当たっ

ては市長に、済みませんけども、お尋ねいたしま

す。

この樽井財産区という区の存在は、もともとど

ういう方向で運営しなきゃならないという規定が

ありますが、それは市長、御承知でしょうね。そ

ういった中で管理運営するわけですから、選ぶ方

法論を今おっしゃってるように注文をつけたとい

うことでございますから、区長がいわゆる選出委

員の代表みたいなものですね、樽井区長に任すわ

けですから。それはそれで私はそれなりにいいと

は思いますけども、その方法論の中についてはも

う少し明確にできないものか。あるいは文書で、

こういう方向で選んでくださいということを相互

の文書の覚書のようなものはつくれないものかど

うか、今のお答えの中で。

そうじゃないと、その都度揺れていく。あると

きは議員が入る、あるときはそうじゃないとかい

う、これでは僕は余りいい方向でないし、現在出

されてる方向は、僕はいいと思うんですよ。民間

の方々が出てくるというのはいいと思うんです。

それは樽井の財産区をどのような形で我々は運営

していくんだという、これは大事なことですから、

それなりに僕はいいと思うんですけども、また今

度は議員やという形ではないのかどうか。この点

をきちんと覚書なり何なりの方法論で、一遍市長、

取り交わしていただけないかどうかということな

んです。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先ほど議会で設けられまし
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た調査特別委員会ですね。私もちょっと、はっき

りどう言ったかという記憶が今ございませんが、

もし間違っておれば泉南市樽井地区財産区会計調

査特別委員会だったというふうに思いますので、

訂正をさせていただきたいというふうに思います。

それから、今御指摘ありました今後の１つの方

針ですね。これは私もはっきりと区の方々にも申

し上げたわけでございますが、先ほども言いまし

たように、議員さんが入られるということは、あ

る意味では財産区の執行側になるわけでございま

すから、それは賛否両論あろうかというふうに思

いますから、今回民間の方々でお願いするという

ことになったわけでございますから、その方針は

今後とも 申し上げたのは、区長がかわろうが、

どなたが地区の代表になられようが、それをやは

り踏襲をしていただきたいと。要するに、さっき

言いましたように、あるときは議員が入って、あ

るときは入らないとか、そういうことのないよう

にということを強く申し上げております。区がそ

れは了承しております。

今御指摘ありましたように、それを確認書なり

何なり書面で交わしておいた方がいいんではない

かということでございますので、これはまた区の

皆さんと私と相談して、このあたりの処理を考え

たいというふうに思います。

○議長（薮野 勤君） 本日の会議時間は、議事の

都合によりあらかじめこれを延長いたします。巴

里君。

○２５番（巴里英一君） 今、市長がお答えなさっ

た方向で僕は行っていただければいいと思います

ので、ぜひともその方向で、いつもふらついてる

ということでは余り芳しいことでないし、その問

題がこういう中にまで持ち込まれてくるというこ

とは、決していい結果を生まないというふうに思

いますので、ぜひその点をまずお願い申し上げま

す。

特に、先ほど申し上げてますように、覚書なり

何なりの方向をきちんとして、区長がかわろうが

市長がかわろうが、やっぱりその選出方法、あり

方については変わらないと。

それで、今市長がいみじくもおっしゃったよう

に、議員があそこへ入っていて、またその中でで



きたものを出してくるということは、我々は非常

に審議がしにくくなる。この後、決算特別委員会

があるわけですけども、その中でやると、その議

員さんが決算特別委員会の委員として入っておら

れると、なかなか発言もやっぱりお互いに牽制し

合うということもあり得る可能性もありますので、

そういった意味ではぜひともこの方向で、樽井財

産区管理会委員の選出方法、推薦方法について、

ぜひともお願いを申し上げたいということで、終

わります。

○議長（薮野 勤君） 以上で本件に対する質疑を

終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第３２号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第３２号は、原案のとおり同意すること

に決しました。

次に、日程第３０、議員提出議案第１４号 政

府の保育施策の拡充を求める意見書についてを議

題といたします。

本件に関し、提出者を代表して東 重弘君から

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。東 重弘

君。

○７番（東 重弘君） 議員提出議案第１４号、政

府の保育施策の拡充を求める意見書について、既

にお手元に御配付をさせていただいております案

文の朗読をもって、提案理由とさせていただきま

す。

政府の保育施策の拡充を求める意見書（案）

共働きの一般化と少子化への対応として、１９

９８年４月から改正児童福祉法が施行された。

近年の出生率の減少、特に働く女性の出生率は

極端に低く、就労と育児の両立のための支援は、

緊急かつ大きな課題となっている。

しかし、保育所や学童保育などの整備は十分と

はいえず、働きながら子育てしたいという保護者

の希望を十分かなえるには至っていないのが現状

である。

－２６３－

特に、都市部における年度途中の入所、保育時

間の延長、一時保育、病時保育などの多様化する

保育ニーズへの対応や学童保育における指導員の

専門性の確保などが大きな課題となっている。

これらの課題に対応し、就労と育児の両立支援

を図るには、国の財政保障が不可欠である。

よって本市議会は、緊急保育対策５ケ年事業の

延伸を求めるとともに、下記についても充実を図

るよう強く要望する。

記

１、緊急保育対策５ケ年事業の補助内容を実態に

見合うよう改善するとともに、保育所職員の配

置基準や施設整備などの最低基準を改善するこ

と。

２、保育施策の充実に必要な財源は、利用者負担

の増大ではなく公費負担の増大を図ること。

３、多様な保育ニーズに対応するため、延長保育

や夜間保育、休日保育などの保育施策を実施す

ること。

４、待機児童の解消を図るための緊急対策を講じ

ること。

５、学童保育については、児童館や学校の空き教

室利用など、地域の実状に応じて工夫すること。

以上、地方自治法第９９条第２項の規定により

意見書を提出する。

平成１１年９月３０日

泉南市議会

どうか皆さん御賛同くださいますようよろしく

お願いいたします。

○議長（薮野 勤君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。 質疑等なし

と認めます。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議員提出議案第１４号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議員提出議案第１４号は、原案のとおり可と

することに決しました。



次に、日程第３１、議員提出議案第１５号 道

路財源の確保に関する意見書についてを議題とい

たします。

本件に関し、提出者を代表して巴里英一君から

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。巴里英一

君。

○２５番（巴里英一君） 議長より許可をいただき

ましたので、ただいまより議員提出議案第１５号、

道路財源確保に関する意見書について、上記議案

を別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提

出するものです。皆さんのお手元に配付いたして

おりますので、案文を朗読して提案にかえたいと

思います。

道路財源の確保に関する意見書（案）

道路は豊かな国民生活や活力ある経済社会活動

を支える最も基礎的な施設であり、都市圏、地方

圏をとわずその整備に強い期待が寄せられている。

また、高齢化、少子化が進展しているなか、２１

世紀の社会基盤を計画的に充実させるためにも道

路整備は一層重要になっている。

本市は、関西国際空港の開港、りんくうタウン

の建設などにより、新しい時代を迎えることとな

り国際化、情報化、価値観の多様化などのさまざ

まな面で大きく変化しつつある。また２１世紀を

展望した新たな発展を期すべく将来の方向を見す

え、都市の骨格としての道路網の整備を促進する

とともに通過交通や地域内交通など性格に応じた

適切な分離と体系的な道路整備を図る途上にある。

そのため、これらの施設を支援し、その機能を

充分に発揮するための道路整備はもとより、本市

域を通過する国道２６号線の完成や防災、環境、

快適性、高齢者等の利用に配慮した整備促進が急

務となっている。

よって政府は、道路整備の重要性を深く認識さ

れ、次の措置を講じられるよう強く要望する。

記

１．平成１２年度予算においては、新道路整備五

箇年計画に基づき、円滑に道路整備を推進して

いくため、ガソリン税、自動車取得税等の道路

特定財源制度を堅持するとともに一般財源を大

幅に投入し、道路整備費を拡大すること。

２．震災対策、防災対策、良好な沿道環境づくり、

－２６４－

交通安全対策等、安全で快適な道路環境づくり

を一層推進すること。

３．地方公共団体の道路整備財源の充実強化を図

ること。

以上、地方自治法第９９条第２項の規定により

意見書を提出する。

平成１１年９月３０日

泉南市議会

議員各位におかれましては、御賛同を賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。

○議長（薮野 勤君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。 質疑等なし

と認めます。

討論に入ります。討論はありませんか。

成田君。

○１４番（成田政彦君） 今日、高速道路などは既

に国の隅々まで網羅され、公共事業優先が日本国

民の生活をよくするという考え方は、今大きな疑

問を持たれております。

特に新道路整備５カ年計画というのは、公共事

業に大企業優先の道路計画、そういうものに予算

をつぎ込むという面を持っております。一般財源

などは、今日、２１世紀には高齢者社会を迎え、

福祉に全面的にお金が要る時代であります。

特に日本の財政の展望を見ますと、いわゆる公

共事業に対しては５０兆円、福祉に対しては２０

兆円という逆さまの政治が行われております。私

どもは今後、高齢化社会、少子化社会が進展する

中で、やはり福祉優先を貫き、そういうところに

一般財源を大幅に投入することが必要ではないで

しょうか。道路そのものの整備に反対するわけで

はないですが、考え方を変えることが今一番求め

られているのでないでしょうか。

よって、これに反対いたします。

○議長（薮野 勤君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する討論を終結いたします。

これより議員提出議案第１５号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立多数であります。よっ



て議員提出議案第１５号は、原案のとおり可とす

ることに決しました。

次に、日程第３２、議員提出議案第１６号 西

日本旅客鉄道株式会社（阪和線）に利便性の高い

ダイヤ改正等を求める要望決議についてを議題と

いたします。

本件に関し、提出者を代表して井原正太郎君か

ら提案理由並びに趣旨の説明を求めます。井原正

太郎君。

○１番（井原正太郎君） 御指名をいただきました

ので、議員提出議案第１６号、西日本旅客鉄道株

式会社（阪和線）に利便性の高いダイヤ改正を求

める要望決議についての意見書について、案文を

朗読いたしまして提案にかえさせていただきます。

西日本旅客鉄道株式会社（阪和線）に利便性

の高いダイヤ改正等を求める要望決議（案）

去る平成１１年５月１０日に「ダイヤ改正」さ

れた阪和線での車輛数の減、及び区間快速の激減

は、和泉砂川・新家・長滝駅利用者にとって、極

めて不便になっている。

また、帰宅時の最寄り快速停車駅での各駅停車

への接続も著しく減少している。

さらに、乗り継ぎ駅である日根野駅では、朝・

夕のラッシュ時は、大変な混雑となっている。

よって、西日本旅客鉄道株式会社においては、

下記事項について早急に行うことを強く要望する。

記

１．日根野駅始発及び日根野駅終着の快速電車を

和泉砂川駅始発終着とし、和泉砂川駅～熊取駅、

熊取駅～和泉砂川駅間をそれぞれ各駅停車とす

ること。

２．和泉砂川・新家・長滝の各駅へ待合室を設置

すること。

３．和泉砂川・新家・長滝の各駅の改札口の混雑

を解消する対策を講じること。

以上、決議する。

平成１１年９月３０日

泉南市議会

よろしくお願いいたします。

○議長（薮野 勤君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。 質疑等なし

と認めます。

－２６５－

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議員提出議案第１６号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議員提出議案第１６号は、原案のとおり可と

することに決しました。

次に、日程第３３、議員提出議案第１７号 大

阪府に「教育改革プログラム」の抜本見直しを求

める意見書についてを議題といたします。

本件に関し、提出者を代表して松本雪美君から

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。松本雪美

君。

○６番（松本雪美君） 議員提出議案第１７号、大

阪府に「教育改革プログラム」の抜本見直しを求

める意見書について、案文を朗読して提案にかえ

ます。

大阪府に「教育改革プログラム」の

抜本見直しを求める意見書（案）

昨年、国連子どもの権利委員会は、「極度に競

争的な教育制度」によるストレスの解消を日本政

府に勧告した。現在、中学生による事件が頻発し

ていることは、高校受験に対する不安やストレス

と無関係ではないと思われる。特に、大阪府では

中卒生の全日制高校への進学率が９２．３％と低く

設定されているため、生徒減少期にもかかわらず

８０００名以上の受験生が「１５の春」に泣いて

いる。

一方「３０人学級」の早期実現を求める世論が

強まっており、国の施策を待つまでもなく、独自

に少人数学級を実施している地方自治体も生まれ

ている。教育条件を整備することは府民の大きな

関心であり強い願いである。

また、長引く不況により経済的理由で退学せざ

るを得ない生徒が増えている。ところが大阪府が

発表した「教育改革プログラム」では、入学金や

授業料の引き上げ、私学助成の削減などが示唆さ

れており、子どもたちの学習権を奪うことになり

かねない。



ここに本市議会は、教育条件を良くするため、

大阪府と大阪府教育委員会に対し下記のことを強

く要望する。

記

１、全日制高校への計画進学率を直ちに引き上げ

ること。

２、大阪府独自で３０人学級の早期実施に着手す

ること。

３、入学金や授業料の引き上げ、私学助成の削減

を行わず、教育費の保護者負担を軽減すること。

４、教職員定数を大幅に増やすこと。

５、より広く府民の意見を聴取し、「教育改革プ

ログラム」の抜本見直しを行うこと。

以上、地方自治法第９９条第２項の規定により

意見書を提出する。

平成１１年９月３０日

泉南市議会

○議長（薮野 勤君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。 質疑等なし

と認めます。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議員提出議案第１７号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） ただいまの議長の宣告に対

し御異議がありますので、本件については起立に

より採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立多数であります。よっ

て議員提出議案第１７号は、原案のとおり可とす

ることに決しました。

次に、日程第３４、議員提出議案第１８号 Ｎ

ＰＯ法人（民間非営利団体）の育成策の強化を求

める意見書についてを議題といたします。

本件に関し、提出者を代表して松本雪美君から

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。松本雪美

君。

－２６６－

○６番（松本雪美君） 議員提出議案第１８号、Ｎ

ＰＯ法人（民間非営利団体）の育成策の強化を求

める意見書について、案文を朗読して提案にかえ

ます。

ＮＰＯ法人（民間非営利団体）の

育成策の強化を求める意見書（案）

２１世紀を目前にし、わが国は、経済のグロー

バル化、少子高齢化、環境保全、情報化及び資源

エネルギー等々、さまざまな構造的問題に直面し

ている。

こうした２１世紀社会の複雑で構造的な諸問題

に対処していくうえで、政府セクターや民間営利

企業に属せず、営利を目的とせずに公益的な活動

を行なうＮＰＯの存在と役割が改めて注目されて

いるところである。

こうした期待を背負って、平成１０年１２月に

ＮＰＯ法が施行され、それに基づく法人申請は本

年８月６日現在でようやく１，０００件を突破した

ところである。今後、認証されるＮＰＯ法人がさ

らに飛躍的に増加し、医療、介護、環境問題等々

での活躍とともに、雇用の受け皿としても発展し

ていくことが期待されている。しかるに、こうし

たＮＰＯ法人が順調に発展していくうえで、わが

国はまだ厳しい環境に置かれており、その環境整

備を図ることが急務である。

よって、政府においては、ＮＰＯ法人等の健全

な発展を図るために、下記の対策を早急に講ずる

よう要求するものである。

記

１．ＮＰＯ法人に対する個人や企業の寄付の所得

控除や損金算入、ＮＰＯの収益事業のみなし寄

付、不動産寄付への免税措置等の優遇措置を早

急に実現すること。

２．ＮＰＯ法人に対する地方自治体等からの恒常

的な業務委託を拡大していくことが必要であり、

そのための特別交付金の継続を図ること。

３．災害、福祉等の公益的な活動に参加するため

の勤労者ボランティア休暇法を制定すること。

以上、地方自治法第９９条第２項の規定により

意見書を提出する。

平成１１年９月３０日

泉南市議会



○議長（薮野 勤君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。 嶋本君。

○２６番（嶋本五男君） 決してこの非営利事業団

体に反対するものではありませんけれども、今の

ところこの非営利事業団体に対しての歯どめがち

ょっとわからないんです。というのは、雇用のな

にもというふうに書いてるんですけれども、うっ

かりすると劣悪なる労働条件のもとに置かれる可

能性がある。それと、補助金をこの非営利事業が

どのように使うかということも、はっきり言って

わからないんですよ。

それで、私の知ってる人も非営利事業に今度認

定されたんですけれども、どうも話を聞いてると、

自分らが楽して給料を取るというような考え方も

持っておる。僕はそれは間違いですよと、そのよ

うに申し上げてきたんですけれども、今後この非

営利事業に各市であるとか、またそれぞれの団体

に、どのように介護人を回していくかということ

が大きな問題になるかと思うんですけれども、そ

の点、提案者はその非営利事業団体のいわゆる性

格ですね 性格というんか、どのような営業と

いうんか事業を行ってるかという歯どめがあると

お考えなのか。

問題があればやっぱり調査に入らなければ、た

だいたずらにどんどんふえていって問題が残ると

思いますんで、その点、非営利事業団体に対する

縛りをどのようにお考えなのか。もしあれば

わからなかったらわからないで結構ですけれども、

もしあれば、私一番懸念してるのがそれなんです

よ。非営利事業という名前のもとに、非常に劣悪

なる、働いてる人のなにをするというようなこと

さえ考えられるということがありますので、その

点の縛りを一体どのようにお考えなのか、その点

だけちょっとお聞きしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） 全会一致ということで私が

提案者になりましたんですが、私が知り得る中身

については、当然この非営利団体というのは営利

を目的としない団体ですし、法人格を付与するこ

となどについて、当分の間措置を定めることによ

り、その活動の健全な発達の促進を図り、もって

公共の福祉の増進に寄与することを目的とすると、

－２６７－

こういうことでその目的が課せられていますし、

その劣悪なサービスといいますか、そしてその非

営利団体に所属する人たちの労働条件ですか、そ

ういうことについても、当然社会的な位置づけと

いうのがはっきりしている以上、そこはこういう

目的に沿った形での活動に対する報酬ということ

ですし、利益が出ない。利益が出た場合について

も、この中で１のところでも言ってますように、

ＮＰＯの収益事業のみなし寄附ということで寄附

ということに位置づけるから、営利団体ではない

ということですから、当然働いた報酬に見合うも

のは支払っていただけるようになるということに

私は解釈してますので、よろしくお願いします。

○議長（薮野 勤君） 嶋本君。

○２６番（嶋本五男君） 松本議員の説明で結構だ

と思いますけれども、そのことは私も百も承知で、

決してこれに反対してるわけではないんですよ。

ただ、その非営利事業団体の中に、いわゆる利

益は出してはいけないけれども、その中の一部が

これを利用しようとしてかかってる団体もあるん

ではないかと、こういう危惧をしますので、そう

いうことも含めて今後やっぱりよく監視をしてい

くようなこともしていかんことには、実際に私の

聞いてる範囲内では、これを目的で喜んでやって

る人がおることは事実なんで、そういうことも含

めて、今後希望として、非営利事業をこれから促

進していくということは、介護保険ができた以上、

こういう団体がなかったら、とてもやないけども、

今のものではやっていけないということも百も承

知しておりますけれども、その点をひとつ危惧す

るので、意見として申し上げておきます。

○議長（薮野 勤君） 以上で本件に対する質疑を

終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議員提出議案第１８号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議員提出議案第１８号は、原案のとおり可と



することに決しました。

次に、日程第３５、議員提出議案第１９号 関

西国際空港の軍事利用に反対する意見書について

を議題といたします。

本件に関し、提出者を代表して成田政彦君から

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。成田政彦

君。

○１４番（成田政彦君） 議員提出議案第１９号、

関西国際空港の軍事利用に反対する意見書につい

て、案文を読んで提案したいと思います。

関西国際空港の軍事利用

に反対する意見書（案）

新ガイドライン関連法が国会で可決成立したと

ころである。これを受けて防衛庁は、地方自治体

の長に対し法を具体化した説明文書を送付するこ

とにより、米軍支援のための病院・バス・水など

の提供について、自治体の協力や民間で働く住民

の動員までも事実上強制しようとしているもので

ある。

とりわけ関西国際空港が全国の主要空港ととも

に、この法によって軍事利用の危険にさらされる

ことは、「平和の空港」「公害のない空港」「地

元と共存共栄する空港」として、その建設に合意

してきた地元自治体として容認できないものであ

る。

よって本市議会は、本市制定の「非核平和都市

宣言」の趣旨に基づき関西国際空港の軍事利用を

しないことを強く要望する。

以上、地方自治法第９９条第２項の規定により

意見書を提出する。

平成１１年９月３０日

泉南市議会

○議長（薮野 勤君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 関西空港の軍事利用に反

対する意見書でありますけども、私はまだ関西国

際空港を軍事利用するということは聞いておりま

せん。軍事利用するであろうといういわゆる質疑、

質問の中でよくありますけども、その点、そうい

った意味では確認はできるんでしょうか。

○議長（薮野 勤君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） この問題につきましては、

－２６８－

先ほど新ガイドライン関連法が国会で可決成立し

ました。ガイドラインは３つの法律があるんです

けど、その法律の中に地方自治体の長に対し、協

力をうたうという条文があります。そしてさらに、

今日地方自治体に対しては、この案文に書いてあ

りますように、防衛庁の指針が全国自治体に配ら

れて、このように協力されたいという文書も配付

されてます。そういう点で、本市議会においても、

非核平和宣言都市の趣旨に基づき、決して関西空

港を軍事利用しないことを議会として要望をする

ということであります。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 以上で本件に対する質疑を

終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議員提出議案第１９号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） ただいまの議長の宣告に対

し御異議がありますので、本件については起立に

より採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立多数であります。よっ

て議員提出議案第１９号は、原案のとおり可とす

ることに決しました。

次に、日程第３６、議員提出議案第２０号 軽

油引取税の暫定増税分の撤廃及び減額を求める意

見書についてを議題といたします。

本件に関し、提出者を代表して大森和夫君から

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。大森和夫

君。

○５番（大森和夫君） 議員提出議案第２０号、軽

油引取税の暫定増税分の撤廃及び減額を求める意

見書について、お手元に意見書案を配付していま

すので、案文を朗読しまして提案にかえます。

軽油引取税の暫定増税分の撤廃

及び減額を求める意見書（案）



国民生活と日本経済の発展に貢献してきた貨物

自動車運送事業（トラック運送）は、昨年７月、

通産大臣より不況対象業種として認定され、本年

１月、労働大臣より雇用調整助成金の給付が適用

される業種に指定された状況であり、業界全体の

９９％以上を占める中小零細企業は、まさに深刻

な事態に至っている。

トラック運送における赤字企業は、全体の半数

以上を占め、倒産件数は昨年１年間で５７５件を

数えている。また、労働者の賃金水準は全産業水

準を大きく下回るなど、かつてない厳しい状況に

ある。

これらの背景には、不況による荷動きの鈍化、

運賃・料金の低下とともに、高速道路料金や軽油

引取税の値上げなどによるコスト圧迫がその要因

として指摘されており、とりわけ、軽油引取税の

暫定増税分の軽減を求める声は、非常に大きいも

のがある。

軽油引取税の税率は、地方税法第７００条の７

において、１キロリットルにつき１５，０００円と

定められているが、それが度重なる暫定増税の上

乗せにより、本則で定められた基本税率の倍以上

の税率となっている。

政府は「適正かつ円滑な転嫁」として軽油引取

税の運賃への転嫁を提唱するが、この厳しい経済

状況下においては不可能な状況にあり、結果的に

トラック運送事業者の負担が強いられている状況

にあると言える。

よって、本市議会は、政府に対し、さしあたり

緊急不況対策として軽油引取税暫定増税分（本法

附則第３２条の２第２項）について、撤廃若しく

は減額措置をはかられるよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条第２項の規定により

意見書を提出する。

平成１１年９月３０日

泉南市議会

よろしく御賛同いただくようお願い申し上げま

す。

○議長（薮野 勤君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。 質疑なしと

認めます。

討論に入ります。討論はありませんか。

－２６９－

討論なしと認めます。

これより議員提出議案第２０号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） ただいまの議長の宣告に対

し御異議がありますので、本件については起立に

より採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立多数であります。よっ

て議員提出議案第２０号は、原案のとおり可とす

ることに決しました。

次に、日程第３７、議員提出議案第２１号 老

朽・危険校園舎の早期改修を求める決議について

を議題といたします。

本件に関し、提出者を代表して松本雪美君から

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。松本雪美

君。

○６番（松本雪美君） 議員提出議案第２１号、老

朽・危険校園舎の早期改修を求める決議について、

案文を朗読して提案にかえます。

老朽・危険校園舎の早期

改修を求める決議（案）

市内学校・幼稚園の施設は、その８０％以上が

建築後２０年余りを経過し、老朽化が進んでいる。

その上、１９９５年１月１７日の阪神淡路大震災

による施設の痛みは、校舎の基礎部分から屋根に

まで及び、次なる震災でもあれば大事故にもなり

かねない、まさに危険極まりない状況にある。

このことは、市内の１１小学校、４中学校及び

９幼稚園現場から出されている３０１項目の要望

書からも明らかである。

子ども達の「荒れ」の一要因ともいわれる教育

施設の荒廃は、教師、児童及び生徒にとって由々

しき問題であり、父母からも強く懸念されている。

児童・生徒が安心して学べる教育環境の整備は、

何をおいても急務の課題であると思慮される。

よって泉南市議会は、老朽・危険校園舎の大規

模改修を含む、早期改修を求めるものである。



以上、決議する。

平成１１年９月３０日

泉南市議会

以上、よろしくお願いします。

○議長（薮野 勤君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。 巴里君。

○２５番（巴里英一君） １点だけお尋ねさせてい

ただきます。

今、松本議員が老朽・危険校園舎の早期改修を

求める決議案を提案されましたけれども、事実上

提案者がおっしゃるとおりであります。

しかし、御承知のように、午前からずうっと討

議されてますように、泉南市の財政規模そのもの

が非常に厳しい状況にあると思われます。そうい

った点では、この２４校園舎の改修費あるいは補

修費はどの程度かかるのかということが試算され

ているのであればお示し願いたい。

そして、それは年次計画としてということの考

え方をお持ちなのか。ただ単に、今年度あるいは

来年度という形でやれということの要望なのかと

いうことで、お尋ねいたします。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） 巴里議員の質問にお答えし

ます。

この老朽・危険校園舎の大規模改修を含む早期

改修ということでは、費用の点については、私は

今、きょうもいろいろ論議がありましたけれども、

すべての悪い部分を改修するための費用の計算は

していません。

しかし、その費用についてはどういうふうな形

で捻出していくのかということですけれども、当

然泉南市の財政の浪費や冗費を削って、そして今

置かれている教育現場の状況を見たときには、も

うそのことをおくらせることはできないという緊

急課題については、やっぱり理事者の方ではその

財政を捻出するために努力していただきたいと思

います。

それから、大規模改修についてでありますけれ

ども、当然現在のこの状況、学校の施設を改修し

ていくための状況をきちっとした形で調査もせね

ばなりませんし、大規模改修をするときには必ず

耐震診断をせねばならないということで文部省か

－２７０－

らも位置づけられている、そういう状況のもとで、

当然その改修については一気にやることはできま

せん。だから、財政が許す限り年次的に計画を立

てていけということを私も今までの論議の中でも

何度も発言をさせてもらっています。きちっとし

た形で方向を示されるように、私の方からも理事

者にはお願いしたいところであります。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 早口だったのでちょっと

聞き取れなかったんですが、浪費と言いましたん

か冗費と言いましたんか。

そしてもう１つ、何か私がちょっと聞きかじっ

たような感じなんで、削ってということをどのよ

うな意味でおっしゃったのか、ちょっとわかりま

せん。

それをもう一度説明いただくことと、あなたが

長期展望だったら長期展望と、中長期だというこ

とできちっと書いていただけばええんだけども、

早期改修ということになりますと、現在の財政規

模で果たして試算すればできるのかどうか、そこ

との兼ね合いがどうなのかということで、お示し

ください。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） 浪費、冗費、そういう発言

をしましたけれども、これは先ほどの砂川駅前の

再開発問題でもありますように、大型公共事業で

本当に泉南市の財政に大きく影響を与えるような

ものについては、市民の税金をつぎ込んでいく事

業ですから、当然慎重に対応せねばなりませんし、

そういう今問題になっている、先ほどの論議でも

問題になったようなものはやっぱりやめて、ちゃ

んと子供たちを守っていく教育費につぎ込んでい

ただきたいと思います。

それから、早期改修ということがありますけれ

ども、当然緊急にやらねばならない部分は、しっ

かりと理事者の方にそれは考えていただきたいと

思います。全部が全部すぐにやれということでは

ありませんので、理事者に考えていただいて、そ

の中での判断にお任せをしたいと思います。

大体早期ということでは、５年ぐらいの期間を

見て、緊急な部分はそれぐらいの中でしっかりと

改修してもらいたいなと、こういうふうに思って



おります。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 提案者のお答えを聞いて

ますと、本来僕は中長期という表現でされれば非

常によかったんじゃないかなというふうに思いま

す。

それで冗費、ろう費 冗費というのはいわゆ

るむだな金という意味なんですね。ろう費という

のは労務賃、そういう意味なんですか、言うてる

のは。いわゆる労働賃金という意味なんですか。

「ろう」というのがちょっとわからない。浪費か。

むだ遣い 簡単に言うたらむだ遣いだというこ

とをおっしゃってるわけですね。なるほど、そう

ですか。大体それはわかりました。

それで、耐震診断１つにしても、全体をやれば

数千万円超えるのじゃないかというふうに僕は思

います。そこから始めると、あなたのおっしゃる

ような早期改修というのは、気持ちとしてはある

かもわからないけれども、現実には理事者が質問

なり、あるいは提案の中で質疑に答えてるように、

現実に財政規模から見れば、やはりこのことは考

えるけれども、すぐにはできないという答弁もあ

るわけで、そういう意味では早期改修というのは

少し無理があるんじゃないかなと、言い方の表現

については。

これは、やはり先ほどあなたもおっしゃるよう

に、早期というたらきょう、あすのという意味の、

来年だったら来年とか、１年、２年のことになる

わけですから、できれば中長期ということで、ひ

とつ理事者に考えてくれということであれば非常

にいいんじゃないかと私は思いますけども、あな

たも先ほど５年というような表現をされましたか

ら、その意味ではこの文面とはなかなか差し合わ

ないんじゃないかなと、いわゆる提案内容とは若

干違うんじゃないかなというふうに思いますので、

それでお答えいただいてもいただかなくても結構

でございますけれども、私はそういう点を指摘し

て終わります。

○議長（薮野 勤君） 他にございませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

－２７１－

これより議員提出議案第２１号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） ただいまの議長の宣告に対

し御異議がありますので、本件については起立に

より採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立多数であります。よっ

て議員提出議案第２１号は、原案のとおり可とす

ることに決しました。

次に、日程第３８、議員提出議案第２２号 市

町村に対する助成の強化など介護保険法の円滑な

実施を求める意見書についてを議題といたします。

本件に関し、提出者を代表して和気 豊君から

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。和気 豊

君。

○１３番（和気 豊君） 議員提出議案第２２号、

市町村に対する助成の強化など介護保険法の円滑

な実施を求める意見書について、案文を朗読し、

提案にかえさせていただきます。

市町村に対する助成の強化など介護保

険法の円滑な実施を求める意見書（案）

平成１２年４月からスタートする介護保険法は、

実施直前において、さまざまな問題点が浮き彫り

にされている。その主なものとしては、基盤整備

の遅れに加え、予定より高くなる保険料負担（第

１号被保険者保険料の場合で市町村格差が最高で

４．４倍）、これまでサービスを受けていた者の認

定漏れやサービスの低下、軽度と判定されたこと

により特別養護老人ホーム等の施設から退所を迫

られる高齢者が出てくることが予想される等々の

問題点がある。

こうした問題点は、全国各地に「保険あっても

サービスなし」といった事態を招くのみならず、

高額の保険料や自己負担等が高齢者・国民の生活

を圧迫し、引いては景気回復にも悪影響をもたら

すおそれがあると言わざるを得ない。

よって政府においては、下記の措置を講ずるこ



とにより、高齢者の保険料等の軽減を図るなど、

介護保険法の円滑な実施を図るよう要求するもの

である。

記

１．平成１２年度予算において、高齢者等の保険

料・自己負担を軽減する財政措置を講じるとと

もに、低所得者や滞納者対策について市町村に

対する財政的支援を強化すること。

２．新ゴールドプランに引き続き、在宅介護サー

ビス（訪問介護・看護、グループホーム及び住

宅改修サービス等）に重点を置く実態に見合っ

た新しいプランを策定・実施すること。

３．認定より漏れる高齢者に対する介護・予防サ

ービスや市町村が行う横出し・上乗せサービス

について、市町村に対する財政的支援を充実・

強化すること。

４．住民が安心してサービスを選択し受けられる

ように、施設・在宅介護サービス事業者につい

ての情報公開や苦情処理体制の整備が適切に行

われること。

５．要介護の認定業務の円滑な実施のため市町村

に対し、適切な指導を行うこと。

６．介護費用の所得控除制度の創設を図ること。

７．高額介護サービス費の適切な水準設定を図る

とともに、高額療養費（６３，６００円）と重

複する場合の軽減策を講じること。

８．一定の条件の下での家族介護に対する現金給

付を認めること。

以上、地方自治法第９９条第２項の規定により

意見書を提出する。

平成１１年９月３０日

泉南市議会

以上であります。

○議長（薮野 勤君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。 質疑等なし

と認めます。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議員提出議案第２２号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

－２７２－

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議員提出議案第２２号は、原案のとおり可と

することに決しました。

次に、日程第３９、議員提出議案第２３号 同

和行政終結宣言についてを議題といたします。

本件に関し、提出者を代表して林 治君から提

案理由並びに趣旨の説明を求めます。林 治君。

○２２番（林 治君） 議員提出議案第２３号、

同和行政終結宣言について、案文を朗読して提案

にかえたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

同和行政終結宣言（案）

部落差別は、封建的身分差別の残りものであり、

部落問題の解決とは旧身分のいかんを問わず、す

べての人間の平等・同権を確立し、部落内外の住

民が社会生活においてわだかまりなく人間として

連帯を広げ、差別を受け入れない圧倒的な社会的

世論をきずくことである。

一昨年の３月末で国の「地対財特法」が終了し、

同和事業の終結はいまや全国的な流れとなってい

る。

本市における同和行政は国の「同和対策特別措

置法」に先がけて進められ、すでに３５年におよ

ぶ同和対策事業によって、一般地域との格差が大

きく解消し社会的交流も進展している。

しかし、不公正な同和事業やゆがんだ同和教育

・啓発は新たな差別をつくり出すものとなり、部

落問題の解決を阻む要因となっている。

今必要なことは、「同和地区」指定という行政

上の垣根をとりはらい、市民の自由な社会的交流

と連帯を促進することによって、真の部落問題解

決への明るい展望を切り開くことである。

よって、泉南市議会はここに同和行政を終結す

ることを宣言する。

平成１１年９月３０日

泉南市議会

以上であります。どうかよろしくお願いいたし

ます。

○議長（薮野 勤君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） この中で、かつては日本共



産党も部落解放の運動体とも一緒になって運動さ

れてきて、今日一定の部落問題に対する理解が進

んだ大きな要因であると思います。

そういう中で、部落解放同盟が進める運動に対

して大変批判的な意見を展開していらっしゃるわ

けなんですけれども、ここで言う「部落内外の住

民が社会生活においてわだかまりなく人間として

連帯を広げ、差別を受け入れない圧倒的な社会的

世論をきずくことである。」という、こういう表

明があるわけなんですけれども、どういう方法で、

内外のわだかまりをとるようなものがどういう形

でやるのかという具体的なものがなかなかない。

私が感じるのはそういうこと、部落問題を言わ

なければ部落問題そのものを全然知らないという

人が生まれる可能性がありますね。それから、知

らないということと、そういう部落差別が現に社

会に存在するということは、必ずしも一緒ではな

いと思うので、こういう部落問題、差別問題とい

うのは、差別を受けない人にとってはなかなかわ

かりにくい問題であるという問題の性格があると

思いますね。

だから、私はそんなつもりで言ったことないの

にと言うけども、受けた側にとってはそれが本当

に心の痛い問題であるということを我々は普通の

社会生活の中でもいろいろ感じることができるわ

けなんですけども、そういう点で部落の人と部落

でない人が内外にわだかまりをとっていくという

のは、なかなか簡単な問題ではないと思うんです

ね。

それから、一番最後の方に、「真の部落問題解

決」というのは、どういう方法で、現に差別関係

にある中で、どういう形で解消していくという方

法論がなかなか 普通は痛みを受けた者とか、

本当に問題を受けた側から、おかしいやないかと

いう形でこういう問題は出発すると思うんですが、

そのときにはやはり差別を受けておる方は力関係

というのが弱い方が一般に多いわけですから、な

かなか言い出せない。言うことによってよりハー

ドな差別を受けるという、そういう状況があると

思いますね。

共産党も長い歴史の中で、やはりまだ共産党と

いうだけで受け入れないような社会があるのを僕

－２７３－

も毎日経験しとるんですが、そういう点ではやは

り差別を受ける側の痛み、また差別をする側とい

うか、差別をされない人にそういう差別を受ける

ことの思いを伝えることの困難さということを十

分存在の中で知っていらっしゃると思うんですが、

そういうことも含めて、ひとつ建設的な御意見を

いただきたい。

運動的にも考え方が違うから、全部自分とこが

絶対正しい、他は絶対間違ってるという、こうい

う議論ではなしに、お互い人間ですから間違いも

あるし、いいとこもある。お互いのいいところを

学び合っていい社会をつくっていくというのが、

私は民主主義社会の中の基本ではないかと思うの

で、そういう点も含めてひとつ御意見をお聞かせ

をいただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 小山議員からの質問にお

答えをいたします。

日本共産党のことにもいろいろと思いをはせて

御意見をいただいたこと、ありがたく思います。

日本共産党は、いろんな困難な中でもそれをみず

からの努力、国民の皆さんの御理解を得てそれを

切り開いていくことに、これまでも、またこれか

らも努力はしていきたいと、こう思っています。

まず、ここで内外のいわゆるわだかまりをどう

してとるのかということと、後の真の部落問題の

明るい展望ということとは、結局１本の連なった

ことなんですが、私どもは、例えば今この文章の

余りいろいろあっちこっち飛んでも話が抽象

的になりますからあれですが、私はこの泉南市で

も残念ながら行政が同和地区と一般地区と、これ

は我々は分けてるわけじゃないですよ。行政が分

けてるんですよ。それで施策をしてるんですよ。

だから、いつまでも行政上のそういう区別をする

ことが、やっぱりいろんな形で、そこで住民の皆

さんから反発となって出てきてる。

私は、ちょっと正確でないので申しわけないで

すが、泉南市の部落差別などあらゆる差別の撤廃

の条例がありますね。市の条例ができましたけれ

ども、あの条例の審議の過程の中でも、身障者の

方から あれは議事録にしっかり載ってます。

ちゃんと議事録をとっておいていただければ載っ



ておるんですが、僕らこそ差別されてるという話

が出たんですよ。それで、非常に残念なことだな

あと。そのことを言ったことが残念という意味じ

ゃなしに、そういうふうになってることを残念だ

なと、こう思ったんです。だから、それは市のい

わゆる個人給付の実態との兼ね合いです。

それから、これはやっぱり早く、同和地区だけ

の特別な施策じゃなしに、市の施策を引き上げて、

しかも障害者の皆さんや、またこれから介護保険

も始まりますが、老人対策事業等も、これは市民

すべからく平等に行うということが必要ではない

かなと。早くそうすべきだと。行政がそのために

地区指定をして、同和地区と一般地区というふう

な行政としての垣根をつくるべきではないんじゃ

ないかな。そういうことをなくすことによって、

長い間続いてきた部落問題というこの問題の明る

い展望を切り開くことができるというふうに私ど

もは考えているんです。

決して、これは共産党が特別に考えて、地区を

指定したり指導したわけじゃないんで、これは行

政上のことなんで、それを押しつけようと言うて

るのは今行政の側なんで、日本共産党は決して押

しつけておりませんので、その点もあわせて御理

解を願いたいと思います。

日本共産党はかつてやってたと言いますが、か

つてどころか今も大いに盛んにこの差別をなくす

ために、関係の皆さんと御一緒に努力をしてるつ

もりであります。その努力が実るようにこれから

も頑張りたい、こういうふうに思っております。

どうかよろしくお願いいたします。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） かつては解放同盟の組織と

一緒にやっておったということを私は言ったつも

りなんですが、現在も全解連と言われているもの

で部落問題に取り組んでいることは私も存じてお

ります。

行政が勝手にここは部落だ、ここは部落でない

という線を書いたというのをよく展開をされるわ

けなんですが、一定私は同和事業というそういう

国の事業があるわけですから、そういうときに地

方に財政負担をかけてはならないということで、

国は特別に地方財政法でいっても、経費に該当し

－２７４－

ないものについても地方債をもってその財源とす

ることができるという法律をつくってありますし、

また元利償還金を基準財政需要額に算入するとい

うことで、いわゆる交付税算定の基礎にしておる

わけですね。

こういうものがやっぱりある限り ある限り

というんか、こういうことがあるわけですから、

行政としてはやはりより市民にも有利な、より効

率的な財政運営をしようとすれば、せっかく国の

方のこういう同和事業というものとしてやれば、

一般市民の税負担よりも国から交付税算定の場合

の数字とか、それから普通だったら認められない

地方債についても認めるという、こういうことを

利用するというのは、私は共産党の市長になって

もとり得る手法ではないかなと思います。

それから、もう１つは、同和事業とするために

は、やっぱり同和地域がなければ同和事業ができ

ないのは当然なことなんですね。そうすると、や

はりこれは同和地域に住まれてる方も、ここが同

和地区だと、そんな線を書いてほしくないですよ。

みずからが書いたわけじゃないでしょう。僕は、

実態的には同和地域外の人が、あそこは同和地域

だよという形で、実際書いておるのは同和地域の

人じゃないんじゃないですか。そういうように何

か行政が勝手にここは同和地域だと。これは同和

地域の人の了解、名乗りがない限りは指定できな

いでしょう、そら当然。

であるならば、同和地域の地域をとれと言って

も、そこの人々の多数、民主主義を経なくて、圧

倒的に多い同和地域外の人の場に土俵を広げて、

あそこは同和地域でない、もう線をとれと、そう

いうことは私は民主主義の中でもあり得ないんじ

ゃないかなと思います。

これは例を出すまでもないけども、ある会社の

ところでいろんな問題が起こったときに、会社以

外の人が多数だといって、そんな問題はほっとけ

とか、それは言えないわけで、そこにおる、問題

の中にある、個別のそういう問題の中での民主主

義というのは、当然それは大事にしてあげないと、

さっきの樽井の委員の問題でも、樽井の中である

意味の手続が民主的にやられたことについて、樽

井以外の人がそれはおかしいじゃないかと、何ぼ



議会の議場といってもそういう議論は私は展開で

きないと思うんですね。

そういう点で、この問題は余り長くやるつもり

もありませんが、こういうことで提案者の答弁を

受けて、私の意見を言って、この質疑は終わりた

いと思います。

○議長（薮野 勤君） ほかにございませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

小山君。

○２番（小山広明君） 同和行政終結宣言案に反対

の立場で討論させていただきます。

こういう同和地域の人々にとって大変重大な問

題をそういう人たちの民主的な、また多数の合意

のないまま、この議場でもしそういう決議をする

ということになれば、私はやはり一人一人を基本

にした民主主義を大きく議会が否定することにな

るのではないかと思います。

質疑の中でも申し上げましたが、やはり同和地

域という地域指定は、住民の理解の中で行政がそ

のことを受けて、国の政策である同和事業を進め

てきたわけであります。当然、同和事業というの

は、あるおくれた地域をつくる形で社会全体の社

会基盤をおくらしてきたという、そういう為政者

側の都合があったわけでありますから、同和事業

というのは市民全体の基盤整備なりレベルアップ

していく、その先導役という意味を持ってること

は当然であります。

財政問題を見ても、地方に国の責任である同和

問題での財政負担を与えないということも、ある

意味ではお金が一般地域にも使えるわけでありま

すから、そういう点では私は同和事業というのは

大変大事な施策であると思いますし、この問題は

慌てずに、差別を受けてきた方から自発的にそう

いう問題が提起されたときにやっても十分間に合

う問題であり、強制的に外から、同和問題そのも

のを学ぶ、聞くということのない中で、知らない

ことがもうそれは差別がないんだということに陥

る大変危険性を持っておると私は思います。

こういうことで、十分にそういうことを議論す

るためにも、私たちは極端に言えば、１人の同和

地域における差別問題がある限りは、やはりこう
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いう施策を残さなくてはならない。そのことを残

しておくことが何ら弊害にもならないと私は思い

ます。むしろ今の行政を考えますと、同和問題に

対する理解がないために、運動体に引っ張られて

おるという面も否めないと思いますけれども、こ

れはやはり差別問題の大きな問題であります。や

はり自分の問題とならない限り人間はなかなか立

ち上がることがないわけでありますから、そうい

う点でしばらくの間、運動体主導で引っ張られる

ということも、これは部落問題だけではなしに、

あらゆる問題の解決に至る１つのプロセスではな

いかと思います。

このような同和行政の終結宣言には反対をいた

しますので、理解をすることには大変困難な問題

を持っておりますが、議員各位の御賛同をひとつ

よろしくお願いを申し上げます。

○議長（薮野 勤君） 以上で本件に対する討論を

終結いたします。

これより議員提出議案第２３号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立少数であります。よっ

て議員提出議案第２３号は、否決されました。

ただいま可決されました意見書、決議につきま

しては、議会の名において各関係機関に送付いた

しますが、その送付先につきましては議長に御一

任願いたいと思います。

以上で本日の日程は全部終了し、今期定例会に

付議された事件はすべて議了いたしました。連日

にわたり慎重なる御審議を賜りまして、まことに

ありがとうございました。

これをもちまして平成１１年第３回泉南市議会

定例会を閉会いたします。御苦労さまでございま

した。

午後６時７分 閉会

（了）



署 名 議 員

大阪府泉南市議会議長 薮 野 勤

大阪府泉南市議会議員 巴 里 英 一

大阪府泉南市議会議員 嶋 本 五 男
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